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 序 言 

中国は金融改革を社会主義のシステムの中で行っている。本論文は、その特徴を資金調

達問題を中心に論じたものである。 

社会主義的な国家体制の下での市場経済化は、ソビエト連邦におけるレーニンのいわゆ

る NEP（New Economic Policy1921－1928）や旧ユーゴスラビアのチトー (Josip Broz 

Tito,1892－1980)の市場社会主義の経験がある。これらの経験は、社会主義からの一時的

な離脱か部分的な修正として理解されてきたが、今、中国で行われているのは、政治体制

を社会主義のまま維持し、経済システムは資本主義にするという試みである。 

これは社会主義の理念としても、政治的な理念としても初めての試みと言える。この改

革を中国は漸進主義によって行っている。漸進主義は社会主義市場経済への移行の大きな

特徴である。ソ連邦と東欧社会主義の崩壊と天安門事件からの教訓と言える。 

1917 年のロシア革命が資本主義と地球儀を 2 分するほどの社会主義の勢力圏を形成す

るということ自体も歴史上は予想しえなかったことであったが、70年後の東欧社会主義の

崩壊もまた、世界史を飾る重大事件であった。漸進的な改革は、ここから得られる最大の

教訓であった。 

中国の市場経済化は、中国の国家建設の数少ない選択肢の一つであった。抗日戦線と国

共内戦からの国民経済の復興を中国は、大躍進(1958－1961)と文化大革命(1966－1976)

によって行おうとしたが、社会主義の理念に基づく改革は、大きな社会的な混乱を招き、

経済を低迷させた。 

社会主義か資本主義かという 20 世紀の政治経済システムの選択肢の中で、社会主義的

な改革の失敗の後に残るものは、経済の市場経済化しかなかったといえる。社会主義の下

での市場経済化は、従来は部分的な市場経済の導入や小生産者の復活、労働者の自主管理

型の会社経営などを意味していたが、中国が行っている改革は、資本家と賃労働者の広汎

な復活による改革であり、資本主義そのものの経済システムの構築である。 

資本主義の建設を、共産党が支配する社会主義政権が行うところに中国の大きな特徴が

ある。市場経済の理念は、本来は自由主義であり、自由の意味は国家が経済に関与しない

ことにある。アダム・スミスの「見えざる手」に対する信頼が、市場経済を支えている。

中国はこれを国家の「見える手」によって作ろうとしているのである。ここに中国の経済

改革の特徴が表れている。 

それは市場経済化のプロセスにおいて、社会主義的な管理が浸透しているということで

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Sr-JosipBrozTito.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Sr-JosipBrozTito.ogg
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ある。野放しの市場経済ではなく、管理された市場経済であると言う点である。中国の市

場経済化の最終的な姿は現状では分かりにくいが、改革のプロセスに関しては市場の自発

性による市場経済の発展ではなく、国家が市場経済を制御しつつ行われている市場経済化

である。中国の漸進主義的な市場経済化の現実的な意味は、国家が市場経済を制御しつつ

行われている経済改革である点に求められる。 

 

本稿は、社会主義政権が行う資本主義経済の確立として特徴づけられる現代中国の経済

改革を、金融制度の改革に絞って考察するものであるが、その中でも問題関心の中心は資

金調達問題にある。 

中国の金融改革の中心的な役割は、中国人民銀行が担っている。中国人民銀行は資本主

義国の人民銀行とは異なり、政府から独立した機関ではなく、政府の銀行、国家の銀行で

ある。政府の機関として人民銀行が金融政策を担っている点が、他の国と比較した場合の

中国の金融制度の最大の特徴となっている。また、社会主義的な市場経済化の特徴もまた、

中国の金融改革と中国人民銀行の歴史を見ることで明らかになる。このため、本稿では、

「第 1 章 中国の金融制度と中国人民銀行」において、中国金融制度と人民銀行の歴史を

振り返ることにする。 

本稿が中国の資金調達問題を重視するのは、金融改革の中で最も困難な問題が生じてい

る分野の一つだからである。すなわち、社会主義国家建設の歴史と改革開放路線以降の金

融制度の整備の経緯から見て、政治が主導する経済建設、とりわけ高度に発達した現代の

金融システムを国家主導で形成することの困難さが資金調達問題に端的に表れているから

である。 

この問題は「第 2章 金融改革における資金調達問題」で扱うが、結論を先取りすれば、

具体的には以下の点である。 

第 1に、中国においては金利の自由化が十分ではなく、銀行は国際的に見ても高い利潤

率を得ている。第 2に、銀行のリスク選好が過度に低下し、企業の担保設定の際に他の企

業からの担保も要求するなど、システム全体のリスクが高まる傾向をもたらしたり、民間

企業が銀行以外からのコストの高い資金調達を強いられるなどの傾向を生んだ。第 3 に、

不動産と地方政府の地方融資平台（中国の地方政府が傘下に置く投資会社。地方政府融資

プラットフォーム。以下プラットフォームと略記）に銀行資金が集中し、社会全体の資金

コストを押し上げている。第 4 に、政府の与信管理と預金貸出管理指標の設定によって、
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商業銀行は利益を最大化するため、必然的にシャドーバンキング業務における様々な抜け

道を利用することとなった。小零細企業は担保条件も厳しく、唯一の融資方法が、シャド

ーバンキングから資金を得ることであった。結果的に企業の資金調達コストを押し上げる

ことになる。第 5に、対称性がない金融自由化である。貸付金利の自由化はかなり進んだ

が、預金金利は規制の対象になっている。貸付資金需要が多くなると、銀行間の預金の奪

い合いが展開する。ハイリターンの金融商品の販売で、銀行の預金金利が事実上の自由化

を実施している。それによって、資金のコストを押し上げる。第 6に、本来は貸付資金の

需要は、業務資本の限界効率に依存している。コストが企業の限界効率を超えた場合には、

企業は借りない。しかし、中国の現状では、プラットフォームはほとんど地方政府事業の

ため、利益を最大化するようにされていない。資本コストは企業の限界効率を超えている

にもかかわらず、貸付資金のための企業の需要は依然として減少しない。第 7に、実体経

済の金融化である。企業は貸付資金を生産に投入し、これが生産と消費の循環をもたらし

て実態経済を発展させる。しかし、今の中国では、企業は実際には生産に投入するよりも、

資産の価値を増やすために、金融資産を購入している。資産価格が急騰し、資産バブルの

要因にもなっている。 

この資金調達問題で注目を集めているのが、中国の「影子銀行」、いわゆる「シャドーバ

ンキング」問題である。シャドーバンキングは、先進資本主義国では、バブル経済の末期

に積極的に活用され、通常の規制の枠外に金融システムであることが、監督機関の目が届

かないところで様々な問題を生じさせ、バブルの崩壊を招く要因の一つになったと受け止

められている。 

先進各国の中国の影子銀行（以下、「シャドーバンキング」と表記する）を見る目も、バ

ブル経済の経験を投影したものになっている。しかし、中国のシャドーバンキングは、リ

スクの高い金融である反面、中国の金融改革において生じてきた資金調達問題を解決する

現実的な手段の一つでもある。それは、必ずしも政府にとって困った存在と言うばかりで

はなく、金融の自由化の先取りした面も持ち合わせている。政府とシャドーバンキングの

関係は、緊張関係ばかりではないということである。 

 「第 3 章 金融の自由化におけるシャドーバンキングの意義」では、中国のシャドーバ

ンキング成立の背景、役割、リスクとの関係を明らかにし、この考察を踏まえて、中国金

融システムの解明を模索する。その概要は以下のとおりである。 

中国政府のシャドーバンキング定義の中には、「正規の銀行システム」以外、という定義
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が含まれており、銀行であってもシャドーバンキングを担うことができる。またシャドー

バンキングの信用仲介機能におけるリスクが明記されている。 

シャドーバンキングの背景としては 2008 年にリーマンショックの対策として実施され

た 4 兆元の景気刺激策である。これによって中国は、インフラ整備や都市開発が加速し、

不動産会社、地方投資プラットフォーム、鉄鋼会社など、過剰投資を引き起こした。その

後、政府は準備率の引き上げなどを通じて金融引き締めに転じた。これによって、資金の

需給ギャップが拡大した。このギャップを埋める新たな資金調達手段として活用されたの

が、規制の緩いオフバランスの取引であるシャドーバンキングと言うことになる。 

中国においてシャドーバンキングが拡大した要因は、第 1にリーマンショック後の世界

的な金融危機に対応するための巨額の景気刺激策と、これにもとづくバブルの発生とバブ

ルを収束させるための金融引締め政策、という政策的なものであると言える。第 2に、金

融引締め政策にもかかわらず旺盛な資金需要があり、資金の需給ギャップが生じていたこ

とがあげられる。そして、第 3にこうした資金の需給ギャップには制度的な原因、すなわ

ち金融改革の立ち遅れや金利の市場化の遅れであり、具体的には預金金利の上限規制、法

定預金準備率の規制と預金貸出比率の規制であったことである。そして、第 4に、貸出需

要の過剰な状態は、銀行が国有企業や政府関連機関に貸し出しを行い、中小企業への貸し

出しを避ける事態を生んでいたこと、である。 

中国シャドーバンキングの特徴は、本質的に商業銀行によって支配されていることであ

る。先進国のような複雑な証券化商品および関連製品はないと言える。またレバレッジ比

率も低い。そして先進国のようなホールセールではなく小売チャネルを通じて製品を住民

や販売する企業に融資する。購入するのは主にリテール顧客である。 

中国のシャドーバンキングが銀行の非正規的な活動という特徴を持ちつつも、中国の金

融システムに対する攪乱要因として存在するのではなく、中国の金融改革の中での一種の

金融イノベーションであり、金利の市場化という金融改革の方向性に沿っており、中国政

府の目まぐるしい政策変更を緩和する機能があったと言える。 

 中国の金融改革は、中国政府の指導の下、政府銀行である中国人民銀行を中心に進行し

ている。中国経済の現状は、バブルとその崩壊現象の問題だけではなく、その背後に財政

問題や実体経済の様々な問題も抱えている。金融制度の問題は、一面では実体経済の問題

の反映でもある。 

しかし、中国の金融改革は経済改革の最終局面とも言える大きな問題である。なにより
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も金融システムは資本主義経済のもっとも複雑で高度な経済システムであり、これを社会

主義政権の下で行うことの困難さである。資金調達問題は、その困難を象徴する問題と言

える。  
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第 1章  中 国 の 金 融 制 度 と 中 国 人 民 銀 行  

は じ め に 、 本 稿 の 背 景 と な る 中 国 の 金 融 制 度 と 中 国 人 民 銀 行 の 役

割 の 変 遷 に つ い て 考 察 す る ※ 。 本 稿 の 主 題 は 、 第 2章 と 第 3章 で 論 じ

る 中 国 の 市 場 経 済 化 の 下 で の 資 金 調 達 問 題 に あ る が 、 こ の 問 題 は 、

中 国 の 社 会 主 義 建 設 の 歴 史 と 深 く 関 わ っ て い る 。  

そ こ で 第 1章 で は 、 資 金 調 達 問 題 を 理 解 す る た め の 予 備 的 考 察 と

し て 、 人 民 銀 行 を 中 心 と し た 金 融 シ ス テ ム の 歴 史 を 概 観 す る 。  

 

第 １ 節  中 国 建 国 期 に お け る 社 会 主 義 思 想 と 中 央 銀 行  

中 国 人 民 銀 行 の 設 立 は 、 1 9 4 8 年 1 2 月 で あ る 。 革 命 の 拠 点 に あ っ

た 華 北 銀 行（ 1 9 4 8 年 4 月 設 立 、河 北 省 石 家 荘 ）を 中 心 に 、北 海 銀 行

（ 1 9 3 8 年 8 月 設 立 、山 東 省 済 南 ）、西 北 農 民 銀 行 ( 1 9 4 0 年 5 月 設 立 、

剣 呑 省 延 安 )を 合 併 し て 作 ら れ た も の で あ る 。  

中 華 人 民 共 和 国 の 建 国 宣 言 は 1 9 4 9 年 1 0 月 1 日 で あ り 、こ れ と 同

時 に 人 民 銀 行 は 中 央 銀 行 と な る 。 人 民 銀 行 は 、 共 産 党 の 支 配 地 域 の

銀 行 と し て 設 立 さ れ 、 そ の 後 に 政 府 の 銀 行 と な っ た の で あ る 。  

 中 国 は 、 抗 日 戦 線 と 国 共 内 戦 の 中 で 、 長 い 間 悪 性 イ ン フ レ に 苦 し

ん で き た 。 経 済 の 混 乱 に よ っ て 物 価 は 数 百 万 倍 に な っ た と 言 わ れ て

い る 。 市 場 が 崩 壊 し 、 通 貨 シ ス テ ム も 機 能 し な く な っ て い た の で あ

る 。 イ ン フ レ と の 闘 い が 人 民 銀 行 設 立 時 の 最 大 の 課 題 で あ り 、 現 在

ま で 続 く 課 題 で あ る 。  

 中 央 銀 行 と し て の 中 国 人 民 銀 行 は 、 政 務 院 の 下 に あ る 経 済 財 政 委

員 会 の 指 導 に 置 か れ る も の と し て 設 置 さ れ た 。 政 務 院 は 、 現 在 の 国

務 院 と 同 様 、 国 家 行 政 の 中 枢 を 担 う 機 関 で あ る 。 人 民 銀 行 が こ の 直

属 の 機 関 で あ る 以 上 、 そ れ は 基 本 的 に 行 政 か ら 独 立 し た 機 関 で は な

い 。 国 の 行 政 組 織 の ひ と つ で あ り 、 そ の 地 位 も 他 の 先 進 国 に 比 べ て

低 い の で あ る 。 こ の 点 は 中 国 人 民 銀 行 の 大 き な 特 徴 で あ る 。  

 社 会 主 義 と 銀 行 と の 関 係 は 、 思 想 的 な 面 で も 複 雑 で あ る 。 金 融 の

役 割 は 、 余 剰 な 資 金 の 保 有 者 が 資 金 の 不 足 し た 企 業 に 資 金 を 融 通 す

る 際 の 仲 介 機 能 に あ り 、こ の こ と に よ っ て 、経 済 活 動 が 活 性 化 す る 。

マ ル ク ス の 『 資 本 論 』 が 説 い て い る よ う に 、 資 本 主 義 の 発 展 に と っ

て は 欠 か す こ と の で き な い シ ス テ ム で あ る 。  

                                                             
※  本 章 の 考 察 に お い て は 、 主 に 以 下 の 文 献 を 参 照 し た 。  

謝 平 『 中 国 金 融 制 度 的 選 択 』、 上 海 遠 東 出 版 社 、 1 9 9 6 年 。  

戴 相 龍 主 編 『 中 国 人 民 銀 行 五 十 年 』、 中 国 金 融 出 版 社 、 1 9 9 8 年 。  

張 秋 華 『 中 国 の 金 融 シ ス テ ム 』、 日 本 経 済 新 聞 社 、 2 0 1 2 年 。  

清 遠 随 「 1 9 5 0 - 1 9 9 0  年 代 の 中 国 金 融 」、  法 政 大 学 比 較 経 済 研 究 所

『 近 現 代 ア ジ ア 比 較 数 量 経 済 分 析 ; 3』、 2 0 0 0 年 9 月 。  

孫 瑩 「 新 旧 中 国 の 銀 行 制 度 の 変 遷 か ら 見 た 貸 出 審 査 体 制 の 脆 弱 性 」

名 城 大 学 『 名 城 論 叢 』 第 9 巻 第 4 号 、 2 0 0 9  年 ３ 月 。  

金 融 制 度 研 究 会 『 中 国 の 金 融 制 度 』 日 本 評 論 新 社 、 1 9 6 0 年 。  

http://repo.lib.hosei.ac.jp/browse?type=author&value=%E9%9A%8F%2C+%E6%B8%85%E9%81%A0
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し か し 、 資 本 主 義 が 発 展 し て 帝 国 主 義 の 段 階 に 至 る と 強 大 な 設 備

を 必 要 と す る 重 化 学 工 業 が 発 展 す る 。 こ れ に 伴 っ て 膨 大 な 資 金 が 必

要 と な り 、 資 金 は 、 株 式 に よ っ て 集 め ら れ る よ う に な る 。 株 式 会 社

の 発 達 は 、 銀 行 と 大 企 業 と の 結 び つ き を 強 く す る 。  

第 1 次 世 界 大 戦 は 、 帝 国 主 義 国 家 ど う し の 戦 争 、 つ ま り 帝 国 主 義

戦 争 で あ り 、 帝 国 主 義 の 経 済 的 な 基 礎 は 、 独 占 資 本 と 金 融 資 本 の 癒

着 と し て 理 解 さ れ て い た 。レ ー ニ ン の 主 導 し た ロ シ ア 革 命 は 第 1 次

世 界 大 戦 中 に 起 き （ 1 9 1 7 年 ）、 そ れ は 帝 国 主 義 に 対 す る 社 会 主 義 の

革 命 と し て 捉 え ら れ て い た 。 つ ま り 、 銀 行 は 金 融 資 本 で あ り 、 経 済

に と っ て 必 要 な も の で あ っ て も 、 社 会 主 義 革 命 の 主 要 な 「 敵 」 で あ

る 帝 国 主 義 の 中 心 軸 の 一 つ だ っ た の で あ る 。  

こ の 点 か ら 人 民 銀 行 の 自 立 性 は 、 社 会 主 義 に と っ て は 好 ま し い も

の で は な か っ た 。 人 民 銀 行 の 地 位 の 低 さ は 、 社 会 主 義 思 想 の 影 響 を

受 け て お り 、 こ れ は 現 在 で も 続 い て い る と 考 え ら れ る 。  

社 会 主 義 国 家 建 設 期 に お け る 人 民 銀 行 の 役 割 は 、 国 家 の 行 政 機 関

と し て 建 国 を 補 助 す る こ と で あ る 。 ソ 連 型 の 社 会 主 義 の 基 本 は 、 資

本 主 義 の 市 場 経 済 に 対 し て 中 央 集 権 型 の 計 画 経 済 を 建 設 す る こ と に

あ っ た 。  

こ う し た 役 割 を 担 う た め に 、 建 国 以 前 の 多 様 化 し た 金 融 シ ス テ ム

を 、人 民 銀 行 の 下 に 統 一 す る 。後 述 す る が 、単 一 銀 行（ モ ノ バ ン ク ）

制 度 で あ る 。 こ れ が 社 会 主 義 の 設 立 期 に お け る 中 国 人 民 銀 行 の も う

ひ と つ の 特 徴 で あ る 。  

人 民 銀 行 設 立 以 前 に は 、 中 国 に は 市 中 銀 行 も 外 国 の 銀 行 も 活 動 し

て い た 。 し か し 、 中 国 人 民 銀 行 の 設 立 に 合 わ せ て 、 外 国 の 銀 行 は 活

動 を 停 止 さ れ 、 市 中 銀 行 は 人 民 銀 行 に 移 管 さ れ た 。 単 一 の 銀 行 と な

っ た 中 国 人 民 銀 行 は 、 各 地 に 支 店 網 を 巡 ら し 、 こ の ネ ッ ト ワ ー ク に

よ っ て 、 営 業 を 行 っ た 。  

モ ノ バ ン ク 制 度 は 、 ソ 連 も 採 用 し た 制 度 で あ り 、 マ ル ク ス が 『 共

産 党 宣 言 』 の ス ロ ー ガ ン の 一 つ と し て 信 用 制 度 の 公 有 化 を 上 げ た こ

と と 合 致 し て い た 。 社 会 主 義 経 済 の 基 本 的 な イ メ ー ジ は 計 画 経 済 に

あ り 、 過 渡 期 の 計 画 経 済 を 執 行 す る 機 関 と し て 、 モ ノ バ ン ク 制 度 が

有 効 と 考 え ら れ て い た の で あ る 。  

モ ノ バ ン ク と し て の 人 民 銀 行 は 、 中 央 銀 行 と し て 人 民 元 の 発 行 を

集 中 的 に 担 う 機 関 と な っ た 。 銀 行 券 は 、 も と も と は 各 銀 行 が 手 形 割

引 業 務 を 行 う 際 に 発 行 し た も の で あ り 、 銀 行 の 取 引 の 及 ぶ 範 囲 で 限

定 的 に 流 通 し て い た 。 国 民 党 政 権 時 代 に は 、 人 民 銀 行 、 交 通 銀 行 、

中 央 銀 行 、 中 国 農 民 銀 行 が 法 貨 を 発 行 す る こ と の で き る 銀 行 で あ っ

た 。 共 産 党 政 権 は 、 こ の 任 務 を 人 民 銀 行 に 一 元 化 し た の で あ る 。 外

貨 の 流 通 も 禁 止 さ れ た 。  

各 銀 行 に 与 え ら れ て い た 通 貨 発 行 権 は 、 欧 米 で も 日 本 で も い ず れ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E9%8A%80%E8%A1%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E9%8A%80%E8%A1%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%BE%B2%E6%B0%91%E9%8A%80%E8%A1%8C
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は 中 央 銀 行 に 集 中 さ れ る 。 中 央 銀 行 に よ る 発 券 の 集 中 は 、 多 く の 資

本 主 義 国 に 一 般 的 に 見 ら れ る こ と で あ る 。 社 会 主 義 で あ る 中 国 に と

っ て も 、 貨 幣 を 必 要 と す る 経 済 シ ス テ ム で あ る 限 り は 、 中 央 銀 行 に

よ る 発 券 の 集 中 が 効 率 的 な 貨 幣 発 行 シ ス テ ム で あ る 。  

し か し 、 当 時 中 国 の 目 指 し た 国 家 目 標 は 、 い う ま で も な く マ ル ク

ス 主 義 に 基 づ く 社 会 主 義 経 済 シ ス テ ム の 建 設 で あ っ た 。 マ ル ク ス 主

義 の 理 念 で は 、 市 場 メ カ ニ ズ ム を 媒 介 と し た 資 本 家 階 級 に よ る 労 働

者 か ら の 搾 取 を な く さ な け れ ば な ら な い 。 資 本 家 に よ る 労 働 者 か ら

の 搾 取 と 市 場 経 済 と は 必 ず し も 同 じ こ と で は な い が 、 し か し 、 市 場

経 済 が な く な れ ば 搾 取 が な く な る 、 と 考 え ら れ て い た 。 こ れ は 文 化

大 革 命 の 時 も 同 じ で あ る 。 当 時 の 社 会 主 義 思 想 で は 、 市 場 経 済 と 資

本 家 と 労 働 者 の 階 級 関 係 は 一 体 の も の と し て 考 え ら れ て い た 。  

共 産 主 義 を 実 現 さ せ る た め に は 、 市 場 で の 交 換 を 前 提 に し た 「 商

品 」 な い し 「 貨 幣 」 の 存 在 を 将 来 的 に は 人 間 社 会 か ら 追 放 し な け れ

ば な ら な い と 考 え ら れ て い た 。 社 会 主 義 は 、 こ の よ う な 理 想 社 会 へ

の 前 段 階 で あ る と さ れ て い る 。 モ ノ バ ン ク と し て の 人 民 銀 行 に よ る

発 券 の 集 中 は 、貨 幣 シ ス テ ム の 効 率 化 で は あ る が 、貨 幣 そ の も の は 、

計 画 経 済 の 発 展 に よ っ て 、 将 来 的 に は 消 え る べ き 存 在 と 見 ら れ て い

た の で あ る 。  

む ろ ん 、 社 会 主 義 政 権 が 誕 生 し て か ら 現 在 に 至 る ま で 、 中 国 経 済

の 現 実 は こ う し た 社 会 主 義 の 姿 に は ほ ど 遠 い 。 し か し 、 社 会 主 義 の

現 実 と 社 会 主 義 の 理 念 を 整 合 さ せ る 理 論 作 り は 必 要 で あ っ た 。  

中 国 の 複 雑 な 政 治 闘 争 を 背 景 と し た 「 理 論 作 り 」 な い し マ ル ク ス

主 義 に 対 す る 「 再 解 釈 」 の 仕 方 は 、 し ば し ば 各 経 済 部 門 の 機 構 の あ

り 方 や 政 府 に よ る 統 制 内 容 に 決 定 的 な 影 響 を 及 ぼ し た 。 中 国 の 改 革

開 放 以 前 の 経 済 シ ス テ ム を と ら え る 際 、 文 化 大 革 命 に 象 徴 さ れ る よ

う な イ デ オ ロ ギ ー 面 の 背 景 を 理 解 す る 必 要 が あ る 。 思 想 と し て の 社

会 主 義 と こ れ を め ぐ る 権 力 闘 争 が 、 中 国 の 金 融 シ ス テ ム の 改 変 に 大

き な 影 響 を 及 ぼ し て い る こ と を 看 過 す る こ と は で き な い 。  

 

第 ２ 節  社 会 主 義 建 設 期 の 金 融 制 度 の 形 成  

１ ． 貨 幣 の 統 一  

国 民 党 時 代 に は 、 大 量 の 貨 幣 の 発 行 に よ り 悪 性 イ ン フ レ が 引 き 起

こ さ れ て い た 。  

国 民 党 政 府 は 、 銀 本 位 制 を 廃 止 し ( 1 9 3 5 )、 法 幣 制 度 を 導 入 し た 。

し か し 、 1 9 3 7年 に 中 日 戦 争 が 始 ま り 、 さ ら に そ の 後 、 国 共 内 戦 が

続 い た 。 拡 大 す る 戦 費 が 財 政 を 圧 迫 し 、「 法 幣 」 が 大 量 に 発 行 さ れ

た 。 発 行 額 は 、 戦 争 開 始 直 前 の 1 9 3 7年 6月 の 1 4億 元 、 こ れ が 1 9 4 8年

8月 に は 6 6 0兆 元 ま で 増 え た 。 物 価 の 上 昇 は 、 数 百 万 倍 と 言 わ れ て

い る 。  
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イ ン フ レ 抑 制 の た め に 、 通 貨 制 度 が 改 革 さ れ た 。  

第 1に 、 新 政 府 は 「 金 元 券 」 制 度 を 導 入 し た ( 1 9 4 8 )。 そ し て 、「 金

元 券 」 ＝ 3 0 0万 元 「 法 幣 」 で 法 幣 を 回 収 し 、 同 時 に 物 価 を 8月 1 9日

の 水 準 に 固 定 し 、 民 間 保 有 の 金 銀 お よ び 外 幣 を 9月 3 0日 ま で に 金 元

券 に 交 換 す る 仕 組 を 作 っ た 。  

そ し て 、 共 産 党 政 権 は 、 国 民 党 時 代 の 貨 幣 の 流 通 を 禁 止 し 、 人 民

幣 （ 人 民 元 ） を 唯 一 の 法 定 貨 幣 と し ( 1 9 4 7 )、 中 国 人 民 銀 行 を 唯 一 の

貨 幣 発 行 機 関 と な っ た 。  

発 行 準 備 は 金 （ ゴ ー ル ド ） で は な く 国 家 が 保 有 す る 物 資 と す る こ

と を 決 め た 。 物 資 を 担 保 に 通 貨 を 発 行 す る と い う 制 度 は 奇 妙 な 制 度

で あ る が 、 国 家 財 政 の 破 た ん 状 態 と イ ン フ レ の 最 中 の や む を 得 ざ る

制 度 で あ っ た 。  

ま た 、 金 を 担 保 と し な い こ と は 、 異 例 で は な い 。 国 際 金 本 位 制

（ 第 1次 世 界 大 戦 後 の 再 建 金 本 位 制 ） は 、 1 9 2 9年 の 恐 慌 以 降 崩 壊

し 、 第 2次 世 界 大 戦 後 の 国 際 通 貨 シ ス テ ム は 、 金 と ド ル と の 国 際 通

貨 制 度 と な っ た 。  

そ の 内 実 は 、 ア メ リ カ 以 外 の 各 国 が ア メ リ カ ・ ド ル と 固 定 為 替 相

場 制 で リ ン ク し 、 ア メ リ カ は 国 内 法 に 基 づ い て 、 各 国 の 通 貨 当 局 が

金 と の 兌 換 を 求 め た 場 合 、 1ト ロ イ オ ン ス (約 3 0グ ラ ム )＝ 3 5ド ル で

兌 換 に 応 じ る 制 度 で あ る 。 ア メ リ カ の 大 量 の 金 保 有 に 国 際 社 会 が 依

存 し た 国 際 シ ス テ ム で あ っ た 。  

中 国 の 人 民 元 は そ の 後 改 訂 を 経 て 、 現 在 の 人 民 元 は 5代 目 で あ

る 。  

第 2に 、 地 方 の 銀 行 が 発 行 し て い た 貨 幣 を 回 収 し 、 人 民 元 に 切 り

替 え た 。  

第 3に 、 個 人 は 金 と 銀 と し て は 保 有 で き た が 、 貨 幣 と し て の 金 銀

の 流 通 は 禁 じ ら れ た 。  

第 4に 、 外 国 貨 幣 の 中 国 国 内 の 流 通 を 禁 じ た 。  

ハ イ パ ー イ ン フ レ ー シ ョ ン の 抑 制 は 、 人 民 元 の 価 値 の 安 定 を 意 味

す る 。 し か し 、 政 策 手 段 は 限 ら れ て い た 。 経 済 が 混 乱 し 、 大 き な 財

政 赤 字 を 抱 え る 中 で の 増 税 や 財 政 支 出 の 増 大 は 困 難 で あ っ た 。  

こ の た め 、 1 9 5 0年 1月 に 「 人 民 勝 利 折 実 公 債 」 を 発 行 し た 。 こ れ

は 物 価 連 動 型 国 債 で 、 実 物 ベ ー ス で 価 値 を 算 定 し た 国 債 で あ っ た 。  

以 上 の よ う に 、 建 国 初 期 に は 、 人 民 元 は 唯 一 の 貨 幣 と な り 、 そ の

価 値 を 国 家 が 強 力 に 保 証 す る こ と で 、 イ ン フ レ が 比 較 的 短 時 期 に 抑

え ら れ た 。  

 

２ ． 社 会 主 義 革 命 直 後 の 金 融 機 関 の 再 編  

社 会 主 義 革 命 前 の 国 民 党 時 代 以 前 の 中 国 に お い て は 、 4つ の 官 僚

銀 行 が 存 在 し て い た 。 中 央 銀 行 、 中 国 銀 行 、 中 国 農 民 銀 行 、 交 通 銀
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行 で あ る 。 預 金 量 で は 全 体 の 9 0 %前 後 を 占 め て い た 。  

革 命 政 権 は 、 金 融 機 関 に 対 し て は 慎 重 な 姿 勢 を 示 し て い た 。 社 会

主 義 は 、 一 般 的 な 意 味 で の 国 家 の 転 覆 と は 異 な る 。 人 民 に よ る 民 主

主 義 の 実 現 で あ る 。 資 本 主 義 か ら 社 会 主 義 の 過 渡 期 に 行 わ れ る プ ロ

レ タ リ ア ー ト 独 裁 と い う 政 治 形 態 も 、 一 般 的 な 意 味 で は 民 主 主 義 に

対 す る 制 約 で は あ る が 、 労 働 者 や 農 民 と い う 多 数 の 支 配 と い う 意 味

で は 、 民 主 主 義 の 前 進 と 考 え ら れ て い た 。 プ ロ レ タ リ ア ー ト 独 裁 の

後 に は 、 政 治 的 に も 経 済 的 に も 人 間 の 平 等 が 保 証 さ れ る 社 会 主 義 と

共 産 主 義 が 予 定 さ れ て い た 。  

し た が っ て 、 金 融 部 門 に 対 す る 当 時 の 社 会 主 義 政 権 の 対 応 は 複 雑

で あ る 。 帝 国 主 義 の 担 い 手 は 、 株 式 会 社 の シ ス テ ム に お け る 重 化 学

工 業 と 金 融 資 本 の 癒 着 に あ っ た 。 レ ー ニ ン 以 来 の 社 会 主 義 の 共 通 認

識 で あ る 。 し か し 、 同 時 に 資 本 主 義 の 最 高 の 発 展 段 階 を も た ら し た

の も 金 融 資 本 の 力 で あ っ た 。 金 融 に 対 す る 社 会 主 義 政 権 の 対 応 は 、

こ の 後 大 き く 揺 れ 動 く 。 い わ ば 手 探 り の 状 態 で あ っ た 。  

社 会 主 義 政 権 誕 生 後 、ま ず 国 家 に よ る こ れ ら の 銀 行 に 対 す る 没 収・

接 収 が 行 わ れ た 。 た だ し 、 中 国 銀 行 、 交 通 銀 行 に あ っ た 民 族 資 本 の

部 分 に 対 し て 、 民 主 革 命 の 理 念 に 従 い 、 没 収 は 行 わ れ な か っ た 。 民

族 資 本 は 、 社 会 主 義 政 権 の 許 容 範 囲 と み な さ れ て い た 。  

中 国 銀 行 の 場 合 は 、 人 民 政 府 に よ る 接 収 後 も 、 業 務 は 従 来 通 り 続

け ら れ た 。 接 収 に 際 し て は 、 非 流 通 株 で あ る 官 株 を 没 収 し 、 流 通 株

で あ る 私 株 は 没 収 さ れ な か っ た た め 、中 国 銀 行 は 国 有 銀 行 で は な く 、

公 私 合 営 銀 行 と な っ た 。 と は い え 、 幹 部 の 人 事 は 、 政 府 関 係 者 が 掌

握 し 、 ま た 、 業 務 は 為 替 業 務 の 専 門 銀 行 と さ れ た 。 本 店 は 上 海 か ら

北 京 へ 移 さ れ ( 1 9 4 9 )、 中 国 人 民 銀 行 の 下 で の 制 限 の 範 囲 で 外 国 為 替

業 務 を 担 当 す る こ と と な っ た 。 中 国 銀 行 は 、 為 替 業 務 を 担 当 す る 銀

行 で は あ る が 、 人 民 銀 行 の 統 制 下 に お か れ た と い え る 。  

交 通 銀 行 に 対 し て も 同 様 の 処 置 が と ら れ た 。 す な わ ち 、 非 流 通 株

（ 官 株 ） が 没 収 さ れ 、 流 通 株 （ 私 株 ） が 民 間 の 所 有 と な っ た 。 取 締

役 会 な ど の 幹 部 職 員 は 政 府 関 係 者 に 占 め ら れ た が 、 職 員 は 解 雇 さ れ

な か っ た 。  

交 通 銀 行 の 業 務 は 、 建 設 投 資 業 務 の 監 督 と 公 私 合 営 企 業 へ の 投 資

の 管 理 と な っ た 。 交 通 銀 行 の 本 店 も 、 上 海 か ら 北 京 へ 移 さ れ た 。 し

か し 、 中 国 人 民 建 設 銀 行 の 設 立 （ 1 9 5 4） に よ っ て 、 建 設 投 資 業 務

の 監 督 は 、 交 通 銀 行 か ら 建 設 銀 行 に 移 さ れ た 。 交 通 銀 行 は 、 公 私 合

営 企 業 へ の 長 期 信 用 業 務 の 処 理 の み を 扱 う こ と と な っ た 。  

ま た 、 非 流 通 株 の 没 収 に よ る 公 私 合 営 企 業 へ の 編 成 と 政 府 に よ る

管 理 と い う 同 様 の 措 置 が 取 ら れ た の が 、 新 華 信 託 貯 蓄 銀 行 、 中 国 実

業 銀 行 、 四 明 商 業 貯 蓄 銀 行 、 中 国 通 商 銀 行 な ど で あ る 。 社 会 主 義 政

権 の 敵 対 勢 力 と し て 位 置 づ け ら れ た の が 、 地 主 な ど の 旧 勢 力 や 外 国
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資 本 と の つ な が り の 強 い 、 い わ ゆ る 官 僚 資 本 で あ る 。  

大 規 模 官 僚 資 本 は 、 す べ て 国 家 に よ っ て 没 収 さ れ 国 有 化 さ れ た 。  

中 国 農 民 銀 行 、 中 央 合 作 金 庫 、 郵 政 貯 金 局 、 中 央 信 託 局 な ど は 、

接 収 後 業 務 を 停 止 さ せ ら れ 、 中 国 人 民 銀 行 に 編 入 さ れ た 。  

他 方 、 外 国 銀 行 に 対 し て は 、 即 座 に 営 業 停 止 は 行 わ な か っ た が 、

法 と 規 制 に よ る 管 理 を 強 化 し 、 締 め 付 け を 強 め た 。 こ の こ と に よ っ

て 、 外 国 の 金 融 資 本 が 社 会 主 義 政 権 下 の 中 国 で 営 業 を 続 け る 魅 力 は

な く な り 、 中 国 か ら 撤 退 す る こ と を 余 儀 な く さ れ た 。  

人 民 政 府 は 、 国 民 党 時 代 の 中 央 銀 行 や 地 方 銀 行 の 官 僚 資 本 に よ る

金 融 機 関 を 没 収 し た が 、 銭 荘 な ど の 伝 統 的 金 融 機 関 や 中 小 の 金 融 機

関 は 、 政 府 の 管 理 の 下 、 公 私 合 営 と し て の 営 業 が 認 め ら れ た  

社 会 主 義 建 設 の 最 初 の 課 題 は 、 商 工 業 よ り も 金 融 業 に 置 か れ た 。

金 融 は 、 思 想 的 な 経 緯 か ら し て も 、 社 会 主 義 経 済 に お け る 位 置 づ け

の 難 し さ か ら し て も 最 重 要 課 題 で あ っ た 。  

そ の 経 緯 は 錯 綜 し て い た が 、 私 営 銀 行 を 5つ の 総 管 理 機 構 に 統 合

し 、 最 終 的 に は 、 1 9 5 2  年 11  月 、 中 国 人 民 銀 行 の 勧 告 に よ り ５ つ

の 総 管 理 機 構 を 合 併 し 、 1 2  月 に 中 国 人 民 銀 行 の 指 導 と 監 督 を 受 け

る 単 一 の 公 私 合 営 銀 行 連 合 管 理 機 構 を 設 立 し た 。 こ れ に よ り 、 私 営

金 融 機 関 は 消 滅 し た 。 中 国 の 銀 行 シ ス テ ム は 、 国 家 銀 行 と 公 私 合 営

銀 行 の ２ つ に 統 合 さ れ た 。  

中 央 集 権 化 と 計 画 経 済 は 、 当 時 の 社 会 主 義 の 基 本 政 策 で あ っ た 。

こ の 点 か ら す れ ば 、 金 融 機 関 の 統 合 と 国 家 管 理 は 、 社 会 主 義 建 設 そ

の も の と 言 え た 。  

金 融 機 関 以 外 の 商 工 業 の 社 会 主 義 化 も 、 計 画 経 済 と 中 央 集 権 化 を

基 本 と し て 行 わ れ る 。「 大 躍 進 」や「 文 化 大 革 命 」も ま た 、こ う し た

社 会 主 義 建 設 の 路 線 の 中 で 行 わ れ て い っ た 。  

中 国 金 融 シ ス テ ム の 柱 を な す 中 国 人 民 銀 行 は 、 中 国 の 最 高 行 政 府

で あ る 国 務 院 の 一 機 関 で あ り 、 国 務 院 か ら の 独 立 性 は な い 。 現 在 で

も 同 様 で あ る 。  

 

３ ． 建 国 に よ る 新 中 国 の 金 融 シ ス テ ム の 特 徴  

こ こ で は 、 建 国 後 の 新 中 国 の 金 融 シ ス テ ム の 骨 格 を 成 す 主 要 な 金

融 機 関 の 概 要 と 特 徴 に つ い て 説 明 し た い 。  

何 よ り も 、 個 々 の 銀 行 に つ い て 説 明 す る 前 に 確 認 し て お く 必 要 が

あ る こ と は 、 新 中 国 は 社 会 主 義 国 で あ り 、 国 家 計 画 に よ り 運 営 さ れ

る 国 で あ る と い う こ と で あ る 。 し た が っ て 、 銀 行 の 性 格 も 、 国 家 の

計 画 に 従 っ て 国 有 企 業 や プ ロ ジ ェ ク ト に 資 金 を 配 分 す る た め の 仲 介

機 関 に 変 容 す る 。 そ れ は 、 形 式 的 に 貸 付 と い う 形 を と っ た と し て も

同 様 で あ る 。 も は や 、 銀 行 が 自 ら の 責 任 で 貸 出 審 査 を 遂 行 し 、 与 信

を 実 施 す る シ ス テ ム で は な い の で あ る 。  
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中 国 人 民 銀 行 は 、 中 国 金 融 シ ス テ ム の 中 核 と し て 、 唯 一 の 通 貨 発

行 権 を 持 つ 銀 行 で あ り 、 か つ 革 命 後 の 改 革 を 通 し て 基 本 的 に は 唯 一

の 商 業 銀 行 と し て 確 立 し た 。 銀 行 は 中 国 人 民 銀 行 だ け と い う 単 一 銀

行 制 度 、 モ ノ バ ン ク 制 度 で あ る 。  

1 9 5 2  年 末 の 時 点 で 、中 国 人 民 銀 行 の 分 店・支 店 の 数 は １ 万 1 0 8 9、

全 国 の 金 融 業 全 体 に 占 め る 比 率 は 、店 舗 数 で 9 7％ 、保 有 資 金 及 び 貸

出 金 額 で 約 9 9％ で あ っ た 。  

な お 、付 言 す れ ば 、国 務 院 の「 国 家 機 関 の 現 金 管 理 規 定 」（ 1 9 5 0）

に よ り 、 中 国 の 国 営 会 社 や 国 家 機 関 、 軍 隊 な ど は 、 一 定 額 以 上 の 現

金 は 、 中 国 人 民 銀 行 に 預 け る こ と が 義 務 付 け ら れ て い た 。 中 国 人 民

銀 行 は 、 中 国 の 現 金 管 理 の 政 策 を 担 っ て い た の で あ る 。  

関 連 条 文 は 以 下 の と お り で あ る 。  

・「 一 切 の 軍 隊 ・ 政 府 機 関 と 公 営 企 業 の 現 金 は 若 干 の 短 期 使 用 の

も の を 除 き 、 一 律 に 国 家 銀 行 に 預 け 入 れ 、 個 人 に 対 し て 融 資 す る 事

を 禁 じ 、 民 間 の 銀 行 、 銭 荘 に 預 け 入 れ る こ と は で き な い 。」（「 財 政

経 済 の 統 一 工 作 に 関 す る 決 定 」 の 第 8  条 ）  

・「 中 国 人 民 銀 行 を 現 金 の 執 行 機 関 に 指 定 し 、 一 切 の 公 営 企 業 、

機 関 、 部 隊 お よ び 合 作 社 な ど の 所 有 す る 現 金 お よ び 手 形 は 手 許 に 保

留 を 許 さ れ る 規 定 の 額 を 除 く 以 外 は 、 中 国 人 民 銀 行 の 預 金 弁 法 に し

た が っ て 必 ず 所 在 地 の 中 国 人 民 銀 行 あ る い は そ の 依 託 機 関 に 預 金 す

る こ と と し 、 民 営 の 銀 行 、 銭 荘 に 預 け る こ と を 得 な い 。」（「 国 家 機

関 の 現 金 管 理 に 関 す る 決 定 」）  

・「 各 部 隊 、 機 関 、 国 営 企 業 、 団 体 、 合 作 社 間 の 、 同 一 地 域 間 及

び 国 際 間 の 一 切 の 取 引 は 、 全 部 中 国 人 民 銀 行 の 振 替 決 済 に よ ら な け

れ ば な ら な い 。」（「 貨 幣 管 理 施 行 法 」 第 ４ 条 ）  

こ れ に よ っ て 、 中 国 人 民 銀 行 の 貸 付 能 力 は 向 上 し 、 短 期 信 用 を 集

中 す る こ と と な っ た 。 企 業 間 信 用 や 貸 借 は 禁 止 さ れ て い た 。  

中 国 人 民 建 設 銀 行 は 、 国 営 銀 行 と し て 設 立 さ れ た ( 1 9 5 4 )。 財 政 部

に 直 属 し 、 そ の 任 務 は 「 国 家 予 算 が 基 本 建 設 の た め 支 出 す る 資 金 を

預 か り 、 又 各 種 国 営 企 業 ・ 国 家 機 関 が 独 自 で 蓄 積 し た 基 本 建 設 資 金

を 集 中 し て 、 国 家 の 承 認 し た 計 画 ・ 予 算 ・ 監 督 の も と に 支 出 す る 」

こ と で あ る 。  

交 通 銀 行 の 設 立 は 早 く 、 1 9 0 8  年 で あ る 。 国 民 党 政 府 時 代 の 発 券

銀 行 で あ り 、 先 述 の と お り 、 革 命 後 公 私 合 営 銀 行 と な っ た 。 同 行

は 、 国 家 予 算 で 行 わ れ る 建 設 計 画 に 資 金 交 付 を 行 っ て い た が 、 中 国

人 民 建 設 銀 行 の 設 立 ( 1 9 5 4 )に 伴 い 、 建 設 計 画 へ の 資 金 供 与 の 業 務

は 、 人 民 建 設 銀 行 に 移 り 、 交 通 銀 行 の 任 務 は 公 私 合 営 企 業 へ の 長 期

信 用 業 務 の 処 理 と な っ た 。  

中 国 銀 行 は 1 9 11年 に 創 立 さ れ 、国 民 党 政 府 時 代 に は 、交 通 銀 行 と

同 様 、 発 券 銀 行 で あ っ た 。 革 命 後 、 先 に 述 べ た よ う に 、 公 私 合 営 銀
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行 に 改 組 さ れ 、 外 国 為 替 専 門 銀 行 と し て 業 務 展 開 し て い る 。 ま た 、

農 業 分 野 を 担 当 す る 金 融 機 関 も 、 さ ま ざ ま な 試 行 錯 誤 を 経 て 、 中 国

農 業 銀 行 が 作 ら れ た ( 1 9 5 5 )が 、 人 民 銀 行 に 合 併 さ れ た ( 1 9 5 7 )。  

な お 、 新 中 国 に お け る 国 営 銀 行 と 利 子 に 対 す る 考 え 方 は 次 の よ う

で あ る 。  

「 国 家 銀 行 に 集 中 さ れ た 資 金 は 、 貸 付 資 本 で な く 、 国 家 の 予 算 資

金 で あ り ……（ 中 略 ） ……。 国 家 銀 行 は 、 貸 付 資 本 の ブ ロ ー カ ー で

は な く 、 国 家 が 計 画 的 に 資 金 を 分 配 す る た め の 機 関 で あ る 。 銀 行 が

受 取 る 利 子 に つ い て い え ば 、 そ れ は 借 り 入 れ 資 金 を 暫 時 使 用 す る こ

と に 対 し て 企 業 が 支 払 う 純 収 入 の 一 部 分 で あ る 。 銀 行 が 支 払 う 利 子

に つ い て い え ば 、 そ れ は 遊 休 資 金 を 銀 行 に 預 け 入 れ て く れ た 企 業 に

対 す る 一 種 の 報 酬 で あ る 。 一 般 貯 金 に 対 す る 利 子 は 一 種 の 物 質 的 奨

励 で あ る 」。 (金 融 制 度 研 究 会 『 中 国 の 金 融 制 度 』 日 本 評 論 新 社 、

1 9 6 0、 2 6 5頁 )  

国 営 銀 行 は 、 貸 付 資 本 の よ う な 金 融 ブ ロ ー カ ー で は な く 、 あ く ま

で も 、 国 家 の 経 済 運 営 に 従 っ て 、 資 金 配 分 を 担 う 機 関 と し て 位 置 づ

け ら れ て い た 。 こ の た め 、 市 場 に よ っ て 利 子 が 決 ま る シ ス テ ム は 機

能 し な い 。  

実 際 に は 、当 時 は イ ン フ レ が ひ ど く 、貸 付 金 利 が 月 利 6 9％ に 達 し

て い た 。 利 子 に 対 す る 規 制 は 、 イ ン フ レ に 対 す る 対 策 と し て 大 き な

意 味 を 持 っ て い た の で あ る 。そ の 後 、人 民 銀 行 は 引 き 下 げ に 成 功 し 、

1 9 5 9  年 １ 月 に は 、月 利 0 . 6％ と な っ た 。預 金 金 利 は 、1年 以 上 の 定 期

預 金 （ 一 般 預 金 ） で 月 利 0 . 4％ と な っ て い る 。  

 

第 3節  改 革 開 放 以 前 の 金 融 改 革  

1． 中 国 に お け る 社 会 主 義 建 設 の 課 題  

マ ル ク ス の 唯 物 史 観 の 説 く と こ ろ で は 、 社 会 主 義 革 命 は 、 発 展 し

た 資 本 主 義 国 で 生 じ る 。 唯 物 史 観 で は 、 生 産 力 と 生 産 関 係 の 矛 盾 に

よ っ て 革 命 が 発 生 し 、 新 し い 経 済 シ ス テ ム へ と 発 展 す る 。 こ の 理 解

か ら す れ ば 、 十 分 に 生 産 力 の 発 展 し た 資 本 主 義 国 に お い て 社 会 主 義

革 命 が 起 こ る こ と に な る 。  

し か し 、 現 実 の 社 会 主 義 革 命 は 、 唯 物 史 観 の 説 く 歴 史 観 と は 異 な

っ た も の で あ っ た 。 政 治 的 混 乱 の 起 き た と こ ろ に 革 命 が 発 生 し た 。  

1 9 1 7年 の ロ シ ア 革 命 も 、資 本 主 義 の 後 発 国 で あ る ロ シ ア で 起 き た

も の で あ る 。ロ シ ア 革 命 は 、第 1次 世 界 大 戦 で 帝 政 ロ シ ア が 疲 弊 す る

政 治 的 な 混 乱 の 中 で 行 わ れ た 。 戦 争 を 内 乱 へ 、 と い う の が レ ー ニ ン

の 革 命 戦 略 で あ っ た 。  

中 国 革 命 も 同 様 で あ る 。 中 国 革 命 は 、 抗 日 戦 争 と 国 民 党 と の 内 戦

と い う 長 期 に わ た る 戦 乱 の 中 で 生 ま れ た 。 国 民 経 済 が 荒 廃 す る 中 で

の 革 命 で あ っ た 。 成 熟 し た 資 本 主 義 国 の 革 命 で は な い 。  
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第 2次 世 界 大 戦 後 は 、 ア メ リ カ と ソ ビ エ ト 連 邦 を 軸 と す る 東 西 の

冷 戦 構 造 が 定 着 す る 。 1 9 5 0年 6月 に は 朝 鮮 戦 争 も 勃 発 し 、 中 国 は 、

志 願 兵 の 形 で は あ る が 、 膨 大 な 数 の 兵 員 を こ の 戦 争 に 動 員 す る 。  

ア メ リ カ の 中 国 封 じ 込 め 政 策 、 さ ら に は 社 会 主 義 国 ど う し の 深 刻

な 中 ソ 対 立 も 生 じ た 。 中 ソ の 軍 事 的 な 対 立 が 国 境 紛 争 を も た ら す 事

態 と も な っ た 。  中 国 の 社 会 主 義 革 命 と 革 命 に 続 の 社 会 主 義 建 設

は 、 国 内 の 政 治 的 経 済 的 な 混 乱 と 深 刻 な 国 際 的 政 治 的 対 立 の 中 で 行

わ れ た 。 マ ル ク ス の 唯 物 史 観 の 説 く 社 会 主 義 建 設 の 条 件 と は あ ま り

に も 違 い す ぎ て い た 。  

中 国 の 社 会 主 義 建 設 は 、 国 民 経 済 の 形 成 と 共 に 行 わ ざ る を 得 な か

っ た 。 疲 弊 し た 経 済 の 下 で の 社 会 主 義 の 建 設 を マ ル ク ス の 理 論 か ら

導 く こ と は 困 難 で あ り 、 試 行 錯 誤 の 連 続 の 中 で 行 わ れ て き た 。 社 会

主 義 の 理 念 を 堅 持 し つ つ 現 実 の 経 済 と ど う 立 ち 向 か う か 、 こ れ が 最

大 の 課 題 で あ っ た 。 中 央 集 権 と 計 画 経 済 を 社 会 主 義 経 済 の 基 本 で あ

っ た 。 戦 時 体 制 を 継 承 し て 社 会 主 義 建 設 が 進 め ら れ た 。 ま ず こ こ で

は 、 改 革 開 放 以 前 の 社 会 主 義 建 設 の 状 況 を 見 て お こ う 。  

 

2． 中 央 集 権 型 経 済 の 確 立 と 中 国 人 民 銀 行  

中 国 の 計 画 経 済 は 1 9 5 3年 か ら 始 ま っ た 。 物 価 は 徐 々 に 安 定 し

た 。 経 済 政 策 は ソ ビ エ ト 連 邦 の 計 画 経 済 を モ デ ル に し て い た 。 こ の

た め ソ ビ エ ト 連 邦 と 同 様 、 重 工 業 が 中 国 経 済 の 中 心 で あ っ た 。 計 画

経 済 重 視 の 考 え 方 か ら 、 財 政 出 動 を 重 視 す る 政 策 が 取 ら れ る よ う に

な っ た 。 中 国 人 民 銀 行 は 国 家 の 銀 行 と し て 、 国 の 貸 出 を 統 一 的 に 管

理 し 、 同 時 に 全 国 の 銀 行 の 経 営 の 管 理 も 行 っ た 。 そ の 業 務 の 中 心

は 、 貸 出 と 現 金 と 決 算 、 で あ っ た 。  

中 国 政 府 は 高 度 な 中 央 集 権 型 制 度 を と り 、 人 民 銀 行 は 総 合 信 用 貸

出 計 画 を 設 計 し た 。 す べ て の 預 金 が 人 民 銀 行 に 集 中 的 に 統 一 的 さ

れ 、 本 部 が 計 画 的 に 貸 出 を 管 理 し た 。 す べ て の 貸 出 は 本 部 に よ っ て

指 示 さ れ た の で あ る 。  

計 画 経 済 体 制 の 下 、 財 政 の 任 務 は 国 家 の 建 設 資 金 集 め と 分 配 に あ

っ た 。 中 国 人 民 銀 行 は 、 貨 幣 を 調 達 し 、 流 動 資 金 を 供 給 す る 。 こ の

時 期 に 、 長 期 資 金 と 無 償 資 金 と 定 額 資 金 を 政 府 が 管 理 し 、 短 期 資 金

と 有 償 資 金 と 超 過 資 金 を 人 民 銀 行 が 担 当 す る こ と と 。 こ の 制 度 は 、

ほ ぼ 1 9 7 8年 ま で 続 い た 。  

第 1次 5カ 年 計 画 の 時 期 に 、 中 国 は 中 央 集 権 型 の 国 家 銀 行 シ ス テ

ム を 確 立 し た 。 中 国 人 民 銀 行 は 、 権 力 の 集 中 と 分 散 を 繰 り 返 し な が

ら 、 モ ノ バ ン ク と し て 確 立 し て い く 。  

中 国 人 民 銀 行 の モ ノ バ ン ク 体 制 の 確 立 過 程 は 、 以 下 の よ う に 整 理

さ れ る 。  

1 9 4 9  ∼  5 2   中 国 人 民 銀 行 、 中 国 人 民 建 設 銀 行 、 中 国 銀 行 、 交 通
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銀 行 な ど の 銀 行 の 設 立 や 私 営 銀 行 の 社 会 主 義 的 な 改 革 な ど

に よ る 国 内 金 融 シ ス テ ム の 樹 立 。  

1 9 5 3 ∼  1 9 5 7  第 1次 5ヵ 年 計 画  

大 規 模 経 済 建 設 。 重 化 学 工 業 を 中 心 と す る 国 営 工 業 へ の 積

極 的 な 貸 出 し 。 国 営 工 業 を 発 展 さ せ る た め の 積 極 的 な 資 金

の 貸 出 し 。 5年 間 で 貸 付 金 額 が 2 . 3  倍 、 工 業 生 産 額 が 1 . 3  

倍 、 重 工 業 生 産 額 が 2 . 1  倍 に 増 加 。 ま た 、 こ の 時 期 の 実 質

経 済 成 長 率 は 、 年 率 ８ ％ 。  

1 9 5 4  中 国 人 民 建 設 銀 行 設 立 。  

1 9 5 5  中 国 農 業 銀 行 設 立 。  

工 商 業 貸 付 業 務 を 人 民 銀 行 に 移 管 。  

為 替 業 務 を 中 国 銀 行 に 移 管 。  

1 9 5 6  公 私 合 営 銀 行 は 中 国 人 民 銀 行 の 中 に 吸 収 。  

1 9 5 6   9  月 劉 少 奇 の 宣 言 ：「 人 民 政 府 は す べ て の 私 営 銀 行 と 銭

荘 を 国 家 銀 行 の 指 導 を 受 け る 統 一 的 な 公 私 合 営 銀 行 に 改 造

し 、 国 家 が 銀 行 の 信 用 付 け 、 保 険 業 務 お よ び 金 ・ 銀 ・ 外 国

為 替 の 売 買 を 集 中 的 に 経 営 す る よ う に な っ た 」 (中 国 共 産

党 第 8  期 全 国 代 表 大 会 )  

1 9 5 7  中 国 農 業 銀 行 と 中 国 交 通 銀 行 が 中 国 人 民 銀 行 に 吸 収 。  

1 9 5 8  中 国 人 民 建 設 銀 行 が 中 国 人 民 銀 行 に 吸 収 。  

以 上 の 経 緯 に よ り 、 改 革 開 放 時 に 至 る ま で 、 中 国 の 金 融 シ ス テ ム

は 、 中 国 人 民 銀 行 、 中 国 銀 行 （ 為 替 業 務 を 担 当 ）、 そ し て 農 村 信 用

協 同 組 合 だ け で あ っ た 。 ま た 、 保 険 業 も 廃 止 さ れ た 。  

中 国 人 民 銀 行 は 、 通 貨 の 発 行 、 金 融 政 策 の 執 行 、 国 庫 の 出 納 、 企

業 部 門 に 対 す る 預 金 ・ 貸 付 業 務 も 行 う 商 業 銀 行 で も あ っ た 。 株 式 、

証 券 、 保 険 、 信 託 、 リ ー ス な ど は す べ て 廃 止 さ れ 、 残 っ た 金 融 部 門

は 中 国 人 民 銀 行 が ほ ぼ 独 占 し た 。 金 融 業 に お け る 中 央 集 権 が 出 来 上

が っ た の で あ る 。  

中 国 人 民 銀 行 は 、 全 国 に 本 部 か ら 支 店 と い う 体 制 を 確 立 し 、 信 用

貸 出 と 外 国 為 替 管 理 の 両 面 を 集 中 的 に 統 括 し た 。 金 融 政 策 と し て

は 、 貸 出 計 画 と 資 金 管 理 な ど の 行 政 手 段 を 使 い 、 総 量 管 理 を 行 っ

た 。 外 国 為 替 政 策 に は 、「 集 中 管 理 、 統 一 経 営 」 の 制 度 で 、 外 貨 収

支 の バ ラ ン ス を 確 保 し た 。 た だ し 、 当 時 の 中 国 は 実 質 的 に は 封 鎖 経

済 の 状 態 で あ り 、 対 外 関 係 は 大 き な 意 味 は 持 っ て い な い 。  

計 画 経 済 の 下 、 中 国 人 民 銀 行 は 与 信 管 理 を 徹 底 し た 。 社 会 主 義 的

な 中 央 集 権 化 は 、 金 融 部 面 で も 行 わ れ た 。 各 支 店 の 預 金 は 本 部 に 集

中 し 、 本 部 は 貸 出 の 指 標 を 確 認 し 、 国 家 部 門 の 審 査 と 承 認 を 経 て 融

資 す る 。  

計 画 経 済 の 下 で 、 金 融 機 関 が 果 た す 役 割 は 低 い 。 い わ ば 出 納 係 的

な 役 割 で あ る 。 中 央 銀 行 と し て の 中 国 人 民 銀 行 の 自 主 性 は 次 第 に 失
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わ れ て い く 。 こ の 時 期 の 融 資 は 担 保 主 義 で あ り 、 担 保 の な い 貸 出

は 、 基 本 的 に 制 限 あ る い は 禁 止 さ れ た 。  

中 国 人 民 銀 行 の 政 策 に と っ て の 最 大 の 課 題 は 、 イ ン フ レ の 抑 制 で

あ っ た 。 こ の た め 、 戦 後 復 興 が 各 国 の 主 要 な 政 策 課 題 と な っ た 。  

 

3． 第 2次 世 界 大 戦 後 の イ ン フ レ  

第 2次 世 界 大 戦 は 、世 界 中 を 巻 き 込 ん だ 総 力 戦 で あ り 、戦 争 の 終 結

時 に は 、 各 国 経 済 は 例 外 な く 崩 壊 状 態 に あ っ た 。 世 界 各 国 に と っ て

は 、 共 通 に 、 崩 壊 し た 国 民 経 済 の 再 建 が 最 大 の 課 題 と な っ た 。 各 国

は 、 い わ ゆ る ケ イ ン ズ 政 策 を 採 用 し 、 財 政 政 策 を 政 策 の 基 本 に 据 え

て 、 経 済 の 再 建 と 成 長 を 達 成 し て い っ た 。  

多 く の 国 と 同 じ よ う に 、 物 価 水 準 の 安 定 化 は 改 革 開 放 以 前 の 中 国

に お け る マ ク ロ 的 な 経 済 管 理 の 最 大 の 目 標 で あ っ た 。 建 国 直 前 の 国

民 党 政 権 に お い て は 、 戦 争 混 乱 時 に 天 文 学 的 数 字 の イ ン フ レ が 生 じ

て い た 。 共 産 党 政 府 に と っ て は 、 物 価 安 定 は 急 務 で あ り 、 政 治 的 に

も 最 大 の 関 心 事 で あ っ た 。  

人 民 幣 （ 人 民 元 ） の 発 行 お よ び そ の 流 通 量 の 調 節 は 、 中 国 人 民 銀

行 の も っ と も 重 要 な 業 務 内 容 の 一 つ と な る 。  

 

4． 中 国 の 伝 統 的 イ ン フ レ 対 策  

社 会 主 義 建 設 を 目 標 と す る 中 国 に は 、 公 開 市 場 操 作 、 準 備 率 な い

し 公 定 歩 合 の 変 更 な ど 、 先 進 諸 国 に み ら れ る 標 準 的 な 金 融 調 節 手 段

は 存 在 し な か っ た 。  

こ の た め 、 中 国 で は 、 マ ネ ー サ プ ラ イ の コ ン ト ロ ー ル が 物 価 抑 制

の 重 要 な 手 段 と し て 考 え ら れ て い た 。 い わ ゆ る 貨 幣 数 量 説 に 基 づ く

政 策 で あ る 。  

貨 幣 数 量 説 は 、 1 6世 紀 に 中 南 米 か ら ヨ ー ロ ッ パ に 金 や 銀 が 大 量 に

流 入 し 、 こ れ を き っ か け に 物 価 が 上 昇 す る 。 金 や 銀 が 貨 幣 の 時 代 の

物 価 の 上 昇 は 異 例 で あ り 、 こ の 現 象 を 説 明 す る た め に 貨 幣 数 量 説 は

形 成 さ れ た 。 す な わ ち 、 貨 幣 （ 当 時 は 金 や 銀 ） の 増 加 が 物 価 上 昇 の

原 因 で あ る 、と す る 学 説 で あ る 。こ の 学 説 は 、 1 7世 紀 か ら 1 8世 紀 に

か け て 確 立 さ れ 、 そ の 後 の 経 済 学 の 主 流 学 説 の 一 つ と な る 。 現 在 の

主 流 派 経 済 学 で あ る マ ネ タ リ ズ ム は 、 こ の 流 れ に 属 す る 。  

し か し 、 こ の 学 説 は 、 成 立 時 か ら 賛 否 両 論 が あ り 、 マ ル ク ス は こ

の 学 説 を 否 定 し 、 ケ イ ン ズ も こ の 学 説 を 採 用 し て い な い 。 ま た 、 現

在 の 日 本 に み ら れ る よ う に 、 貨 幣 量 の 増 加 が 物 価 に 影 響 し な い 事 態

が し ば し ば み ら れ て お り 、 こ の 学 説 自 体 が 疑 問 視 さ れ る よ う に な っ

て き て い る 。  

し か し 、 中 国 で は 伝 統 的 に 貨 幣 量 に よ る 物 価 の 調 節 の 効 果 が 信 じ

ら れ て い た 。 貨 幣 量 の 増 加 が 物 価 上 昇 の 原 因 で あ る と す れ ば 、 貨 幣
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量 を 減 少 さ せ る こ と が 物 価 抑 制 の 手 段 と な る 。 貨 幣 数 量 説 か ら 導 か

れ る 政 策 で あ る 。  

中 国 で は 貨 幣 の 概 念 と し て 現 金 だ け が 考 え ら れ て い た 。 預 金 は 貨

幣 と し て は 考 え ら れ て い な か っ た 。先 進 国 で は 、 1 9 3 0年 代 に は 、預

金 を 通 貨 と す る 考 え が 広 ま り つ つ あ り 、 中 国 で は 、 こ の 認 識 が 遅 れ

て い た 。 し た が っ て 、 物 価 の 抑 制 の 手 段 は 、 貸 出 し を 減 ら す こ と で

あ っ た 。  

日 本 銀 行 が 行 っ て い た と 言 わ れ る 窓 口 規 制 が 、 中 国 の 基 本 的 な 貨

幣 政 策 で あ っ た 。 窓 口 規 制 は 直 接 的 な 効 果 を も た ら し 、 例 外 の 時 期

は あ っ た と し て も 、 効 果 的 に 物 価 を 抑 え た 。  

い わ ゆ る 窓 口 規 制 に よ る 物 価 の 抑 制 は 、 実 体 経 済 に 対 し て 直 接 的

な 効 果 を も た ら す 。 し か し 、 窓 口 規 制 は 貸 出 し の 規 制 で あ り 、 実 体

経 済 に 対 す る 締 め 付 け で あ る 。 社 会 主 義 建 設 期 の 中 国 の 低 成 長 の 原

因 の 一 つ は 、 こ の イ ン フ レ 抑 制 政 策 に あ っ た と 考 え る こ と が で き

る 。  

ま た 、 当 時 の 中 国 は 、 預 金 は 少 な く 、 財 政 は 原 則 的 に 収 支 の 均 衡

を 守 っ て お り 、 ま た 外 国 に 対 し て は 閉 鎖 的 で 自 給 自 足 的 な 経 済 シ ス

テ ム で あ っ た 。 こ う し た 事 情 も こ の 政 策 を 有 効 な も の に し て い た 要

因 で あ る 。  

見 て き た よ う に 、 中 国 の 中 央 集 権 的 経 済 体 制 は 、 第 1次 5カ 年 計

画 の 時 期 に 基 本 的 な 形 を と る こ と に な る 。 人 民 銀 行 は 経 済 シ ス テ ム

の 中 枢 に あ る が 、 そ れ 自 体 も 政 府 の 指 導 の 下 に 置 か れ た 。  

中 国 の 経 済 シ ス テ ム は 、 現 在 進 行 中 の 市 場 経 済 化 の 改 革 に よ っ て

大 き く 変 化 し 、 政 治 は 社 会 主 義 、 経 済 は 資 本 主 義 、 と ま で 言 わ れ る

よ う に な っ て い る が 、 今 ま で 考 察 し て き た 社 会 主 義 的 な 中 央 集 権 体

制 は 、 現 在 で も 中 国 の 経 済 シ ス テ ム の 底 流 に 流 れ て い る 。  

 

5．「 大 躍 進 」 運 動 と 文 化 大 革 命  

第 1次 5カ 年 計 画 に よ っ て 、 中 国 の 社 会 主 義 経 済 シ ス テ ム の 建 設

は 軌 道 に 乗 っ た 。 社 会 主 義 の 理 念 と し て 考 え ら れ て い た 方 向 に 成 功

裏 に 進 み つ つ あ っ た 。  

し か し 、第 1次 5カ 年 計 画 期 に 続 く「 大 躍 進 」（ 1 9 5 8 - 1 9 6 1）と 文 化

大 革 命 （ 1 9 6 6 - 1 9 7 6、 1 9 7 7終 息 宣 言 ） の 時 期 は 、 中 国 経 済 の 混 乱 期

で あ る 。  

大 躍 進 は 、 1 9 5 8年 、毛 沢 東 の「 国 民 経 済 大 躍 進 」政 策 に 基 づ く 増

産 政 策 で あ る 。朝 鮮 戦 争 の 終 結 か ら 5年 。東 西 の 冷 戦 構 造 の 中 で は 、

中 国 は い わ ば 戦 時 下 に あ り 、 国 力 の 増 強 は 急 務 で あ っ た 。 こ の 「 大

躍 進 」 政 策 に 対 応 し て 、 中 国 人 民 銀 行 は 資 金 供 給 を 大 幅 に 増 加 さ せ

た 。  

し か し 、急 激 な 経 済 規 模 の 拡 大 に よ っ て 、 第 1次 5カ 年 計 画 の 国 家
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財 政 均 衡 の 原 則 は 破 ら れ た 。 実 体 経 済 が 混 乱 す る 中 で 、 過 剰 な 貸 し

付 け が 金 融 シ ス テ ム も 崩 壊 し た 。 物 資 の 欠 乏 と イ ン フ レ に よ っ て 、

国 民 経 済 も 破 た ん し た 。  

「 大 躍 進 」 期 の 混 乱 は 、 金 融 シ ス テ ム を 国 家 が 管 理 し 、 国 務 院 が

資 金 の 貸 出 を 取 り 扱 う こ と （ 1 9 6 0  年 1 2  月 ） で 終 息 に 向 か っ た 。

ま た 、《 銀 行 業 務 を 統 一 、 貨 幣 の 発 行 を 厳 し く 抑 制 す る 決 定 》（ 略 称

《 銀 行 業 務 ６ 条 》）（ 1 9 6 2年 3月 ） が 発 布 さ れ 、 現 金 の 銀 行 へ の 預 金

が 義 務 づ け ら れ た 。 通 貨 管 理 が 強 化 さ れ た の で あ る 。  

結 局 、 人 民 銀 行 の 業 務 を 政 府 が 管 理 す る こ と で 、「 大 躍 進 」 の 混

乱 は 終 息 に 向 か っ た の で あ る 。 そ の 後 の 1 9 6 3 - 6 5年 は 調 整 期 で あ

り 、 中 国 経 済 は 、 い っ た ん は 回 復 し た 。  

し か し 、 1 9 6 6年 、 毛 沢 東 の 指 導 の 下 、 文 化 大 革 命 が 起 こ る 。 政

治 、 経 済 、 文 化 を 巻 き 込 ん だ 大 き な 社 会 運 動 で あ っ た 。  

文 化 大 革 命 は 、 社 会 主 義 の 思 想 を 全 面 的 に 打 ち 出 し て 、 反 革 命 派

の 弾 圧 に 向 か っ た 。 こ の 標 的 の 主 要 な 柱 の 一 つ が 、 金 融 資 本 （ 銀

行 ） で あ り 、 さ ら に は 貨 幣 や 金 利 で あ っ た 。 一 挙 に 社 会 主 義 の 理 念

を 実 現 し よ う と す る 教 条 的 な 社 会 主 義 思 想 で あ っ た 。  

貯 蓄 も 批 判 の 対 象 と さ れ 、 運 動 の 混 乱 の 中 で は 、 銀 行 預 金 の 凍 結

さ え 見 ら れ た 。 銀 行 に 対 す る 信 頼 は 損 な わ れ 、 人 々 の 貯 蓄 意 欲 も 減

退 し た 。 銀 行 の 地 位 は 著 し く 低 下 し た 。  

文 化 大 革 命 は 毛 沢 東 の 死 去 （ 1 9 7 6） に よ っ て 収 束 に 向 か う 。 鄧

小 平 が 事 件 を 握 り （ 1 9 7 8）、 改 革 開 放 路 線 に 向 け て 舵 が 切 ら れ た 。

こ の 時 期 に お け る 金 融 制 度 の 変 化 と あ り 方 を 要 約 す る と 、 以 下 の よ

う に な る 。  

 

第 4節  改 革 開 放 下 の 金 融 制 度  

１ ． 金 融 改 革 の 背 景  

文 化 大 革 命 の 終 息 後 、 1 9 7 8年 1 2月 、 中 国 共 産 党 が 改 革 開 放 路 線

を 確 立 す る 。 改 革 開 放 路 線 は 、 紆 余 曲 折 を 経 な が ら 現 在 ま で 継 続 し

て い る 。 2 0 0 0年 以 降 は G D P 2桁 成 長 の 時 期 も 長 く 続 き 、 中 国 は 日 本

を 抜 い て ア メ リ カ に 次 ぐ 世 界 第 2の 経 済 大 国 と な っ た 。  

経 済 改 革 の 象 徴 は 、 封 鎖 経 済 か ら 開 放 経 済 へ の 政 策 転 換 で あ る 。

中 国 は 国 際 経 済 の 最 も 主 要 な 機 関 で あ る I M F（ 1 9 8 0  年 4月 ） と 世

界 銀 行 （ 同 年 5月 ） に 加 盟 し た 。 外 国 の プ ロ ジ ェ ク ト の 受 入 れ や 、

外 資 と の 合 弁 企 業 の 設 立 が 見 ら れ た 。 ま た 、 国 内 的 に も 経 済 の 自 由

化 が 進 行 し 、 経 営 自 主 権 の 拡 大 、 企 業 の 設 置 基 準 の 弾 力 化 な ど が 行

わ れ 、 郷 鎮 企 業 (中 国 の 末 端 の 行 政 区 に お い て 農 民 を 中 心 と し て 作

ら れ た 企 業 ） や 個 人 企 業 な ど が 発 展 し た 。 経 済 の 自 由 化 に 伴 っ て 、

家 計 の 貯 蓄 も 増 え 、 家 計 が 貯 蓄 超 過 部 門 と な り 、 家 計 の 貯 蓄 を 投 資

に 向 け る 金 融 の 役 割 も 期 待 さ れ る よ う に な っ た 。  
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２ ． 金 融 改 革 の 概 要  

金 融 改 革 の 要 点 は 以 下 の と お り で あ る 。  

社 会 主 義 的 中 央 集 権 化 の 象 徴 と も い え る 人 民 銀 行 モ ノ バ ン ク 制

は 、 以 下 の 経 緯 で 転 換 に 向 か う 。 年 表 で 示 す 。  

 1 9 7 9年 2月 中 国 農 業 銀 行 復 活 。  

3月 中 国 銀 行 復 活 。  

     4月 国 内 保 険 業 務 再 開 。  

8月 中 国 人 民 建 設 銀 行 の 復 活 。  

1 9 8 4年 1月 中 国 工 商 銀 行 設 立 。 国 有 以 外 の 商 業 銀 行 の 認 可 。  

こ れ に よ り 、 中 国 人 民 銀 行 は 、 中 央 銀 行 機 能 に 特 化 。  

    中 国 人 民 保 険 公 司 が 中 国 人 民 銀 行 か ら 独 立 。  

1 9 9 4 年 4 - 11 月 国 家 開 発 銀 行 、 中 国 輸 入 銀 行 、 中 国 農 業 発 展 銀 行  

な ど 政 策 銀 行 の 開 業 。  

1 9 9 5年 3月 「 中 国 人 民 銀 行 法 」 公 布 。  

中 央 銀 行 と し て の 人 民 銀 行 の 役 割 の 強 化 。  

改 革 開 放 と い う 新 し い 金 融 シ ス テ ム に お け る 中 国 人 民 銀 行 の 変 化

は 、 何 よ り も モ ノ バ ン ク か ら 中 央 銀 行 へ の 転 換 に あ る (「 中 国 人 民

銀 行 が 中 央 銀 行 の 職 権 を 行 使 す る 決 定 」、 1 9 8 3年 9月 ）。 人 民 銀 行 以

外 の 金 融 機 関 は 、 人 民 銀 行 に よ る 監 督 指 導 は 受 け る が 、 人 民 銀 行 か

ら 独 立 し た 機 関 と な っ た 。  

中 国 人 民 銀 行 の 特 徴 に つ い て は 、 本 章 第 6節 で 総 括 的 に 見 て い

く 。 こ こ で は 人 民 銀 行 以 外 の 金 融 機 関 を 整 理 し て お く 。  

国 有 商 業 銀 行 は 、 中 国 農 業 銀 行 、 中 国 建 設 銀 行 、 中 国 銀 行 、 中 国

工 商 銀 行 の 4  行 を 指 す 。 所 有 形 態 は 国 有 で あ る  

中 国 農 業 銀 行 ( 1 9 5 7年 7月 業 務 停 止 )は 、 1 9 7 9年 2月 に 復 活 。 そ の

後 業 務 の 一 部 を 新 設 の 農 業 発 展 銀 行 に 移 す （ 1 9 9 5）。  

中 国 銀 行 は 、 1 9 7 9年 3月 に 復 活 。 1 9 8 2年 外 為 専 門 銀 行 に 転 換 。 国

有 商 業 銀 行 と な る ( 1 9 9 5）  

中 国 人 民 建 設 銀 行 ( 1 9 5 8年 業 務 停 止 )は 、 1 9 7 9年 8月 に 復 活 。 中 国

建 設 銀 行 に 名 称 変 更 ( 1 9 9 6年 3月 )し 、 国 有 商 業 銀 行 に 転 換 。  

1 9 8 4年 1月 、 中 国 工 商 銀 行 が 新 設 。  

以 上 が 4大 国 有 商 業 銀 行 で あ る 。  

 中 国 投 資 銀 行 は 、 1 9 8 1年 1 2  月 設 立 。 国 際 金 融 機 関 か ら の 中 長

期 資 金 受 け 入 れ 、 こ れ を 中 国 国 内 に 投 資 す る 役 割 を 担 う 。 後 に 光 大

銀 行 に 合 併 ( 1 9 9 8年 1 2月 )。  

4大 国 有 銀 行 以 外 の 商 業 銀 行 と し て は 、交 通 銀 行 ( 1 9 5 8年 財 務 部 に

吸 収 )は 株 式 制 商 業 銀 行 と し て 復 活 ( 1 9 8 6 )。株 式 制 の 商 業 銀 行 は 、中

国 政 府 の 大 き な 方 針 転 換 で あ っ た 。そ の 後 、中 信 実 業 銀 行 ( 1 9 8 7年 )、

中 国 光 大 銀 行（ 1 9 9 2年 ）な ど 、相 次 い で 銀 行 が 設 立 さ れ た 。 こ れ ら
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の 銀 行 の 多 く は 、 い わ ゆ る 「 総 合 銀 行 」 と し て 営 業 を し て い る 。  

政 策 銀 行 と し て は 、 国 家 開 発 銀 行 ( 1 9 9 4年 3月 )、 中 国 輸 入 出 銀 行

( 1 9 9 4年 4月 )、 中 国 農 業 発 展 銀 行 ( 1 9 9 4  年 11  月 )が 設 立 さ れ た 。   

  

第 5節  中 国 金 融 シ ス テ ム の 課 題  

 中 国 の 金 融 シ ス テ ム は 、 改 革 開 放 ・ 社 会 主 義 市 場 経 済 化 の 路 線 の

進 行 に よ っ て 大 き く 変 化 し た 。 し か し 、 多 く の 問 題 が 指 摘 さ れ た 。  

 も っ と も 大 き な 問 題 は 、 貸 付 審 査 能 力 の 不 足 で あ る 。 さ ま ざ ま な

改 革 に よ っ て 、 人 民 銀 行 の モ ノ バ ン ク 制 か ら 、 人 民 銀 行 を 頂 点 と す

る 多 様 な 金 融 機 関 の シ ス テ ム が 出 来 上 が っ た 。 し か し 、 中 国 金 融 に

大 き な 役 割 を 果 た す 国 有 4大 商 業 銀 行 に 、 深 刻 な 不 良 債 権 問 題 が 発

生 し た 。 中 国 の 不 良 債 権 問 題 の 原 因 は 、 銀 行 の 審 査 能 力 の 不 足 に あ

る 。  

何 よ り も 、 中 国 の 銀 行 制 度 は 極 め て 未 成 熟 で あ る 。 そ の 原 因 は 中

国 の 歴 史 の 帰 結 で も あ る 。 旧 体 制 の 下 で の 中 国 で は 、 伝 統 的 な 銭 荘

が 、 高 い 審 査 能 力 を 持 っ て 貸 し 付 け を 行 っ て い た 。 こ う し た ノ ウ ハ

ウ は 、 一 連 の 政 治 的 経 済 的 な 混 乱 の 中 で 失 わ れ て い る 。 革 命 後 の 中

国 の 金 融 は 、 財 政 資 金 の 供 給 窓 口 に 過 ぎ ず 、 借 り 手 の 支 払 い 能 力 を

審 査 す る 必 要 性 が 低 か っ た 。 こ の た め 、 審 査 能 力 の 低 さ は 、 中 国 に

と っ て は 、 い わ ば 悪 い 意 味 で の 伝 統 と な っ て い た 。  

こ れ が 、 金 融 の 市 場 経 済 化 の な か で 大 き な ネ ッ ク と な る 。 中 国 金

融 に 大 き な 役 割 を は た し 、 金 融 シ ス テ ム の 中 枢 を 占 め る 4大 国 有 商

業 銀 行 に 発 生 し た 巨 額 の 不 良 債 権 問 題 は 、 中 国 の 社 会 主 義 建 設 の 歴

史 に 起 因 し て い た 。  

社 会 主 義 革 命 以 前 に 歴 史 的 に 形 成 さ れ て い た 金 融 の ノ ウ ハ ウ が 革

命 に よ っ て 失 わ れ た 。 そ し て 、 革 命 後 の 計 画 経 済 化 、 中 央 集 権 化 の

経 済 体 制 の 下 で は 、 金 融 の ノ ウ ハ ウ は 形 成 さ れ て こ な か っ た 。 し た

が っ て 、 金 融 の ノ ウ ハ ウ の 欠 如 は 、 社 会 主 義 の 負 の 遺 産 と 言 え る 。  

第 2の 問 題 は 、 市 場 経 済 化 そ の も の の 問 題 で あ る 。  

資 本 主 義 の 市 場 経 済 は 、 人 類 の 歴 史 を 大 き く 変 え 、 飛 躍 的 な 経 済

成 長 を も た ら し た 。 し か し 、 1 9世 紀 に は 周 期 的 な 恐 慌 が 発 生 し 、

2 0世 紀 に は 長 期 の 不 況 と 帝 国 主 義 戦 争 が 起 こ る 。 社 会 主 義 は 、 資

本 主 義 の こ う し た 負 の 側 面 に 対 す る 批 判 と し て 人 々 の 心 を と ら え

た 。  

し か し 、 社 会 主 義 の 下 で の 市 場 経 済 化 へ の 路 線 の 転 換 は 、 社 会 主

義 経 済 建 設 の 挫 折 に 基 づ く 。 中 央 集 権 的 で 計 画 経 済 的 な 社 会 主 義 の

建 設 の 行 き 詰 ま り で あ る 。 社 会 主 義 革 命 は 発 展 し た 資 本 主 義 国 に 起

こ る と い う 唯 物 史 観 の 考 え 方 に は 、 ロ シ ア 革 命 も 中 国 革 命 も そ ぐ わ

な い も の で あ っ た 。 何 よ り も 、 資 本 主 義 と 社 会 主 義 以 外 の 第 3の 経

済 シ ス テ ム は 確 立 し て い な い 。 社 会 主 義 的 な 国 家 建 設 の 行 き 詰 ま り
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の 打 開 策 と し て は 、 社 会 主 義 が 否 定 し て い た 市 場 経 済 し か な か っ た

の で あ る 。  

市 場 の 担 い 手 は 、 自 立 し た 経 済 主 体 で あ る 。 ア ダ ム ・ ス ミ ス 以 来

の 市 場 に つ い て の イ メ ー ジ は 、 個 人 が 利 己 心 に 従 っ て 行 動 す る こ と

で あ り 、 そ の 結 果 と し て 、「 見 え ざ る 手 」 が 社 会 的 調 和 を も た ら す 、

と い う こ と で あ っ た 。  

市 場 経 済 の 担 い 手 は 、あ く ま で も 利 己 心 を 持 つ 個 人 や 組 織 で あ る 。

し か し 、 社 会 主 義 の 考 え 方 は 、 こ れ と は 異 な る 。 社 会 主 義 の 市 場 経

済 化 は 、 市 場 の 担 い 手 の 条 件 を 整 え る と こ ろ か ら は じ ま る 。 そ れ は

経 営 自 主 権 の 確 立 と 利 潤 動 機 の 導 入 で あ る 。 金 融 機 関 も 市 場 の 担 い

手 と し て は 、 こ の 前 提 条 件 を 持 つ 必 要 が あ る 。 た ん な る 資 金 配 分 の

機 関 か ら 脱 却 す る 必 要 が あ っ た 。 し か し 、 こ の 転 換 は 、 困 難 な 問 題

で あ る 。 何 よ り も 、 そ の 理 念 が 社 会 主 義 の 理 念 の 根 幹 と 対 立 す る も

の で あ り 、 か つ 制 度 と 人 々 の 精 神 の 両 方 を 資 本 主 義 化 す る 必 要 が あ

っ た 。  

第 3に 、中 央 銀 行 の 政 策 手 段 が 限 ら れ て い た こ と で あ る 。中 国 の 経

済 政 策 の 課 題 は 、 何 よ り も イ ン フ レ の 抑 制 に あ っ た 。 こ れ は 、 戦 争

と 国 内 の 権 力 闘 争 に よ っ て 経 済 が 混 乱 し 、 繰 り 返 し 激 し い イ ン フ レ

に 見 舞 わ れ た 経 験 に よ る 。  

ハ イ パ ー イ ン フ レ ー シ ョ ン な ど の 激 し い イ ン フ レ は 、 単 な る 物 価

の 値 上 が り で は な く 、 市 場 経 済 そ の も の の 崩 壊 を も た ら す 。 政 治 危

機 の 直 結 す る 経 済 危 機 で あ る 。 イ ン フ レ に 対 す る 警 戒 心 は 、 こ の こ

と に よ る 。  

し か し 、 中 国 の イ ン フ レ ー シ ョ ン の 抑 制 策 は 、 基 本 的 に は 窓 口 規

制 に よ る 通 貨 量 の 管 理 で あ る 。 効 果 は あ る が 、 経 済 に 対 す る マ イ ナ

ス の 影 響 も ま た 深 刻 で あ る 。  

従 来 、 中 央 銀 行 の 政 策 手 段 は 、 公 定 歩 合 、 公 開 市 場 操 作 、 預 金 準

備 率 操 作 と 言 わ れ て い た 。 公 定 歩 合 政 策 は 、 現 在 で は 政 策 金 利 に 変

化 し て い る 。  

中 国 で は 、 国 債 市 場 も 成 熟 し て お ら ず 、 預 金 金 利 も 貸 出 金 利 も 公

定 で あ っ た 。 金 利 の 自 由 化 の 問 題 は 第 2章 で 論 じ る が 、 こ の 当 時 は

行 わ れ て い な い 。 政 策 手 段 は 限 ら れ て い た 。 人 民 銀 行 に 残 さ れ た 政

策 手 段 は 預 金 準 備 率 操 作 で あ っ た 。  

預 金 準 備 率 制 度 は 、 1 9 29 年 に 勃 発 し た 世 界 大 恐 慌 が 最 も 深 刻 と

な っ た 1 9 3 3 年 の ア メ リ カ に 始 ま り 、 第 2 次 世 界 大 戦 後 、 多 く の 国

が 採 用 す る よ う に な る 。 日 本 は 1 9 57 年 に 採 用 す る 。  

こ の 制 度 は 現 在 も 存 続 す る が 、 ほ と ん ど の 国 で は 、 中 央 銀 行 の 政

策 手 段 と し て は 、 意 味 を も っ て い な い 。  

中 国 は 1 9 8 4 年 に こ の 制 度 を 導 入 す る 。 1 9 89 年 に は 、 こ の 制 度 と

は 別 に 、 「 支 払 準 備 預 金 口 座 」 制 度 も 作 ら れ た （ 1 9 98 年 統 合 ） 。
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20 0 4 年 、 「 差 別 的 預 金 準 備 金 制 度 」 に よ っ て 、 自 己 資 本 比 率 と 不

良 債 権 貸 付 比 率 に よ っ て 預 金 準 備 率 に 差 が 設 け ら れ た 。  

先 進 各 国 の 預 金 準 備 率 は 、 ほ と ん ど ゼ ロ パ ー セ ン ト に 近 い 状 態 で

あ り 、 政 策 手 段 と し て の 意 味 は 持 っ て い な い が 、 中 国 の 預 金 準 備 率

は 、 し ば し ば 2 0％ を 超 え て い る 。 預 金 準 備 率 操 作 が 、 窓 口 指 導 と

並 ん で 、 中 国 の イ ン フ レ 対 策 の 大 き な 手 段 と な っ て い る 。  

 

第 6節  中 国 の 金 融 制 度 と 中 央 銀 行 に 関 す る 主 要 な 改 革  

 1 9 9 3年 1 2月 2 5日 、 国 務 院 は 「 金 融 体 制 改 革 に 関 す る 決 定 」 を 発

表 す る 。 こ こ で 示 さ れ た 金 融 体 制 改 革 の 目 標 は 以 下 で あ る 。  

第 1に 、 国 務 院 の 指 導 の 下 で 通 貨 政 策 を 独 立 執 行 す る 中 央 銀 行 の

マ ク ロ 調 整 シ ス テ ム を 構 築 す る 。  

第 2に 、 政 策 的 金 融 と 商 業 的 金 融 を 分 離 す る こ と で 、 商 業 銀 行 を

主 体 と し て 、 各 種 の 金 融 機 関 が 併 存 す る 金 融 組 織 シ ス テ ム を 構 築

す る 。  

第 3に 、 統 一 さ れ 、 開 放 さ れ た 、 秩 序 と 競 争 が あ り 、 厳 格 に 管 理

さ れ た 金 融 市 場 シ ス テ ム を 構 築 す る 。 金 融 体 制 改 革 を 通 じ て 、

中 国 人 民 銀 行 を 通 貨 政 策 を 独 立 執 行 す る 中 央 銀 行 と す る マ ク ロ

調 整 シ ス テ ム を 確 立 す る 。  

第 4に 、 政 策 銀 行 と 商 業 銀 行 を 分 離 し た 金 融 機 関 シ ス テ ム を 実 行

す る 。  

第 5に 、 1 9 9 4年 か ら 為 替 レ ー ト を 一 本 化 す る 。  

こ れ が 、 金 融 改 革 の 基 本 的 な 方 針 で あ り 、 第 1に 掲 げ ら れ て い る

点 が 人 民 銀 行 の 課 題 で あ る 。  

人 民 銀 行 に 関 し て は 、 独 立 性 と 通 貨 政 策 執 行 機 関 と し て の 確 立 が

目 標 と さ れ た 。  

2 0 0 3年 1 2月 2 7日 に 、「 中 華 人 民 共 和 国 中 国 人 民 銀 行 法 （ 修 正

案 ）」 が 、 発 表 さ れ た 。  

 中 国 人 民 銀 行 の 役 割 を 、 中 華 人 民 共 和 国 中 国 人 民 銀 行 法 ( 2 0 0 3年

1 2月 2 7日 )に よ っ て 見 て お こ う 。  

 第 2条 は 、 中 国 人 民 銀 行 の 基 本 的 な 性 格 を 規 定 し て い る 。  

   第 ２ 条  中 国 人 民 銀 行 は 中 華 人 民 共 和 国 の 中 央 銀 行 で あ る 。  

中 国 人 民 銀 行 は 国 務 院 の 指 導 の 下 で 、 通 貨 政 策 を 策

定 、 実 施 し 、 金 融 リ ス ク を 防 止 、 解 消 し 、 金 融 の 安 定

を 守 る 。  

 す な わ ち 、 中 国 人 民 銀 行 は 、 通 貨 と 金 融 に 関 す る 政 策 主 体 と し て

位 置 づ け ら れ て い る が 、 同 時 に 「 国 務 院 の 指 導 の 下 」 と い う 、 条 件

が 入 っ て い る 。 国 務 院 は 中 国 の 最 高 政 府 機 関 で あ る 。 し た が っ て 、

中 国 人 民 銀 行 は 、 政 府 か ら 独 立 し た 機 関 で は な く 、 国 に 属 し た 機 関

で あ る （ 第 8条 ）。  
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 他 方 、 第 7条 は 中 国 人 民 銀 行 の 独 立 性 を 次 の よ う に 言 う 。  

第 ７ 条  中 国 人 民 銀 行 は 国 務 院 の 指 導 の 下 で 、 法 に よ り 独 立

し て 通 貨 政 策 を 執 行 し 、 職 責 を 履 行 し 、 業 務 を 展 開

し 、 地 方 政 府 、 各 級 政 府 官 庁 、 社 会 団 体 及 び 個 人 の 干

渉 を 受 け な い 。  

 第 7条 の 言 う 独 立 性 は 、 国 務 院 以 外 か ら の 機 関 か ら の 独 立 性 で あ

る 。 と り わ け 地 方 政 府 と 人 民 銀 行 の 地 方 機 関 と の 関 係 は 難 し い と 言

わ れ 、 地 方 政 府 に 対 す る 人 民 銀 行 の 独 立 性 は 重 要 な 意 味 を 持 つ 。  

 人 民 銀 行 の 最 も 主 要 な 政 策 は 、 物 価 の 安 定 を 目 指 す 通 貨 政 策 で あ

る 。  

第 3条 は 、 次 の よ う に 言 う 。  

第 ３ 条  通 貨 政 策 の 目 標 は 貨 幣 価 値 の 安 定 を 保 ち 、 か つ 経 済

成 長 を 促 す こ と で あ る 。  

中 国 人 民 銀 行 の 職 務 に つ い て は 第 4条 に 規 定 さ れ る 。  

第 ４ 条  中 国 人 民 銀 行 は 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 責 を 履 行 す る 。  

１  そ の 職 責 と 関 連 す る 命 令 及 び 規 則 を 公 布 し 、 履 行

す る こ と 。  

２  法 に よ り 通 貨 政 策 を 策 定 し 、 執 行 す る こ と 。  

３  人 民 券 〔 人 民 幣 〕 を 発 行 し 、 人 民 券 の 流 通 を 管 理

す る こ と 。  

４  銀 行 間 コ ー ル 市 場 及 び 銀 行 間 債 券 市 場 を 監 督 し 、

管 理 す る こ と 。  

５  外 国 為 替 管 理 を 実 施 し 、 銀 行 間 外 国 為 替 市 場 を 監

督 し 、 管 理 す る こ と 。  

６  金 市 場 を 監 督 し 、 管 理 す る こ と 。  

７  国 の 外 貨 準 備 、 金 準 備 を 保 有 し 、 管 理 し 、 運 用 す

る こ と 。  

８  国 庫 を 経 理 す る こ と 。  

９  支 払 い 、 清 算 シ ス テ ム の 正 常 な 運 営 を 維 持 す る こ

と 。  

1 0  金 融 業 の マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ 防 止 業 務 を 指 導

し 、 手 配 し 、 マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ 防 止 の た め 資 金 監

視 に あ た る こ と 。  

11  金 融 業 の 統 計 、 調 査 、 分 析 及 び 予 測 を 担 当 す る

こ と 。  

1 2  国 の 中 央 銀 行 と し て 、 関 係 の 国 際 金 融 活 動 に 携

わ る こ と 。  

1 3  国 務 院 が 定 め る そ の 他 の 職 責  

ま た 政 策 手 段 に つ い て は 、 第 2 3条 に 規 定 さ れ る 。  

第 2 3条  中 国 人 民 銀 行 は 通 貨 政 策 を 執 行 す る た め 、 次 の
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各 号 に 掲 げ る 手 段 を 用 い る こ と が で き る 。  

１  所 定 の 比 率 に 従 っ て 預 金 準 備 金 を 預 け る よ う 銀 行

業 金 融 機 関 に 求 め る こ と 。  

２  中 央 銀 行 の 基 準 金 利 を 決 め る こ と 。  

３  中 国 人 民 銀 行 に 口 座 を 設 け て い る 銀 行 業 金 融 機 関

の 再 割 引 を 行 う こ と 。  

４  商 業 銀 行 に 貸 し 付 け を す る こ と 。  

５  国 債 、 そ の 他 の 政 府 債 券 及 び 金 融 債 並 び に 外 貨 を

公 開 市 場 に お い て 売 買 す る こ と 。  

６  国 務 院 が 決 め た そ の 他 の 通 貨 政 策 手 段 。  

中 国 人 民 銀 行 は 通 貨 政 策 を 執 行 す る た め 、 前 項 に 掲

げ る 手 段 を 用 い る 際 、 具 体 的 な 条 件 と 手 続 き を 定 め

る こ と が で き る 。  

 中 国 人 民 銀 行 は 、 政 府 か ら の 独 立 性 は 持 た な い が 、 第 4条 と 第 2 3

条 の 規 定 に よ っ て 中 央 銀 行 と し て の 明 確 な 政 策 手 段 を 持 つ こ と に な

る 。  

 

参 考  【 中 華 人 民 共 和 国 中 国 人 民 銀 行 法 】 1 2月  2 7 ,  2 0 0 3  

（ 1 9 9 5年 ３ 月 1 8日 第 ８ 期 全 国 人 民 代 表 大 会 第 ３ 回 会 議 で 採 択 2 0 0 3

年 1 2月 2 7日 の 第 1 0期 全 人 代 常 務 委 員 会 第 ６ 回 会 議 で 採 択 さ れ た

「 中 華 人 民 共 和 国 中 国 人 民 銀 行 法 」 改 正 に 関 す る 決 定 に 基 づ い て 修

正 ）  

第 １ 章 総 則  

第 １ 条  中 国 人 民 銀 行 の 地 位 を 確 立 し 、 そ の 職 責 を 明 確 に し 、 国 の

通 貨 政 策 の 正 し い 策 定 と 執 行 を 保 証 し 、 中 央 銀 行 の マ ク ロ 調 節 ・

統 制 体 系 を 確 立 、 整 備 し 、 金 融 の 安 定 を 守 る た め 、 こ の 法 律 を 制

定 す る 。  

第 ２ 条  中 国 人 民 銀 行 は 中 華 人 民 共 和 国 の 中 央 銀 行 で あ る 。  

中 国 人 民 銀 行 は 国 務 院 の 指 導 の 下 で 、 通 貨 政 策 を 策 定 、 実 施 し 、

金 融 リ ス ク を 防 止 、 解 消 し 、 金 融 の 安 定 を 守 る 。  

第 ３ 条  通 貨 政 策 の 目 標 は 貨 幣 価 値 の 安 定 を 保 ち 、 か つ 経 済 成 長 を

促 す こ と で あ る 。  

第 ４ 条  中 国 人 民 銀 行 は 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 責 を 履 行 す る 。  

１  そ の 職 責 と 関 連 す る 命 令 及 び 規 則 を 公 布 し 、 履 行 す る こ と 。  

２  法 に よ り 通 貨 政 策 を 策 定 し 、 執 行 す る こ と 。  

３  人 民 券 〔 人 民 幣 〕 を 発 行 し 、 人 民 券 の 流 通 を 管 理 す る こ と 。  

４  銀 行 間 コ ー ル 市 場 及 び 銀 行 間 債 券 市 場 を 監 督 し 、 管 理 す る こ

と 。  

５  外 国 為 替 管 理 を 実 施 し 、 銀 行 間 外 国 為 替 市 場 を 監 督 し 、 管 理

す る こ と 。  
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６  金 市 場 を 監 督 し 、 管 理 す る こ と 。  

７  国 の 外 貨 準 備 、 金 準 備 を 保 有 し 、 管 理 し 、 運 用 す る こ と 。  

８  国 庫 を 経 理 す る こ と 。  

９  支 払 い 、 清 算 シ ス テ ム の 正 常 な 運 営 を 維 持 す る こ と 。  

1 0  金 融 業 の マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ 防 止 業 務 を 指 導 し 、 手 配 し 、

マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ 防 止 の た め 資 金 監 視 に あ た る こ と 。  

11  金 融 業 の 統 計 、 調 査 、 分 析 及 び 予 測 を 担 当 す る こ と 。  

1 2  国 の 中 央 銀 行 と し て 、 関 係 の 国 際 金 融 活 動 に 携 わ る こ と 。  

1 3  国 務 院 が 定 め る そ の 他 の 職 責  

第 ５ 条  中 国 人 民 銀 行 は 年 度 通 貨 供 給 量 、 利 率 、 外 国 為 替 相 場 及 び

国 務 院 が 定 め る そ の 他 の 重 要 事 項 に つ い て 決 定 を し 、 国 務 院 の 認

可 を 得 て 執 行 す る 。  

中 国 人 民 銀 行 は 前 項 に 定 め る 以 外 の 通 貨 政 策 に 関 す る 事 項 に つ い

て 決 定 し た 後 、 こ れ を 執 行 し 、 か つ 国 務 院 に 届 け 出 る 。  

第 ６ 条  中 国 人 民 銀 行 は 通 貨 政 策 の 状 況 及 び 金 融 業 の 状 況 に 関 す る

業 務 報 告 を 全 国 人 民 代 表 大 会 常 務 委 員 会 に 提 出 す る も の と す る 。  

第 ７ 条  中 国 人 民 銀 行 は 国 務 院 の 指 導 の 下 で 、 法 に よ り 独 立 し て 通

貨 政 策 を 執 行 し 、 職 責 を 履 行 し 、 業 務 を 展 開 し 、 地 方 政 府 、 各 級

政 府 官 庁 、 社 会 団 体 及 び 個 人 の 干 渉 を 受 け な い 。  

第 ８ 条  中 国 人 民 銀 行 の 全 資 本 は 国 が 出 資 し 、 国 の 所 有 に 属 す る 。  

第 ９ 条  国 務 院 は 金 融 監 督 管 理 調 整 制 度 を つ く る 。 具 体 的 規 則 〔 弁

法 〕 は 国 務 院 が 定 め る 。  

 

第 ２ 章  組 織 機 構  

第 1 0条  中 国 人 民 銀 行 に 行 長 ＜ 総 裁 ＞ １ 名 、 副 行 長 若 干 名 を 置

く 。 中 国 人 民 銀 行 行 長 は 国 務 院 総 理 の 指 名 に 基 づ い て 全 国 人 民 代

表 大 会 が 決 定 し 、 全 国 人 民 代 表 大 会 の 閉 会 期 間 中 は 、 同 常 務 委 員

会 が 決 定 し て 、 中 華 人 民 共 和 国 主 席 が 任 免 す る 。  

中 国 人 民 銀 行 副 行 長 は 国 務 院 総 理 が 任 免 す る 。  

第 11条  中 国 人 民 銀 行 は 行 長 責 任 制 を 実 行 す る 。 行 長 は 中 国 人 民

銀 行 の 事 務 を 指 導 し 、 副 行 長 は 行 長 の 仕 事 を 補 佐 す る 。  

第 1 2条  中 国 人 民 銀 行 に 通 貨 政 策 委 員 会 を 設 置 す る 。 通 貨 政 策 委

員 会 の 職 責 、 組 織 構 成 及 び 事 務 手 続 き は 国 務 院 が 定 め て 全 国 人 民

代 表 大 会 常 務 委 員 会 に 届 け 出 る 。  

中 国 人 民 銀 行 通 貨 政 策 委 員 会 は 国 の マ ク ロ コ ン ト ロ ー ル 、 通 貨 政

策 の 策 定 と 調 整 に お い て 重 要 な 役 割 を 果 た す も の と す る 。  

第 1 3条  中 国 人 民 銀 行 は 職 責 履 行 の 必 要 に 応 じ 、 出 先 機 関 と し て

分 支 機 構 を 設 置 す る 。 中 国 人 民 銀 行 は 分 支 機 構 に 対 し て 統 一 的 指

導 と 管 理 を 行 う 。  

中 国 人 民 銀 行 の 分 支 機 構 は 中 国 人 民 銀 行 の 授 権 に 基 づ い て 管 轄 区
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の 金 融 安 定 を 守 り 、 関 係 業 務 を 引 き 受 け る 。  

第 1 4条  中 国 人 民 銀 行 の 行 長 、 副 行 長 及 び そ の 他 の 職 員 は 職 責 を

尽 く す も の と し 、 職 権 の 濫 用 、 私 利 の た め の 不 正 を し て は な ら

ず 、 い か な る 金 融 機 関 、 企 業 、 基 金 で の 兼 職 も し て は な ら な い 。  

第 1 5条  中 国 人 民 銀 行 の 行 長 、 副 行 長 そ の 他 の 職 員 は 法 に よ り 国

の 秘 密 を 守 る も の と し 、 か つ 職 責 の 履 行 に 関 連 す る 金 融 機 関 及 び

当 事 者 の 秘 密 を 守 る 責 任 を 負 う 。  

 

第 ３ 章  人 民 券  

第 1 6条  中 華 人 民 共 和 国 の 法 定 貨 幣 は 人 民 券 で あ る 。 中 華 人 民 共

和 国 内 の 公 共 及 び 私 人 の 債 務 を 人 民 券 で 支 払 う と き 、 い か な る 単

位 ＜ 企 業 、 事 業 体 、 団 体 の 総 称 ＞ と 個 人 も 受 け 取 り を 拒 ん で は な

ら な い 。  

第 1 7条  人 民 券 の 単 位 は 元 で 、 補 助 貨 幣 の 単 位 は 角 、 分 で あ る 。  

第 1 8条  人 民 券 は 中 国 人 民 銀 行 が 統 一 的 に 印 刷 、 発 行 す る 。  

中 国 人 民 銀 行 は 新 版 の 人 民 券 を 発 行 す る と き は 、 発 行 時 期 、 額

面 、 図 柄 、 様 式 、 規 格 を 公 告 す る も の と す る 。  

第 1 9条  人 民 券 の 偽 造 、 変 造 を 禁 止 す る 。 偽 造 、 変 造 人 民 券 の 売

却 、 購 入 を 禁 止 す る 。 偽 造 、 変 造 人 民 券 の 運 送 、 所 持 、 使 用 を 禁

止 す る 。 人 民 券 の 故 意 の 毀 損 を 禁 止 す る 。 宣 伝 品 、 出 版 物 又 は そ

の 他 の 商 品 に 人 民 券 の 図 柄 を 不 法 に 使 用 す る こ と を 禁 止 す る 。  

第 2 0条  い か な る 単 位 と 個 人 も 人 民 券 の 代 替 チ ケ ッ ト を 印 刷 、 発

売 し 、 人 民 券 の 代 わ り に 市 場 で 流 通 さ せ て は な ら な い 。  

第 2 1条  欠 損 、 汚 損 し た 人 民 券 は 中 国 人 民 銀 行 の 規 定 に 従 っ て 交

換 し 、 か つ 中 国 人 民 銀 行 が 回 収 、 焼 却 に あ た る 。  

第 2 2条  中 国 人 民 銀 行 に 人 民 券 発 行 庫 を 設 立 し 、 そ の 分 支 機 構 に

支 庫 を 設 立 す る 。 分 支 庫 が 人 民 券 の 発 行 基 金 を 配 分 す る と き は 、

上 級 庫 の 配 分 指 令 に 従 う も の と す る 。 い か な る 単 位 と 個 人 も 規 定

に 違 反 し て 発 行 基 金 を 流 用 し て は な ら な い 。  

 

第 ４ 章  業 務  

第 2 3条  中 国 人 民 銀 行 は 通 貨 政 策 を 執 行 す る た め 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 手 段 を 用 い る こ と が で き る 。  

１  所 定 の 比 率 に 従 っ て 預 金 準 備 金 を 預 け る よ う 銀 行 業 金 融 機 関

に 求 め る こ と 。  

２  中 央 銀 行 の 基 準 金 利 を 決 め る こ と 。  

３  中 国 人 民 銀 行 に 口 座 を 設 け て い る 銀 行 業 金 融 機 関 の 再 割 引 を

行 う こ と 。  

４  商 業 銀 行 に 貸 し 付 け を す る こ と 。  

５  国 債 、 そ の 他 の 政 府 債 券 及 び 金 融 債 並 び に 外 貨 を 公 開 市 場 に
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お い て 売 買 す る こ と 。  

６  国 務 院 が 決 め た そ の 他 の 通 貨 政 策 手 段 。  

中 国 人 民 銀 行 は 通 貨 政 策 を 執 行 す る た め 、 前 項 に 掲 げ る 手 段 を 用

い る 際 、 具 体 的 な 条 件 と 手 続 き を 定 め る こ と が で き る 。  

第 2 4条  中 国 人 民 銀 行 は 法 律 、 行 政 法 規 の 定 め る と こ ろ に よ っ て

国 庫 を 経 理 す る 。  

第 2 5条  中 国 人 民 銀 行 は 国 務 院 の 財 政 官 庁 を 代 理 し て 各 金 融 機 関 ・

組 織 に 国 債 そ の 他 の 政 府 債 券 を 発 行 し 、 償 還 す る こ と が で き る 。  

第 2 6 条  中 国 人 民 銀 行 は 必 要 に 応 じ て 銀 行 業 金 融 機 関 の た め に 口

座 を 開 設 す る こ と が で き る 。 但 し 銀 行 業 金 融 機 関 へ の 当 座 貸 越 を

し て は な ら な い 。  

第 2 7 条  中 国 人 民 銀 行 は 銀 行 業 金 融 機 関 間 の 相 互 清 算 シ ス テ ム を

組 織 し 又 は そ の 組 織 を 助 け 、 銀 行 業 金 融 機 関 間 の 清 算 事 務 の 調 整

に あ た り 、 清 算 サ ー ビ ス を 提 供 す る も の と す る 。 具 体 的 な 規 則 は

中 国 人 民 銀 行 が 定 め る 。  

中 国 人 民 銀 行 は 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 関 と 共 同 で 、 支 払 い ・ 決

済 ル ー ル を 定 め る 。  

第 2 8 条  中 国 人 民 銀 行 は 通 貨 政 策 執 行 の 必 要 に 応 じ て 商 業 銀 行 へ

の 貸 し 付 け の 金 額 、期 間 、利 率 及 び 方 式 を 決 定 す る こ と が で き る 。

但 し 、 貸 し 付 け 期 間 は １ 年 を 超 え て は な ら な い 。  

第 2 9条  中 国 人 民 銀 行 は 政 府 財 政 に 当 座 貸 越 を し て は な ら ず 、国 債

と そ の 他 の 政 府 債 券 の 直 接 的 な 応 募 、引 き 受 け を し て は な ら な い 。 

第 3 0条  中 国 人 民 銀 行 は 地 方 政 府 、各 級 政 府 官 庁 に 貸 し 付 け を し て

は な ら ず 、 非 銀 行 金 融 機 関 及 び そ の 他 の 単 位 と 個 人 に 貸 し 付 け を

し て は な ら な い 。 但 し 、 特 定 の 非 銀 行 金 融 機 関 に 貸 し 付 け を す る

こ と が で き る と 国 務 院 が 決 定 し た 場 合 を 除 く 。  

中 国 人 民 銀 行 は い か な る 単 位 と 個 人 の 保 証 を も し て は な ら な い 。  

 

第 ５ 章  金 融 監 督 ・ 管 理  

第 3 1条  中 国 人 民 銀 行 は 法 に よ り 金 融 市 場 の 状 況 を 監 視 し 、金 融 市

場 に 対 し て マ ク ロ 調 節 ・ 統 制 を 実 施 し 、 そ の 調 和 の と れ た 発 展 を

は か る 。  

第 3 2 条  中 国 人 民 銀 行 は 金 融 機 関 並 び に そ の 他 の 単 位 及 び 個 人 の

次 に 掲 げ る 行 為 を 検 査 し 、 監 督 す る 権 限 を 有 す る 。  

１  預 金 準 備 金 管 理 の 関 連 規 定 を 執 行 す る 行 為 。  

２  中 国 人 民 銀 行 の 特 別 融 資 と 関 連 す る 行 為 。  

３  人 民 券 管 理 の 関 連 規 定 を 執 行 す る 行 為 。  

４  銀 行 間 コ ー ル 市 場 、 銀 行 間 債 券 市 場 管 理 の 関 連 規 定 を 執 行 す

る 行 為 。  

５  外 国 為 替 管 理 の 関 連 規 定 を 執 行 す る 行 為 。  
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６  金 管 理 の 関 連 規 定 を 執 行 す る 行 為 。  

７  中 国 人 民 銀 行 の 国 庫 経 理 を 代 行 す る 行 為 。  

８  清 算 管 理 の 関 連 規 定 を 執 行 す る 行 為 。  

９  マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ 防 止 の 関 連 規 定 を 執 行 す る 行 為 。  

前 項 に お い て 、 中 国 人 民 銀 行 の 特 別 融 資 と は 、 国 務 院 が 決 定 し

た 、中 国 人 民 銀 行 か ら 金 融 機 関 に 対 す る 特 定 目 的 の 融 資 を い う 。 

第 3 3 条  中 国 人 民 銀 行 は 通 貨 政 策 執 行 と 金 融 の 安 定 維 持 の 必 要 性

に 基 づ き 、 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 関 に 対 し 、 銀 行 業 金 融 機 関 を

検 査 し 、 監 督 す る よ う 提 案 す る こ と が で き る 。 国 務 院 銀 行 業 監 督

管 理 機 関 は 提 案 を 受 け 取 っ た 日 か ら 3 0 日 以 内 に 回 答 す る も の と

す る 。  

第 3 4条  銀 行 業 金 融 機 関 に 支 払 い 困 難 が 生 じ 、金 融 リ ス ク を 誘 発 す

る 可 能 性 が あ る 時 に は 、 中 国 人 民 銀 行 は 金 融 の 安 定 維 持 の た め 、

国 務 院 の 承 認 を 得 て 、 銀 行 業 金 融 機 関 を 検 査 し 監 督 す る 権 利 を 有

す る 。  

第 3 5条  中 国 人 民 銀 行 は 職 責 履 行 の 必 要 性 に 基 づ い て 、銀 行 業 金 融

機 関 に 必 要 な 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 及 び そ の 他 の 財 務 会 計 、 統

計 報 告 書 と 資 料 を 提 出 す る よ う 求 め る 権 限 を 有 す る 。  

中 国 人 民 銀 行 は 国 務 院 の 銀 行 業 監 督 管 理 機 関 そ の 他 の 金 融 監 督 管

理 機 関 と 監 督 管 理 情 報 共 有 の 仕 組 み を つ く る も の と す る 。  

第 3 6条  中 国 人 民 銀 行 は 全 国 の 金 融 統 計 デ ー タ 、報 告 書 の 統 一 的 作

成 を 担 当 し 、 か つ 国 の 関 係 規 定 に 従 っ て 公 布 す る 。  

第 3 7条  中 国 人 民 銀 行 は 自 ら の 会 計 監 査 、検 査 制 度 を 整 備 し 、内 部

の 監 督 ・ 管 理 を 強 め る も の と す る 。  

 

第 ６ 章  財 務 会 計  

第 3 8条  中 国 人 民 銀 行 は 独 立 し た 財 務 予 算 管 理 制 度 を 実 行 す る  

中 国 人 民 銀 行 の 予 算 は 国 務 院 の 財 政 官 庁 の 審 査 を 経 て 、 中 央 予 算

に 組 み 入 れ 、 国 務 院 財 政 官 庁 の 予 算 執 行 に 対 す る 監 督 を 受 け る 。  

第 3 9 条  中 国 人 民 銀 行 の 各 会 計 年 度 の 収 入 か ら 当 該 年 度 の 支 出 を

差 し 引 き 、 か つ 国 務 院 の 財 政 官 庁 が 決 め た 比 率 で 総 準 備 金 を 積 み

立 て 後 の 純 利 益 は 、 全 て 中 央 財 政 に 上 納 す る 。  

中 国 人 民 銀 行 の 欠 損 は 中 央 財 政 の 支 出 に よ っ て 補 填 す る 。  

第 4 0条  中 国 人 民 銀 行 の 財 務 収 支 と 会 計 事 務 で は 、法 律 、行 政 法 規

及 び 国 の 統 一 的 財 務 、 会 計 制 度 を 執 行 し 、 そ れ ぞ れ 国 務 院 の 会 計

検 査 機 関 と 財 政 官 庁 の 法 に 基 づ く 会 計 検 査 と 監 督 を 受 け る も の と

す る 。  

第 4 1条  中 国 人 民 銀 行 は 毎 会 計 年 度 終 了 後 ３ カ 月 以 内 に 、貸 借 対 照

表 、 損 益 計 算 書 及 び 関 係 財 務 会 計 報 告 書 を 作 成 し 、 か つ 年 度 報 告

を 作 成 し て 、 国 の 関 係 規 定 に 従 っ て 公 布 す る も の と す る 。  
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中 国 人 民 銀 行 の 会 計 年 度 は 西 暦 １ 月 １ 日 か ら 1 2 月 3 1 日 ま で と す

る 。  

 

第 ７ 章  法 的 責 任  

第 4 2条  人 民 券 を 偽 造 、 変 造 し 、 偽 造 、 変 造 人 民 券 を 売 却 し 又 は 偽

造 、 変 造 人 民 券 で あ る こ と を 知 っ て 運 送 し 、 犯 罪 を 構 成 す る と き

に は 、法 に よ り 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。犯 罪 を 構 成 し な い と き に は 、

公 安 機 関 が 1 5日 以 下 の 拘 留 、 １ 万 元 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

第 4 3条  偽 造 、 変 造 人 民 券 を 購 入 し 、 又 は 偽 造 、 変 造 人 民 券 で あ る

こ と を 知 っ て こ れ を 所 持 、 使 用 し 、 犯 罪 を 構 成 す る と き に は 、 法

に よ り 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。 犯 罪 を 構 成 し な い と き に は 、 公 安 機

関 が 1 5日 以 下 の 拘 留 、 １ 万 元 以 下 の 罰 金 に 処 す る  

第 4 4条  宣 伝 品 、出 版 物 又 は そ の 他 の 商 品 に 人 民 券 の 図 柄 を 不 法 に

使 用 し た と き に は 、 中 国 人 民 銀 行 が 是 正 す る よ う 命 じ 、 か つ 不 法

に 使 わ れ た 人 民 券 図 柄 を 焼 却 し 、 違 法 所 得 を 没 収 し 、 ５ 万 元 以 下

の 罰 金 に 処 す る も の と す る 。  

第 4 5条  代 替 チ ケ ッ ト を 印 刷 、発 売 し 、人 民 券 の 代 わ り に 市 場 で 流

通 さ せ た と き に は 、中 国 人 民 銀 行 が 違 法 行 為 を 停 止 す る よ う 命 じ 、

か つ 2 0万 元 以 下 の 罰 金 に 処 す る も の と す る 。  

第 4 6条  第 3 2条 に 掲 げ る 行 為 が 関 係 規 定 に 違 反 し て お り 、関 係 法 律 、

行 政 法 規 に 処 罰 規 定 が あ る と き に は 、 そ の 規 定 に よ っ て 処 罰 を す

る 。 関 係 法 律 、 行 政 法 規 に 処 罰 規 定 が な い と き に は 、 中 国 人 民 銀

行 が 情 状 に 応 じ て 警 告 を 与 え 、違 法 所 得 を 没 収 し 、違 法 所 得 が 5 0

万 元 以 上 の と き に は 、 そ の １ 倍 以 上 ５ 倍 以 下 の 罰 金 を 併 科 す る 。

違 法 所 得 が な く 又 は 違 法 所 得 が 5 0万 元 未 満 の と き に は 、5 0万 元 以

上 2 0 0万 元 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。ま た 直 接 の 責 任 が あ る 取 締 役 、高

級 管 理 者 そ の 他 の 直 接 責 任 者 に 警 告 を 与 え 、５ 万 元 以 上 5 0万 元 以

下 の 罰 金 に 処 す る 。 犯 罪 を 構 成 す る と き は 、 法 に よ っ て 刑 事 責 任

を 追 及 す る 。  

第 4 7条  当 事 者 は 行 政 処 罰 に 不 服 が あ る 場 合 、「 中 華 人 民 共 和 国 行

政 訴 訟 法 」 の 定 め る と こ ろ に よ っ て 行 政 訴 訟 を 提 起 す る こ と で き

る 。  

第 4 8 条  中 国 人 民 銀 行 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 の い ず れ か を し た

場 合 に は 、 直 接 の 責 任 を 負 う 主 管 者 及 び そ の 他 の 直 接 責 任 者 に 対

し て 、 法 に よ り 行 政 処 分 を 行 う 。 犯 罪 を 構 成 す る と き に は 、 法 に

よ り 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。  

１  第 3 0条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し て 貸 し 付 け を す る こ と 。  

２  単 位 と 個 人 の 保 証 を す る こ と 。  

３  発 行 基 金 を 勝 手 に 流 用 す る こ と 。  

前 項 に 掲 げ る 行 為 の い ず れ か を し 、 損 害 を 与 え た と き に は 、 直 接
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の 責 任 を 負 う 主 管 者 及 び そ の 他 の 直 接 責 任 者 が 一 部 又 は 全 部 の 賠

償 責 任 を 負 う も の と す る 。  

第 4 9条  地 方 政 府 、各 級 政 府 官 庁 、社 会 団 体 及 び 個 人 が 中 国 人 民 銀

行 と そ の 職 員 に 第 3 0 条 の 規 定 に 違 反 し て 貸 し 付 け 又 は 保 証 を す

る よ う 強 要 し た と き に は 、 直 接 の 責 任 を 負 う 主 管 者 及 び そ の 他 の

直 接 責 任 者 に 対 し て 、 法 に よ り 行 政 処 分 を 行 う 。 犯 罪 を 構 成 す る

と き に は 、法 に よ り 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。損 害 を 与 え た と き に は 、

一 部 又 は 全 部 の 賠 償 責 任 を 負 う も の と す る 。  

第 5 0 条  中 国 人 民 銀 行 の 職 員 が 国 の 秘 密 又 は 知 り 得 た 商 業 秘 密 を

漏 ら し 、犯 罪 を 構 成 す る と き に は 、法 に よ り 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。

犯 罪 を 構 成 し な い と き に は 、 法 に よ り 行 政 処 分 を 行 う 。  

第 5 1条  中 国 人 民 銀 行 の 職 員 が 横 領 、収 賄 を し 、私 利 の た め に 不 正

を し 、 職 権 を 濫 用 し 、 職 務 を 疎 か に し て 、 犯 罪 を 構 成 す る と き に

は 、 法 に よ り 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。 犯 罪 を 構 成 し な い と き に は 、

法 に よ り 行 政 処 分 を 行 う  

第 5 2条  こ の 法 律 で 銀 行 業 金 融 機 関 と は 、中 華 人 民 共 和 国 内 に 設 立

さ れ た 商 業 銀 行 、 都 市 信 用 協 同 組 合 及 び 農 村 信 用 協 同 組 合 な ど 公

衆 か ら 預 金 を 集 め る 金 融 機 関 並 び に 政 策 銀 行 を い う 。  

中 華 人 民 共 和 国 内 に 設 立 さ れ た 金 融 資 産 管 理 会 社 、信 託 投 資 会 社 、

金 融 会 社 及 び フ ァ イ ナ ン ス リ ー ス 会 社 並 び に 国 務 院 銀 行 業 監 督 管

理 機 関 の 認 可 を 受 け て 設 立 さ れ た 他 の 金 融 機 関 に は 、 こ の 法 律 の

銀 行 業 金 融 機 関 に 対 す る 規 定 を 適 用 す る 。  

 

第 ８ 章  付 則  

第 5 3条  こ の 法 律 は 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

＜ ＞ 内 は 訳 注 〔 〕 内 は 原 語  

な お 、「 中 華 人 民 共 和 国 中 国 人 民 銀 行 法 」 改 正 に 関 す る 全 人 代 常 務

委 の 決 定 （ 2 0 0 3年 1 2月 2 7日 採 択 ） は 2 0 0 4年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 さ れ

る 。  

h t t p : / / w w w. c h i n a - n e w s . c o . j p / n o d e / 4 6 9 0 4  

 

【 中 華 人 民 共 和 国 商 業 銀 行 法 （ 修 正 ）】  

 

1 9 9 5 年 5 月 1 0 日 第 8 期 中 国 全 国 人 民 代 表 大 会 常 務 委 員 会 第 1 3 回 会 議 で 制 定 し た

2 0 0 3年 1 2月 2 7日 の 第 1 0期 全 人 代 常 務 委 第 6回 会 議 の 「『 中 華 人 民 共 和 国 商 業 銀 行

法 』 是 正 に 関 す る 決 定 」 に 基 づ き 是 正   

 

  第 一 章 （ 総 則 ）   

 

  第 一 条  商 業 銀 行 、預 金 者 及 び そ の 他 の 顧 客 の 合 法 的 な 権 利 と 利 益 の 保 護 、商
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業 銀 行 行 為 の 規 範 化 、信 用 貸 付 資 産 品 質 の 向 上 、監 督 管 理 の 強 化 、商 業 銀 行 の 健

全 な 経 営 の 保 障 、金 融 秩 序 の 維 持 、社 会 主 義 市 場 経 済 発 展 の 促 進 の た め 、本 法 を

制 定 す る 。   

 

  第 二 条  本 法 で 称 す る 商 業 銀 行 と は 、本 法 及 び「 中 華 人 民 共 和 国 会 社 法 」に 従

い 設 立 さ れ た 、公 衆 の 個 人 預 金 を 受 け 入 れ 、貸 付 、決 済 な ど の 業 務 を 行 う 企 業 法

人 を 指 す 。   

 

  第 三 条  商 業 銀 行 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 一 部 又 は 全 部 を 営 む こ と が で き

る 。   

 

  （ 一 ）  公 衆 の 個 人 の 預 金 を 受 入 れ る こ と   

 

  （ 二 ）  短 期 、 中 期 及 び 長 期 の 貸 付 を 行 う こ と   

 

  （ 三 ）  国 内 外 の 決 算 業 務 を 行 う こ と   

 

  （ 四 ）  手 形 の 引 受 と 割 引 を 行 う こ と   

 

  （ 五 ）  金 融 債 券 を 発 行 す る こ と   

 

  （ 六 ）  政 府 債 権 の 代 理 発 行 、 代 理 償 還 並 び に 引 受 を 行 う こ と   

 

  （ 七 ）  政 府 債 券 又 は 金 融 債 券 を 売 買 す る こ と   

 

  （ 八 ）  銀 行 間 コ ー ル ロ ー ン を 行 う こ と   

 

  （ 九 ）  外 国 為 替 の 売 買 、 代 理 売 買 を 行 う こ と   

 

  （ 十 ）  銀 行 カ ー ド 業 務 に 従 事 す る こ と   

 

  （ 十 一 ）  信 用 状 サ ー ビ ス 及 び 担 保 を 提 供 す る こ と   

 

  （ 十 二 ）  組 立 て 又 は 支 払 の 代 理 及 び 保 険 業 務 の 代 理 を 行 う こ と   

 

  （ 十 三 ）  貸 金 庫 サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と   

 

  （ 十 四 ）  中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 認 可 を 得 た そ の 他 の 業 務 。   

 

  営 業 の 範 囲 は 商 業 銀 行 の 定 款 に よ り 定 め ら れ 、中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構
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の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。商 業 銀 行 は 中 国 人 民 銀 行 の 認 可 を 経 て 、人 民 元

転 ・ 外 貨 転 業 務 を 行 う こ と が で き る 。   

 

  第 四 条  商 業 銀 行 は 、安 全 性 、流 動 性 及 び 収 益 性 を 経 営 の 原 則 と し 、自 主 的 な

経 営 を 行 い 、 自 ら リ ス ク を 負 担 し 、 自 ら 損 益 に 責 任 を 負 い 、 自 ら を 規 制 す る 。   

 

  商 業 銀 行 は 法 に 基 づ き 業 務 を 営 み 、 い か な る 単 位 又 は 個 人 の 干 渉 も 受 け な い 。

商 業 銀 行 は 、 そ の 全 て の 法 人 財 産 を も っ て 独 立 し て 民 事 責 任 を 負 う 。   

 

  第 五 条  商 業 銀 行 と 顧 客 と の 業 務 取 引 は 、平 等 、自 由 意 思 、公 平 及 び 信 義 誠 実

の 原 則 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 六 条  商 業 銀 行 は 、預 金 者 の 合 法 的 な 権 利 と 利 益 が い か な る 単 位 又 は 個 人 に

よ っ て も 侵 害 さ れ な い こ と を 保 障 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 七 条  商 業 銀 行 が 貸 付 業 務 を 営 む 時 は 、 借 入 人 の 信 用 状 況 を 厳 格 に 審 査 し 、

担 保 を 取 得 し 、期 日 ど お り に 貸 付 金 を 回 収 す る こ と を 保 障 し な け れ ば な ら な い 。

商 業 銀 行 が 法 に 基 づ き 満 期 し た 貸 付 金 の 借 入 人 か ら の 元 利 の 回 収 は 、 法 に よ る

保 護 を 受 け る 。   

 

  第 八 条  商 業 銀 行 は 業 務 を 展 開 す る 場 合 、法 、行 政 法 規 の 関 連 規 定 を 遵 守 す る

も の と し 、 中 国 国 家 の 利 益 、 社 会 公 共 の 利 益 を 侵 害 し て は な ら な い 。   

 

  第 九 条  商 業 銀 行 は 業 務 を 展 開 す る 場 合 、公 平 な 競 争 の 原 則 を 遵 守 し な け れ ば

な ら ず 、 不 正 競 争 を 行 っ て は な ら な い 。   

 

  第 十 条  商 業 銀 行 は 、法 に 基 づ き 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 監 督 管 理 を

受 け る 。但 し 、法 律 に お い て そ の 関 連 業 務 に つ き 他 の 監 督 管 理 部 門 又 は 機 構 の 監

督 管 理 を 受 け る 旨 が 定 め ら れ て い る 場 合 は 、 そ の 規 定 に 従 う 。   

 

  第 二 章 （ 商 業 銀 行 の 設 立 及 び 組 織 機 構 ）   

 

  第 十 一 条  商 業 銀 行 を 設 立 す る 場 合 は 、中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 か ら の

審 査 ∙認 可 を 得 な け れ ば い け な い 。   

 

  中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 認 可 を 得 ず に 、い か な る 単 位 及 び 個 人 も 公 衆

の 預 金 の 受 け 入 れ な ど の 商 業 銀 行 業 務 を 営 ん で は な ら ず 、 い か な る 法 単 位 も そ

の 名 称 に 「 銀 行 」 の 文 字 を 使 用 し て は な ら な い 。   

 

  第 十 二 条  商 業 銀 行 を 設 立 す る 場 合 、次 の 各 号 に 掲 げ る 条 件 を 備 え な け れ ば な
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ら な い 。   

 

  （ 一 ）  本 法 及 び「 中 華 人 民 共 和 国 会 社 法 」の 規 定 に 合 致 す る 定 款 を 有 す る こ

と   

 

  （ 二 ）  本 法 に 定 め る 登 録 資 本 の 最 低 額 を 有 す る こ と   

 

  （ 三 ）  業 務 上 の 専 門 知 識 及 び 業 務 経 験 を 持 っ た 董 事 及 び 高 級 管 理 職 を 有 す る

こ と   

 

  （ 四 ）  健 全 な 組 織 機 構 及 び 管 理 制 度 を 有 す る こ と   

 

  （ 五 ）  条 件 に 適 合 す る 営 業 場 所 、安 全 防 護 措 置 及 び 業 務 に 係 わ る そ の 他 の 施

設 を 有 す る こ と   

 

  商 業 銀 行 を 設 立 す る 場 合 、さ ら に そ の 他 の 慎 重 な 条 件 に も 合 致 し な け れ ば な ら

な い 。   

 

  第 十 三 条  全 国 型 商 業 銀 行 を 設 立 す る 場 合 、登 録 資 本 最 低 額 は 人 民 元 1 0億 元 と

す る 。 都 市 型 商 業 銀 行 設 立 場 合 、 登 録 資 本 最 低 額 は 、 人 民 元 1億 元 と し 、 農 村 型

商 業 銀 行 を 設 立 す る 場 合 、 登 録 資 本 最 低 額 は 人 民 元 5 0 0 0万 元 と す る 。 登 録 資 本

は 、 払 込 済 資 本 で な け れ ば い け な い 。   

 

  中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 は 、慎 重 な 監 督 管 理 の 必 要 性 に 応 じ て 登 録 資 本

最 低 額 を 調 整 す る こ と が で き る 。但 し 、前 項 に 定 め る 限 度 額 を 下 回 っ て は な ら な

い 。   

 

  第 十 四 条  商 業 銀 行 を 設 立 す る 場 合 、申 請 者 は 次 の 各 号 に 掲 げ る 文 書 、資 料 を

中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 に 提 出 し な け れ ば い け な い 。   

 

  （ 一 ）  申 請 書 。 申 請 書 に は 設 立 予 定 の 商 業 銀 行 の 名 称 、 所 在 地 、 登 録 資 本 、

業 務 範 囲 な ど を 明 記 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  （ 二 ）  フ ィ ー ジ ビ リ テ ィ ・ ス タ デ ィ 報 告 書 。   

 

  （ 三 ） 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 が 提 出 す る こ と を 定 め た そ の 他 の 文 書 、

資 料 。   

 

  第 十 五 条  商 業 銀 行 設 立 の 申 請 が 審 査 の 結 果 、本 法 第 十 四 条 の 規 定 に 合 致 し て

い る 場 合 は 、申 請 者 は 正 式 申 請 表 に 記 入 し 、か つ 次 の 各 号 に 掲 げ る 文 書 、資 料 を
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提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  （ 一 ）  定 款 の 草 案   

 

  （ 二 ）  就 任 予 定 の 董 事 及 び 高 級 管 理 職 の 資 格 証 明 書   

 

  （ 三 ）  法 定 出 資 検 査 機 構 が 発 行 す る 出 資 検 査 証 明 書   

 

  （ 四 ）  株 主 名 簿 と そ の 出 資 額 、 持 分 比 率   

 

  （ 五 ）  登 録 資 本 の 5％ 以 上 を 保 有 す る 株 主 の 出 資 信 用 証 明 書 及 び 関 係 資 料 。   

 

  （ 六 ）  経 営 方 針 及 び 計 画 。   

 

  （ 七 ）  営 業 場 所 、 安 全 防 護 措 置 及 び 業 務 に 係 わ る そ の 他 の 施 設 の 資 料   

 

  （ 八 ）  中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 が 定 め る そ の 他 の 文 書 、 資 料 。   

 

  第 十 六 条  認 可 を 得 て 設 立 さ れ る 商 業 銀 行 に は 、中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機

構 が 経 営 許 可 証 を 交 付 し 、か つ そ の 許 可 証 に 基 づ き 、工 商 行 政 管 理 部 門 に お い て

登 記 し 、 営 業 許 可 証 を 受 け 取 る 。   

 

  第 十 七 条  商 業 銀 行 の 組 織 形 態 、組 織 機 構 は「 中 華 人 民 共 和 国 会 社 法 」の 規 定

を 適 用 す る 。   

 

   本 法 の 実 施 前 に 設 立 さ れ た 商 業 銀 行 は 、そ の 組 織 形 態 及 び 組 織 機 構 が「 中 華

人 民 共 和 国 会 社 法 」の 規 定 に 完 全 に は 合 致 し な い と き は 、従 来 の 規 定 を 引 き 続 き

援 用 す る こ と が で き 、 前 項 の 規 定 を 適 用 す る 期 日 に つ い て は 中 国 国 務 院 が 定 め

る 。   

 

  第 十 八 条  国 有 独 資 商 業 銀 行 は 監 事 会 を 設 け る 。監 事 会 の 設 立 規 則 は 国 務 院 が

定 め る 。   

 

  監 事 会 は 国 有 独 資 商 業 銀 行 の 信 用 貸 付 資 産 の 質 、資 産 負 債 比 率 、国 有 資 産 の 実

質 価 値 保 全 又 は 増 値 な ど の 状 況 、及 び 高 級 管 理 者 の 法 律 、行 政 法 規 又 は 定 款 に 違

反 す る 行 為 並 び に 銀 行 の 利 益 を 害 す る 行 為 に 対 し て 、 監 督 す る 。   

 

  第 十 九 条  商 業 銀 行 は 、業 務 上 の 必 要 に 基 づ き 、中 華 人 民 共 和 国 の 国 内 外 に 支

店 等 （ 原 文 は 「 分 支 機 構 」） を 設 け る こ と が で き る 。 支 店 等 の 設 立 は 必 ず 中 国 国

務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 審 査 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 中 華 人 民 共 和 国
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内 の 支 店 等 は 、行 政 区 ご と に は 設 立 し な い 。商 業 銀 行 は 中 華 人 民 共 和 国 の 国 内 に

支 店 な ど を 設 け る と き は 、 規 定 に 従 い そ の 経 営 規 模 に 適 し た 運 転 資 金 を 支 出 し

な け れ ば い け な い 。支 店 等 に 支 出 す る 運 転 資 金 の 総 額 は 本 店 の 資 本 金 総 額 の 6 0 %

を 上 回 っ て は な ら な い 。   

 

  第 二 十 条  商 業 銀 行 の 支 店 等 を 設 け る 場 合 は 、申 請 者 は 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督

管 理 機 構 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 文 書 、 資 料 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  （ 一 ）  申 請 書 。 申 請 書 に は 設 立 予 定 の 支 店 等 の 名 称 、 運 転 資 金 、 業 務 範 囲 、

本 店 及 び 支 店 等 の 所 在 地 な ど を 明 記 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  （ 二 ）  申 請 者 の つ い 2年 間 の 財 務 会 計 報 告 書   

 

  （ 三 ）  就 任 予 定 の 高 級 管 理 職 の 資 格 証 明 書   

 

  （ 四 ）  経 営 方 針 及 び 計 画 。   

 

  （ 五 ）  営 業 場 所 、 安 全 防 護 措 置 及 び 業 務 に 係 わ る そ の 他 の 施 設 の 資 料   

 

  （ 六 ）  中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 が 定 め る そ の 他 の 文 書 、 資 料   

 

  第 二 十 一 条  設 立 を 認 可 さ れ た 商 業 銀 行 の 支 店 等 に は 、中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督

管 理 機 構 が 経 営 許 可 証 を 交 付 し 、か つ そ の 許 可 証 に 基 づ き 、工 商 行 政 管 理 部 門 で

登 記 し 、 営 業 許 可 証 を 受 け 取 る 。   

 

  第 二 十 二 条  商 業 銀 行 は 、そ の 支 店 等 に 対 し 、全 行 の 一 元 的 に 決 算 を 行 い 、一

元 的 に 資 金 を 配 分 し 、 レ ベ ル ご と に 管 理 す る 財 務 制 度 を 実 行 す る 。   

 

  商 業 銀 行 の 支 店 等 は 法 人 格 を 有 せ ず 、本 店 の 授 権 す る 範 囲 に お い て 法 に 基 づ き

業 務 を 営 み 、 そ の 民 事 責 任 は 本 店 が 負 う 。   

 

  第 二 十 三 条  設 立 を 認 可 さ れ た 商 業 銀 行 及 び そ の 支 店 等 は 中 国 国 務 院 銀 行 業

監 督 管 理 機 構 が 公 告 す る 。   

 

  商 業 銀 行 及 び そ の 支 店 等 が 営 業 許 可 証 を 取 得 し た 日 か ら 起 算 し て 、正 当 な 理 由

が な く 6カ 月 経 て も 開 業 し な い と き 、 又 は 開 業 後 自 ら 連 続 6カ 月 以 上 業 務 を 停 止

す る と き は 、中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 は そ の 営 業 許 可 証 を 取 り 消 し 、か つ

公 告 す る 。   

 

  第 二 十 四 条  商 業 銀 行 は 次 の 各 号 に 掲 げ る 変 更 事 項 の い ず れ か が あ る と き は 、
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中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 認 可 を 得 な け れ ば な ら な い 。   

 

  （ 一 ）  名 称 の 変 更   

 

  （ 二 ）  登 録 資 本 の 変 更   

 

  （ 三 ）  本 店 又 は 支 店 、 出 張 所 の 所 在 地 の 変 更   

 

  （ 四 ）  業 務 範 囲 の 調 整 。   

 

  （ 五 ）  資 本 総 額 又 は 株 式 総 数 の 5％ 以 上 を 保 有 す る 株 主 の 変 更 。   

 

  （ 六 ）  定 款 の 修 正 。   

 

  （ 七 ）  中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 が 定 め る そ の 他 の 変 更 事 項   

 

  董 事 又 は 高 級 管 理 職 を 変 更 す る 場 合 は 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 に 報 告

し そ の 職 務 就 任 資 格 の 審 査 を 求 め な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 二 十 五 条  商 業 銀 行 の 分 割 、合 弁 に は 、「 中 華 人 民 共 和 国 会 社 法 」の 規 定 を 適

用 す る 。 商 業 銀 行 の 分 割 、 合 弁 は 、 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 審 査 ∙認 可

を 受 け な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 二 十 六 条  商 業 銀 行 は 法 律 、行 政 法 規 の 規 定 に 従 い 、営 業 許 可 証 を 使 用 し な

け れ ば な ら な い 。営 業 許 可 証 の 偽 造 、変 造 、譲 渡 、有 償 貸 出 、無 償 貸 出 を 禁 止 す

る 。   

 

  第 二 十 七 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 状 況 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、商 業 銀 行 の

董 事 又 は 高 級 管 理 職 に 就 任 し て は な ら な い 。   

 

  （ 一 ）  汚 職 、贈 収 賄 、財 産 の 横 領 、財 産 の 流 用 罪 も し く は 社 会 の 経 済 秩 序 を

破 壊 す る 罪 を 犯 し た こ と に よ り 、刑 事 罰 に 処 せ ら れ 、又 は 犯 罪 に よ り 政 治 的 権 利

を 剥 奪 さ れ て い る と き   

 

  （ 二 ）  経 営 不 振 に よ り 破 産 し 清 算 し た 会 社 、企 業 の 董 事 又 は 工 場 長 、マ ネ ー

ジ ャ ー に 就 任 し て お り 、 そ の 会 社 、 企 業 の 破 産 に 個 人 と し て 責 任 を 負 う と き   

 

  （ 三 ）  違 法 行 為 に よ り 営 業 許 可 証 を 没 収 さ れ た 会 社 、企 業 の 法 定 代 表 者 に 就

任 し て お り 、 個 人 と し て 責 任 を 負 う と き   
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  （ 四 ）  多 額 の 債 務 を 負 う 個 人 で 、 満 期 に も か か わ ら ず 返 済 で き な い と き   

 

  第 二 十 八 条  い か な る 単 位 又 は 個 人 も 商 業 銀 行 の 株 式 総 額 の 5％ 以 上 を 購 入 す

る と き は 、事 前 に 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 認 可 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 

  第 三 章 （ 預 金 者 へ の 保 護 ）   

 

  第 二 十 九 条  商 業 銀 行 が 個 人 貯 蓄 預 金 業 務 を 営 む 場 合 は 、 自 由 意 思 に よ る 預

入 、自 由 な 引 出 、利 息 の 支 払 、預 金 者 の 秘 密 保 全 の 原 則 を 遵 守 し な け れ ば な ら な

い 。個 人 貯 蓄 預 金 に 対 し て 、商 業 銀 行 は い か な る 単 位 又 は 個 人 に よ る 調 査 、凍 結 、

差 押 を も 拒 む 権 利 を 有 す る が 、 法 律 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 は こ の 限 り で は な

い 。   

 

  第 三 十 条  法 人 の 預 金 に 対 し て 、商 業 銀 行 は い か な る 単 位 又 は 個 人 に よ る 調 査

を 拒 む 権 利 を 有 す が 、法 律 、行 政 法 規 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 は こ の 限 り で は な

い 。い か な る 単 位 又 は 個 人 に よ る 凍 結 、差 押 請 求 も 拒 絶 す る 権 利 を 有 す る が 、法

律 に 別 段 の 規 定 が あ る 場 合 は こ の 限 り で は な い 。   

 

  第 三 十 一 条  商 業 銀 行 は 中 国 人 民 銀 行 の 定 め る 預 金 利 率 の 上 下 限 に 従 い 、預 金

利 率 を 定 め 、 か つ そ れ を 公 告 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 三 十 二 条  商 業 銀 行 は 中 国 人 民 銀 行 の 規 定 に 従 い 、中 国 人 民 銀 行 に 預 金 準 備

金 を 預 け 入 れ 、 十 分 な 支 払 準 備 金 を 留 保 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 三 十 三 条  商 業 銀 行 は 預 金 の 元 利 の 支 払 を 保 証 し な け れ ば な ら ず 、預 金 元 利

の 支 払 を 遅 延 さ せ 、 又 は 拒 絶 し て は な ら な い 。   

 

  第 四 章 （ 貸 付 及 び そ の 他 の 業 務 の 基 本 規 則 ）   

 

  第 三 十 四 条  商 業 銀 行 は 中 国 国 民 経 済 及 び 社 会 の 発 展 の 必 要 に 基 づ き 、国 の 産

業 政 策 の 指 導 の 下 に 貸 付 業 務 を 営 む 。   

 

  第 三 十 五 条  商 業 銀 行 が 貸 付 を 行 う 場 合 は 、借 入 人 の 借 入 金 の 使 途 、返 済 能 力 、

返 済 方 法 な ど の 状 況 に 対 し て 厳 格 な 審 査 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 商 業 銀 行 が

貸 付 を 行 う 場 合 は 、 審 査 と 貸 付 け の 分 離 、 レ ベ ル 別 段 審 査 ∙認 可 制 度 を 取 ら な け

れ ば な ら な い 。   

 

  第 三 十 六 条  商 業 銀 行 が 貸 付 を 行 う 場 合 は 、借 入 人 は 担 保 を 差 し 入 れ な け れ ば

な ら な い 。商 業 銀 行 は 保 証 人 の 返 済 能 力 、抵 当 物 又 は 質 物 の 権 利 の 帰 属 及 び 価 値

並 び に 抵 当 権 、質 権 の 実 行 可 能 性 に 対 し て 厳 格 な 審 査 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。



40 
 

商 業 銀 行 の 審 査 及 び 評 価 を 経 て 、借 入 人 の 信 用 が 良 好 で あ る こ と を 確 認 し 、貸 付

を 間 違 い な く 返 済 で き る と き は 、 担 保 を 差 し 入 れ な い こ と が で き る 。   

 

  第 三 十 七 条  商 業 銀 行 が 貸 付 を 行 う と き は 、借 入 人 と の 間 で 、書 面 に よ る 契 約

を 締 結 し な け れ ば な ら な い 。契 約 に は 、貸 付 の 種 類 、借 入 金 の 使 途 、金 額 、利 率 、

返 済 期 限 、返 済 方 式 、違 約 責 任 及 び 双 方 が 約 定 す る 必 要 が あ る と 認 め る そ の 他 の

事 項 に つ い て 約 定 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 三 十 八 条  商 業 銀 行 は 中 国 人 民 銀 行 が 定 め た 貸 付 利 率 の 上 下 限 に 従 い 、貸 付

利 率 を 確 定 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 三 十 九 条  商 業 銀 行 の 貸 付 を 行 う と き は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 資 産 負 債 比 率 管

理 の 規 定 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  （ 一 ）  自 己 資 金 比 率 は 8％ を 下 回 ら な い こ と   

 

  （ 二 ）  貸 付 残 高 と 預 金 残 高 と の 比 率 は 7 5％ を 超 え な い こ と   

 

  （ 三 ）  流 動 資 産 の 残 高 と 流 動 負 債 の 残 高 と の 比 率 は 2 5％ を 下 回 ら な い こ と   

 

  （ 四 ） 同 一 借 入 人 に 対 す る 貸 付 の 残 高 と 商 業 銀 行 の 資 本 残 高 と の 比 率 は 1 0％

を 超 え な い こ と   

 

  （ 五 ）  中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 資 産 負 債 比 率 管 理 に 関 す る そ の 他 の

規 定 。本 法 の 施 行 前 に 設 立 さ れ た 商 業 銀 行 は 、本 法 の 施 行 後 、そ の 資 産 負 債 比 率

が 前 項 の 規 定 に 合 致 し な い と き は 、 一 定 の 期 間 内 に 前 項 の 規 定 に 合 致 さ せ な け

れ ば な ら な い 。 具 体 的 規 則 は 中 国 国 務 院 が 定 め る 。   

 

  第 四 十 条  商 業 銀 行 は 、そ の 関 係 者 に 信 用 貸 付 を 行 っ て は な ら な い 。関 係 者 に

対 し て 担 保 付 貸 付 を 行 う 条 件 は 、 他 の 借 入 人 に 対 す る 同 種 の 貸 付 条 件 よ り も 優

遇 し て は な ら な い 。 前 項 に い う 関 係 者 と は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 を 指 す 。   

 

  （ 一 ）  商 業 銀 行 の 董 事 、監 事 、管 理 職 、信 用 貸 付 業 務 担 当 者 及 び そ れ ら の 近

親 者   

 

  （ 二 ）  前 項 に 掲 げ る 者 が 投 資 す る 、又 は 高 級 管 理 職 に 就 任 し て い る 会 社 、企

業 及 び そ の 他 の 経 済 組 織   

 

  第 四 十 一 条  い か な る 単 位 及 び 個 人 も 商 業 銀 行 に 貸 付 の 実 施 又 は 担 保 の 差 し

入 れ を 強 制 し て は な ら な い 。商 業 銀 行 は 、貸 付 の 実 施 又 は 担 保 の 差 し 入 れ を 強 制
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す る 如 何 な る 単 位 又 は 個 人 に よ る 要 求 も 拒 む 権 利 を 有 す る 。   

 

  第 四 十 二 条  借 入 人 は 、 期 限 通 り に 借 入 金 の 元 利 を 返 済 し な け れ ば な ら な い 。

借 入 人 が 担 保 期 限 切 れ で も 担 保 付 貸 付 を 返 済 し な い と き は 、 商 業 銀 行 は 法 に 基

づ き 、保 証 人 に 貸 付 の 元 利 の 返 済 を 要 求 し 、又 は 当 該 担 保 物 に つ い て 優 先 弁 済 を

受 け る 権 利 を 有 す る 。 商 業 銀 行 が 抵 当 権 又 は 質 権 を 行 使 す る こ と に よ り 取 得 す

る 不 動 産 又 は 株 券 は 、取 得 の 日 か ら 2年 以 内 に 処 分 し な け れ ば な ら な い 。借 入 人

が 期 限 切 れ で も 信 用 貸 付 を 返 済 し な い と き は 、 契 約 の 約 定 に 従 い 責 任 を 負 わ な

け れ ば な ら な い 。   

 

  第 四 十 三 条  商 業 銀 行 は 中 華 人 民 共 和 国 の 国 内 に お い て 信 託 投 資 及 び 証 券 業

務 に 従 事 し て は な ら ず 、 自 ら 使 用 し な い 不 動 産 又 は 非 銀 行 金 融 機 関 及 び 企 業 に

対 し て 投 資 を し て は な ら な い 。但 し 、国 が 別 途 規 定 し て い る 場 合 は こ の 限 り で は

な い 。   

 

  第 四 十 四 条  商 業 銀 行 が 手 形 の 引 受 、手 形 の 支 払 、代 金 の 委 託 取 立 な ど の 決 済

業 務 を 行 う と き は 、 規 定 さ れ た 期 限 通 り に 支 払 い 、 収 支 記 帳 を し な け れ ば な ら

ず 、 手 形 の 処 理 を 放 置 し 、 又 は 規 定 に 違 反 し て 手 形 を 不 渡 り に し て は な ら な い 。

支 払 い 、 収 支 記 帳 の 期 限 に 関 す る 規 定 は 公 表 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 四 十 五 条  商 業 銀 行 が 金 融 債 券 を 発 行 し 、又 は 国 外 で 借 入 を す る と き は 、法

律 、 行 政 法 規 の 規 定 に 従 い 、 認 可 を 得 な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 四 十 六 条  銀 行 間 コ ー ル ロ ー ン は 、中 国 人 民 銀 行 の 規 定 を 遵 守 し な け れ な ば

ら な い 。借 入 コ ー ル ロ ー ン 資 金 を 利 用 し て 固 定 資 産 貸 付 金 を 行 う こ と 、又 は 投 資

に 用 い る こ と を 禁 止 す る 。貸 出 コ ー ル ロ ー ン 資 金 は 、準 備 預 金 を 預 け 入 れ 、支 払

準 備 金 を 確 保 し 、 又 は 中 国 人 民 銀 行 の 期 限 到 来 借 入 を 返 済 し た 後 に 余 っ た 遊 休

資 金 に 限 定 す る 。 借 入 コ ー ル ロ ー ン 資 金 は 手 形 の 決 済 及 び 銀 行 間 為 替 差 額 資 金

の 不 足 の 補 填 、 並 び に 一 時 的 運 転 資 金 の 需 要 を 解 決 す る こ と に 用 い る 。   

 

  第 四 十 七 条  商 業 銀 行 は 、規 定 に 違 反 し 、利 率 を 引 上 げ 、又 は 引 下 げ 、及 び そ

の 他 の 不 公 正 な 手 段 を 用 い て 預 金 を 受 け 入 れ 、 貸 付 を 行 っ て は な ら な い 。   

 

  第 四 十 八 条  企 業 、事 業 単 位 は 、自 主 的 に 一 つ の 商 業 銀 行 の 営 業 場 所 を 選 定 し 、

日 常 の 振 替 決 済 及 び 現 金 の 収 支 の た め の 一 口 の 基 本 勘 定 口 座 を 開 設 す る こ と が

で き る が 、 2口 以 上 の 基 本 口 座 を 開 設 し て は な ら な い 。   

 

  い か な る 単 位 又 は 個 人 も 、個 人 名 義 で 口 座 を 開 設 し 、単 位 の 資 金 を 預 け 入 れ て

は な ら な い 。   

 



42 
 

  第 四 十 九 条  商 業 銀 行 の 営 業 時 間 は 、顧 客 の 便 宜 を 図 ら な け れ ば な ら ず 、か つ

公 告 し な け れ ば な ら な い 。 商 業 銀 行 は 公 告 し た 営 業 時 間 内 は 営 業 し な け れ ば な

ら ず 、 無 断 で 営 業 を 停 止 し 、 又 は 営 業 時 間 を 短 縮 し て は な ら な い 。   

 

  第 五 十 条  商 業 銀 行 が 業 務 を 処 理 し 、サ ー ビ ス を 提 供 す る と き は 、規 定 に 従 い

一 定 の 手 数 料 を 収 受 す る 。料 金 項 目 及 び 基 準 は 、中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構

と 中 国 人 民 銀 行 が 職 責 分 担 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 中 国 国 務 院 価 格 主 管 部 門 と と も に

定 め る 。   

 

  第 五 十 一 条  商 業 銀 行 は 国 の 関 係 規 定 に 従 い 、財 務 会 計 報 告 書 、業 務 契 約 書 及

び そ の 他 の 資 料 を 保 存 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 五 十 二 条  商 業 銀 行 の 職 員 は 法 律 、行 政 法 規 及 び そ の 他 の 各 種 の 業 務 管 理 に

係 わ る 規 定 を 遵 守 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。   

 

  （ 一 ）  職 務 上 の 便 宜 を 利 用 し 、賄 賂 を 要 求 し 、も し く は 受 領 し 、又 は 国 の 規

定 に 違 反 し 各 種 名 目 の リ ベ ー ト 、 手 数 料 を 収 受 す る こ と   

 

  （ 二 ）  職 務 上 の 便 宜 を 利 用 し て 、銀 行 又 は 顧 客 の 資 金 を 着 服 、流 用 、横 領 す

る こ と   

 

  （ 三 ）  規 定 に 違 反 し 、私 的 に 親 族 、友 人 に 対 し 貸 付 を 行 い 、又 は 担 保 を 提 供

す る こ と   

 

  （ 四 ）  他 の 経 済 組 織 に お い て 兼 職 す る こ と   

 

  （ 五 ）  法 律 、 行 政 法 規 及 び 業 務 管 理 に 係 わ る 規 定 に 違 反 す る そ の 他 の 行 為   

 

  第 五 十 三 条  商 業 銀 行 の 職 員 は 、在 任 期 間 中 、知 り 得 た 国 家 秘 密 、営 業 秘 密 を

漏 ら し て は な ら な い 。   

 

  第 五 章 （ 財 務 会 計 ）   

 

  第 五 十 四 条  商 業 銀 行 は 、法 律 及 び 国 の 一 元 的 な 会 計 制 度 及 び 中 国 国 務 院 銀 行

業 監 督 管 理 機 構 の 関 係 規 定 に 従 い 、自 行 の 財 務 会 計 制 度 を 確 立 し 、整 頓 し な け れ

ば な ら な い 。   

 

  第 五 十 五 条  商 業 銀 行 は 国 の 関 係 規 定 に 従 い 、そ の 業 務 活 動 及 び 財 務 会 計 状 況

を あ り の ま ま に 記 録 し 、か つ 全 面 的 に 反 映 し 、年 度 財 務 会 計 報 告 を 作 成 し 、遅 滞

な く 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 、 中 国 人 民 銀 行 及 び 国 務 院 財 政 部 門 に 会 計
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報 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 商 業 銀 行 は 法 定 の 会 計 帳 簿 の 他 に 会 計 帳 簿

を 設 け て は な ら な い 。   

 

  第 五 十 六 条  商 業 銀 行 は 会 計 年 度 ご と に 年 度 終 了 後 ３ カ 月 以 内 に 、中 国 国 務 院

銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 規 定 に 従 い 、 そ の 前 年 度 の 営 業 成 績 及 び 会 計 監 査 報 告 を

公 布 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 五 十 七 条  商 業 銀 行 は 国 の 関 係 規 定 に 従 い 、貸 倒 引 当 金 を 計 上 し 、貸 倒 を 償

却 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 五 十 八 条  商 業 銀 行 の 会 計 年 度 は 西 暦 1月 1日 か ら 1 2月 3 1日 ま で と す る 。   

 

  第 六 章 （ 監 督 管 理 ）   

 

  第 五 十 九 条  商 業 銀 行 は 関 連 規 定 に 従 い 、自 行 の 業 務 規 則 を 制 定 し 、自 行 の リ

ス ク 管 理 及 び 内 部 管 理 制 度 を 確 立 し 、 整 頓 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 六 十 条  商 業 銀 行 は 自 行 の 預 金 、貸 付 、決 済 、貸 倒 な ど の 状 況 に つ い て の 会

計 監 査 、 検 査 制 度 を 確 立 し 、 整 頓 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  商 業 銀 行 は 支 店 等 に 対 し 経 常 的 な 会 計 監 査 及 び 検 査 監 督 を 行 わ な け れ ば な ら

な い 。   

 

  第 六 十 一 条  商 業 銀 行 は 規 定 に 従 い 、中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 及 び 中 国

人 民 銀 行 に 対 し 、貸 借 対 照 表 、損 益 計 算 書 並 び に そ の 他 の 財 務 会 計・統 計 報 告 書

及 び 資 料 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 六 十 二 条  中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 は 本 法 第 三 章 、第 四 章 、第 五 章 の

規 定 に 基 づ き 、商 業 銀 行 の 預 金 、貸 付 、決 済 、貸 倒 な ど の 状 況 に 対 す る 随 時 検 査

監 督 す る 権 利 を 有 す る 。検 査 監 督 の 時 、検 査 監 督 者 は 適 法 な 身 分 証 明 書 を 提 示 し

な け れ ば な ら な い 。商 業 銀 行 は 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 求 め に 従 い 、財

務 会 計 資 料 、 業 務 契 約 書 及 び 経 営 管 理 に 係 わ る そ の 他 の 情 報 を 提 供 し な け れ ば

な ら な い 。   

 

  中 国 人 民 銀 行 は ｢中 華 人 民 共 和 国 中 国 人 民 銀 行 法 ｣第 三 十 二 条 、第 三 十 四 条 の 規

定 に 従 い 商 業 銀 行 に 対 し て 検 査 監 督 を 行 う 権 利 を 有 す る 。   

 

  第 六 十 三 条  商 業 銀 行 は 法 に 基 づ き 、会 計 検 査 機 関 の 会 計 検 査 、監 督 を 受 け な

け れ ば な ら な い 。   
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  第 七 章  接 収 管 理 及 び 終 了   

 

  第 六 十 四 条  商 業 銀 行 に 信 用 危 機 が 生 じ 、又 は そ の 恐 れ が あ り 、預 金 者 の 利 益

に 重 大 な 影 響 を 与 え る と き は 、 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 は そ の 銀 行 を 接

収 管 理 す る こ と が で き る 。   

 

  接 収 管 理 の 目 的 は 、接 収 管 理 さ れ る 商 業 銀 行 に 対 し 、必 要 な 措 置 を 講 じ 、そ れ

に よ り 、預 金 者 の 利 益 を 保 護 し 、商 業 銀 行 の 正 常 な 経 営 能 力 を 回 復 さ せ る こ と に

あ る 。 接 収 管 理 さ れ る 商 業 銀 行 の 債 権 債 務 関 係 は 、 接 収 管 理 に よ っ て 変 化 し な

い 。   

 

  第 六 十 五 条  接 収 管 理 は 、中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 が 決 定 し 、か つ 実 施

さ せ る 。中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 接 収 管 理 の 決 定 に は 、次 の 各 号 の 内 容

を 明 記 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  （ 一 ）  接 収 管 理 さ れ る 商 業 銀 行 の 名 称   

 

  （ 二 ）  接 収 管 理 理 由   

 

  （ 三 ）  接 収 管 理 す る 組 織   

 

  （ 四 ）  接 収 管 理 期 間   

 

  接 収 管 理 の 決 定 は 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 が 公 告 す る 。   

 

  第 六 十 六 条  接 収 管 理 は 、 接 収 管 理 実 施 決 定 日 か ら 開 始 す る 。   

 

  接 収 管 理 開 始 日 か ら 接 収 管 理 組 織 が 商 業 銀 行 の 経 営 管 理 権 を 行 使 す る 。   

 

  第 六 十 七 条  接 収 管 理 期 間 が 満 了 し た 場 合 、中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 が

期 間 延 長 を 決 定 す る こ と が で き る が 、 接 収 管 理 期 間 は 2年 を 超 え て は な ら な い 。   

 

  第 六 十 八 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 状 況 の い ず れ か が あ る 場 合 は 、接 収 管 理 は 終 了

す る 。   

 

  （ 一 ）  接 収 管 理 決 定 に 定 め る 期 間 が 満 了 し 、又 は 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理

機 構 の 決 定 す る 接 収 管 理 の 期 間 延 長 期 間 が 満 了 し た と き   

 

  （ 二 ）  接 収 管 理 期 間 の 満 了 前 に 、当 該 商 業 銀 行 が 正 常 な 経 営 能 力 を 回 復 し て

い る と き   
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  （ 三 ）  接 収 管 理 期 間 の 満 了 前 に 、当 該 商 業 銀 行 が 合 弁 さ れ 、又 は 法 に 基 づ き

破 産 宣 告 を 受 け た と き   

 

  第 六 十 九 条  商 業 銀 行 は 分 割 、合 弁 、又 は 定 款 の 定 め る 解 散 事 由 に よ り 解 散 す

る 必 要 が あ る と き は 、中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 に 申 請 を 提 出 し 、か つ 解 散

の 理 由 及 び 預 金 の 元 利 支 払 な ど の 債 務 弁 済 計 画 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。 中 国

国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 認 可 を 得 た 後 に 解 散 す る 。   

 

  商 業 銀 行 が 解 散 す る と き は 、法 に 基 づ き 清 算 委 員 会 を 設 立 し 、清 算 を 行 い 、弁

済 計 画 に 従 い 遅 滞 な く 預 金 の 元 利 な ど の 債 務 を 弁 済 し な け れ ば な ら な い 。 中 国

国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 は 、 清 算 の 過 程 を 監 督 す る 。   

 

  第 七 十 条  商 業 銀 行 が 営 業 許 可 証 の 取 消 に よ り 強 制 解 散 さ れ る と き は 、中 国 国

務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 は 法 に 基 づ き 遅 滞 な く 清 算 委 員 会 を 設 立 さ せ 、 清 算 を

行 い 、 弁 済 計 画 に 従 い 預 金 の 元 利 な ど の 債 務 を 弁 済 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 七 十 一 条  商 業 銀 行 が 期 限 到 来 債 務 の 弁 済 が 不 能 と な っ た と き は 、中 国 国 務

院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 同 意 を 得 て 、人 民 法 院 が 法 に 基 づ き 破 産 を 宣 告 す る 。商

業 銀 行 が 破 産 を 宣 告 さ れ た と き は 、 人 民 法 院 が 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構

な ど の 関 係 部 門 及 び 関 係 者 が 清 算 委 員 会 を 成 立 し 、 清 算 を 行 う 。   

 

  商 業 銀 行 の 破 産 清 算 を す る と き は 、清 算 費 用 、未 払 の 職 員 の 賃 金 及 び 労 働 保 険

費 用 を 支 払 っ た 後 に 、個 人 貯 蓄 預 金 の 元 利 を 優 先 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

  第 七 十 二 条  商 業 銀 行 は 解 散 、 強 制 解 散 及 び 破 産 宣 告 に よ り 終 了 す る 。   

 

  第 八 章 （ 法 的 責 任 ）   

 

  第 七 十 三 条  商 業 銀 行 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 状 況 の い ず れ か に あ る 場 合 に お い

て 、預 金 者 又 は そ の 他 の 顧 客 の 財 産 に 損 害 を 与 え た と き は 、支 払 の 履 行 遅 延 に よ

る 延 滞 利 息 の 支 払 及 び そ の 他 の 民 事 責 任 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。   

 

  （ 一 ）  預 金 の 元 利 の 支 払 い を 正 当 な 理 由 な く 遅 延 し 、又 は 拒 絶 し て い る 場 合   

 

  （ 二 ）  手 形 の 引 受 な ど の 決 済 業 務 の 規 定 に 違 反 し 、支 払 わ ず 、収 支 記 帳 処 理

を せ ず 、 手 形 の 処 理 を 放 置 し 、 又 は 規 定 に 違 反 し 手 形 を 不 渡 り に す る 場 合   

 

  （ 三 ）  個 人 の 貯 蓄 預 金 又 は 単 位 の 預 金 を 不 法 に 調 査 し 、凍 結 、差 押 さ え て い

る 場 合   
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  （ 四 ）  本 法 の 規 定 に 違 反 し 、預 金 者 又 は 他 の 顧 客 に 対 し 損 害 を 与 え る そ の 他

の 行 為 が あ る 場 合   

 

  前 項 に 定 め る 状 況 に 該 当 す る 場 合 は 、中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 が 是 正 を

命 じ 、 違 法 所 得 が あ る と き は 、 違 法 所 得 を 没 收 し 、 違 法 所 得 が 人 民 元 5万 元 以 上

の と き は 、違 法 所 得 の 同 額 以 上 5倍 以 下 の 過 料 を 併 科 す る 。違 法 所 得 が な い と き

又 は 違 法 所 得 が 人 民 元 5万 元 に 満 た な い と き は 、 人 民 元 5万 元 以 上 5 0万 元 以 下 の

過 料 に 処 す る 。   

 

  第 七 十 四 条  商 業 銀 行 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 状 況 の い ず れ か に あ る 場 合 は 、中 国

国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 が 是 正 を 命 じ 、違 法 所 得 が あ る と き は 、違 法 所 得 を 没

収 し 、違 法 所 得 が 人 民 元 5 0万 元 以 上 の と き は 違 法 所 得 の 同 額 以 上 5倍 以 下 の 過 料

を 併 科 す る 。 違 法 所 得 が な い と き 又 は 違 法 所 得 が 人 民 元 5 0万 元 に 満 た な い と き

は 、人 民 元 5 0万 元 以 上 2 0 0万 元 以 下 の 過 料 に 処 す る 。情 状 が 特 に 重 大 な と き 、又

は 期 限 以 内 に そ の 行 為 を 是 正 し な い と き は 、 業 務 を 停 止 し 整 頓 す る こ と を 命 じ 、

も し く は そ の 営 業 許 可 証 を 没 収 す る こ と が で き る 。犯 罪 を 構 成 す る と き は 、法 に

基 づ き 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。   

 

  （ 一 ）  認 可 を 得 ず に 支 店 等 を 設 立 し た 場 合   

 

  （ 二 ）  認 可 を 得 ず に 分 割 も し く は 合 弁 を 行 い 、又 は 規 定 に 違 反 し て 変 更 事 項

に つ き 申 請 し な い 場 合   

 

  （ 三 ）  規 定 に 違 反 し て 、利 率 を 引 き 上 げ 又 は 引 き 下 げ 、か つ そ の 他 の 不 正 手

段 を 用 い て 預 金 を 集 め 、 貸 付 を 行 っ た 場 合   

 

  （ 四 ）  営 業 許 可 証 を 賃 貸 又 は 貸 借 し た 場 合   

 

  （ 五 ）  認 可 を 得 ず に 外 貨 を 売 買 し 、 又 は 外 貨 売 買 を 代 理 し た 場 合   

 

  （ 六 ）  認 可 を 得 ず に 政 府 債 券 を 売 買 し 、又 は 金 融 債 券 を 発 行 も し く は 売 買 し

た 場 合   

 

  （ 七 ）  国 の 規 定 に 違 反 し て 信 託 投 資 及 び 証 券 業 務 に 従 事 し 、自 ら 用 い な い 不

動 産 又 は 非 銀 行 金 融 機 構 及 び 企 業 に 投 資 し た 場 合   

 

  （ 八 ）  関 係 者 に 対 す る 信 用 貸 付 又 は 担 保 付 貸 付 の 条 件 を そ の 他 の 借 入 人 の 同

種 の 貸 付 の 条 件 よ り も 優 先 設 定 し た 場 合   
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  第 七 十 五 条  商 業 銀 行 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 情 況 の い ず れ か に あ る 場 合 、中 国 国

務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 が 是 正 を 命 じ 、 人 民 元 2 0万 元 以 上 5 0万 元 以 下 の 過 料 を

併 科 す る 。 情 状 が 特 に 重 大 な と き 、 又 は 期 限 以 内 に そ の 行 為 を 是 正 し な い と き

は 、業 務 を 停 止・整 頓 を 命 じ 、又 は そ の 営 業 許 可 証 を 没 収 す る こ と が で き る 。犯

罪 を 構 成 す る と き は 、 法 に 基 づ き 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。   

 

  （ 一 ）  中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 検 査 監 督 を 拒 み 、 又 は 妨 げ た 場 合   

 

  （ 二 ）  虚 偽 又 は 重 要 事 実 を 隠 し た 財 務 会 計 報 告 書 、財 務 諸 表 及 び 統 計 報 告 書

を 提 供 し た こ と   

 

  （ 三 ）  自 己 資 本 比 率 、預 金 貸 付 比 率 、資 産 流 動 性 比 率 、同 一 借 入 人 に 対 す る

貸 付 比 率 及 び 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 資 産 負 債 比 率 管 理 に 関 す る そ の

他 の 規 定 を 遵 守 し て い な い 場 合   

 

  第 七 十 六 条  商 業 銀 行 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 状 況 の い ず れ か に あ る 場 合 、中 国 人

民 銀 行 が 是 正 を 命 じ 、違 法 所 得 が あ る と き は 、違 法 所 得 を 没 収 し 、違 法 所 得 が 人

民 元 5 0万 元 以 上 で あ る と き は 、 違 法 所 得 の 同 額 以 上 5倍 以 下 の 過 料 を 併 科 す る 。

違 法 所 得 が な い と き 又 は 違 法 所 得 が 人 民 元 5 0万 元 に 満 た な い と き は 、 人 民 元 5 0

万 元 以 上 2 0 0万 元 以 下 の 過 料 に 処 す る 。情 状 が 特 に 重 大 な と き 、又 は 期 間 を 徒 過

し て も 是 正 し な い と き は 、 中 国 人 民 銀 行 は 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 に 対

し 営 業 停 止・整 頓 命 令 、又 は そ の 営 業 許 可 証 の 没 収 を 提 案 す る こ と が で き る 。犯

罪 を 構 成 す る と き は 、 法 に 基 づ き 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。   

 

  （ 一 ）  認 可 を 得 ず に 人 民 元 転 、 外 貨 転 を 行 っ た 場 合   

 

  （ 二 ） 認 可 を 得 ず に 銀 行 間 債 券 市 場 に お い て 金 融 債 券 を 発 行 も し く は 売 買 し 、

又 は 国 外 借 入 れ を 行 っ た 場 合   

 

  （ 三 ）  規 定 に 違 反 し て 同 業 コ ー ル ロ ー ン を 行 っ た 場 合   

 

  第 七 十 七 条  商 業 銀 行 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 状 況 の い ず れ か に あ る 場 合 は 、中 国

人 民 銀 行 が 是 正 を 命 じ 、 人 民 元 2 0万 元 以 上 5 0万 元 以 下 の 過 料 を 併 科 す る 。 情 状

が 特 に 重 大 な と き 、又 は 期 間 を 超 過 し て も 是 正 し な い と き は 、中 国 人 民 銀 行 は 中

国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 に 対 し 営 業 停 止・整 頓 命 令 、又 は そ の 営 業 許 可 証 の

没 収 を 提 案 す る こ と が で き る 。犯 罪 を 構 成 す る と き は 、法 に 基 づ き 刑 事 責 任 を 追

及 す る 。   

 

  （ 一 ）  中 国 人 民 銀 行 の 検 査 監 督 を 拒 み 、 又 は 妨 げ た 場 合   
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  （ 二 ）  虚 偽 又 は 重 要 事 実 を 隠 し た 財 務 会 計 報 告 書 、財 務 諸 表 及 び 統 計 報 告 書

を 提 出 し た 場 合   

 

  （ 三 ）  中 国 人 民 銀 行 が 定 め る 割 合 に 従 い 準 備 預 金 を 納 付 し な い 場 合   

 

  第 七 十 八 条  商 業 銀 行 は 本 法 第 七 十 三 条 か ら 第 七 十 七 条 に 定 め る 状 況 に 該 当

す る 場 合 、 直 接 に 責 任 を 負 う 董 事 、 高 級 管 理 職 及 び そ の 他 の 直 接 責 任 者 に 対 し 、

規 律 処 分 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。犯 罪 を 構 成 す る と き は 、法 に 基 づ き 刑 事 責 任

を 追 及 す る 。   

 

  第 七 十 九 条  商 業 銀 行 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 状 況 の い ず れ か が あ る 場 合 は 、中 国

国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 が 是 正 を 命 じ 、違 法 所 得 が あ る と き は 、違 法 所 得 を 没

收 し 、違 法 所 得 が 人 民 元 5万 元 以 上 で あ る と き は 、違 法 所 得 の 同 額 以 上 5倍 以 下 の

過 料 を 併 科 す る 。違 法 所 得 が な い と き 又 は 違 法 所 得 が 人 民 元 5万 元 に 満 た な い と

き は 、 人 民 元 5万 元 以 上 5 0万 元 以 下 の 過 料 に 処 す る 。   

 

  （ 一 ）  認 可 を 得 ず に 名 称 に ｢銀 行 ｣の 文 字 を 使 用 し て い る 場 合   

 

  （ 二 ）  認 可 を 得 ず に 商 業 銀 行 の 株 式 総 額 の 5％ 以 上 の 株 式 を 購 入 し た 場 合   

 

  （ 三 ）  個 人 の 名 義 で 口 座 を 開 設 し 、 単 位 の 資 金 を 預 け 入 れ て い る 場 合   

 

  第 八 十 条  商 業 銀 行 が 規 定 に 従 い 、 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 に 関 係 文

書 、資 料 を 提 出 し な い 場 合 は 、中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 が 是 正 を 命 じ 、期

限 内 に 是 正 し な い と き は 、 人 民 元 1 0万 元 以 上 3 0万 元 以 下 の 過 料 に 処 す る 。   

 

  商 業 銀 行 が 規 定 に 従 い 、 中 国 人 民 銀 行 に 関 係 文 書 、 資 料 を 提 出 し な い 場 合 は 、

中 国 人 民 銀 行 が 是 正 を 命 じ 、期 間 を 超 過 し て も 是 正 し な い と き は 、人 民 元 1 0万 元

以 上 3 0万 元 以 下 の 過 料 に 処 す る 。   

 

  第 八 十 一 条  中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 の 認 可 を 得 ず に 無 断 で 商 業 銀 行

を 設 立 し 、 又 は 不 法 に 公 衆 個 人 の 預 金 を 受 け 入 れ 若 し く は 形 を 変 え て 公 衆 個 人

の 預 金 を 受 け 入 れ 、犯 罪 を 構 成 す る と き は 、法 に 基 づ き 刑 事 責 任 を 追 及 し 、か つ

中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 が 取 り 締 ま る 。   

 

  商 業 銀 行 経 営 許 可 証 を 偽 造 し 、変 造 し 、譲 渡 し 、犯 罪 を 構 成 す る と き は 、法 に

基 づ き 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。   

 

  第 八 十 二 条  借 入 人 が 詐 欺 的 手 段 に よ り 貸 付 金 を 詐 取 し 、犯 罪 を 構 成 す る 場 合

は 、 法 に 基 づ き 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。   
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  第 八 十 三 条  本 法 第 八 十 一 条 、第 八 十 二 条 に 定 め る 行 為 に 該 当 す る も 、犯 罪 を

構 成 す る に 及 ば な い 場 合 は 、 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 関 が 違 法 所 得 を 没 收

し 、違 法 所 得 が 人 民 元 5 0万 元 以 上 の と き は 、違 法 所 得 の 同 額 以 上 5倍 以 下 の 過 料

を 併 科 す る 。違 法 所 得 が な い 又 は 違 法 所 得 が 人 民 元 5 0万 元 に 満 た な い と き は 、人

民 元 5 0万 元 以 上 2 0 0万 元 以 下 の 過 料 に 処 す る 。   

 

  第 八 十 四 条  商 業 銀 行 の 職 員 が 職 務 上 の 便 宜 を 利 用 し 、賄 賂 を 要 求 も し く は 受

領 し 、又 は 国 の 規 定 に 違 反 し 各 種 名 目 の リ ベ ー ト 、手 数 料 を 収 受 し 、犯 罪 を 構 成

す る 場 合 は 、 法 に 基 づ き 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。 犯 罪 を 構 成 す る に 及 ば な い 場 合

は 、 規 律 処 分 に 処 さ な け れ ば な ら な い 。   

 

  前 項 の 行 為 が あ り 、貸 付 を 行 い 、又 は 担 保 を 提 供 し 、損 失 を も た ら し た と き は 、

賠 償 責 任 の 全 部 又 は 一 部 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 八 十 五 条  商 業 銀 行 の 職 員 が 職 務 上 の 便 宜 を 利 用 し 、銀 行 又 は 顧 客 の 資 金 を

着 服 、流 用 、横 領 、犯 罪 を 構 成 す る 場 合 は 、法 に 基 づ き 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。犯

罪 を 構 成 す る に 及 ば な い 場 合 は 、 規 律 処 分 に 処 さ な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 八 十 六 条  商 業 銀 行 の 職 員 が 本 法 の 規 定 に 違 反 し 、職 務 怠 慢 に よ り 損 失 を も

た ら し た と き は 、規 律 処 分 に 処 さ な け れ ば な ら な い 。犯 罪 を 構 成 す る と き は 、法

に 基 づ き 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。   

 

  規 定 に 違 反 し 、私 的 に 親 族 、友 人 に 貸 付 を 行 い 、又 は 担 保 を 提 供 し 、損 失 を も

た ら し た と き は 、 賠 償 責 任 の 全 部 又 は 一 部 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 八 十 七 条  商 業 銀 行 の 職 員 が 在 任 期 間 中 に 知 り 得 た 国 家 秘 密 、営 業 秘 密 を 漏

ら し た 場 合 は 、規 律 処 分 に 処 さ な け れ ば な ら な い 。犯 罪 を 構 成 す る と き は 、法 に

基 づ き 刑 事 責 任 を 追 及 す る 。   

 

  第 八 十 八 条  法 人 又 は 個 人 が 商 業 銀 行 に 貸 付 の 交 付 又 は 担 保 の 提 供 を 強 制 し

た と き は 、 直 接 の 責 任 を 有 す る 主 管 者 及 び そ の 他 の 直 接 責 任 者 又 は 個 人 を 規 律

処 分 に 処 さ な け れ ば な ら な い 。損 失 を も た ら し た と き は 、賠 償 責 任 の 全 部 又 は 一

部 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。   

 

  商 業 銀 行 の 職 員 が 単 位 又 は 個 人 が 強 制 し た 貸 付 の 交 付 又 は 担 保 の 提 供 を 拒 ま

な い と き は 、規 律 処 分 に 処 さ な け れ ば な ら な い 。損 失 を も た ら し た と き は 、相 応

の 賠 償 責 任 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。   

 

  第 八 十 九 条  商 業 銀 行 が 本 法 の 規 定 に 違 反 し た 場 合 、中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管
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理 機 関 は 情 状 に 応 じ て 、そ の 直 接 責 任 を 負 う 董 事 、高 級 管 理 職 の 就 任 資 格 を 一 定

期 間 乃 至 永 久 に 取 り 消 し 、直 接 責 任 を 負 う 董 事 、高 級 管 理 職 及 び そ の 他 の 直 接 責

任 者 が 銀 行 業 務 に 従 事 す る こ と を 一 定 期 間 乃 至 永 久 に 禁 止 す る こ と が で き る 。   

 

  商 業 銀 行 の 行 為 が 犯 罪 を 構 成 す る に 及 ば な い 場 合 は 、直 接 責 任 を 負 う 董 事 高 級

管 理 職 及 び そ の 他 の 直 接 責 任 者 に 対 し 警 告 を 与 え 、人 民 元 5万 元 以 上 5 0万 元 以 下

の 過 料 に 処 す る 。   

 

  第 九 十 条  商 業 銀 行 及 び そ の 職 員 は 中 国 国 務 院 銀 行 業 監 督 管 理 機 構 又 は 中 国

人 民 銀 行 の 処 罰 決 定 に 不 服 が あ る 場 合 は 、「 中 華 人 民 共 和 国 行 政 訴 訟 法 」 の 規 定

に 従 い 人 民 法 院 に 訴 訟 を 提 起 す る こ と が で き る 。   

 

  第 九 章 （ 附 則 ）   

 

  第 九 十 一 条  本 法 の 施 行 前 に 、中 国 国 務 院 の 規 定 に 従 い 認 可 を 得 て 設 立 さ れ た

商 業 銀 行 は 、 改 め て 審 査 ∙認 可 手 続 き を 必 要 と し な い 。   

 

  第 九 十 二 条  外 資 商 業 銀 行 、中 外 合 弁 商 業 銀 行 、外 国 商 業 銀 行 の 支 店 に も 本 法

の 規 定 を 適 用 し 、 法 律 、 行 政 法 規 に 別 段 規 定 が あ る 場 合 は 、 そ の 定 め に 従 う 。   

 

  第 九 十 三 条  都 市 信 用 合 作 社 、農 村 信 用 合 作 社 が 営 む 預 金 、貸 付 及 び 決 済 な ど

の 業 務 に は 、 本 法 の 関 係 規 定 を 適 用 す る 。   

 

  第 九 十 四 条  郵 政 企 業 が 商 業 銀 行 に 関 連 す る 業 務 を 行 う 場 合 は 、本 法 の 関 係 規

定 を 適 用 す る 。   

 

  第 九 十 五 条  本 法 は 1 9 9 5年 7月 1日 か ら 施 行 す る 。  
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第 2 章 金融改革における資金調達問題 

 中国経済は、目を見張る成長の中にあり、世界経済における存在感を増している。しか

し、中国経済のさらなる発展のためには、改革を継続することは欠かせない。 

 中国は今、大規模な金融改革の最中にある。金融改革は、政治は社会主義、経済は資本

主義と言われる中国にとって、経済の自由化の最も大きな課題となっている。生産部面で

の市場経済化とは異なり、金融システムは複雑であり、現代の金融システムは高度に発達

している。したがって、改革による現場への影響も予測できない。このため金融の改革を

政治主導で行うことには固有の困難が伴う。現実には、中国の金融改革は現在深刻な問題

を抱えているだけではなく、新しい問題さえ生み出している。 

中国経済が抱えている問題は、あまりにも特異な問題であり、先進資本主義国からは理

解されていないだけでなく、中国国内でも十分には理解されていない。それは政治が主導

して経済改革を行うことに伴う歪みである。経済の自生的な発展を前提に改革をしてきた

先進国経済とは異なり、政府はいわばゼロからの金融システム建設を行わなければならな

いのである。 

したがって、中国の金融改革の問題点は、社会主義の中国にとっては、最も難しい改革

と言える。この問題は、中国の今を見ただけでは理解できない。中国の社会主義国家建設

の歴史を振り返り、その性格を踏まえた上で、現在の中国が抱える問題に踏み込んでいき

たい。 

中国金融の歪みは、現在は資金調達問題に象徴的に表れている。資金調達問題は、中国

経済のバブルともつながり、中国のバブルは実体経済をゆがめ、危機を内包したものにな

っている。本稿では、中国の金融改革が抱えている深刻な問題に、資金調達の現場の状態

に立ち入って、分析していきたい。 

これによって、社会主義システムの下での経済の自由化の固有の困難を明らかにするた

めの一助としたい。 

（本章は、拙論「社会主義システムの中での中国の金融改革―資金調達問題を中心

に」、『政策科学学会年報』、第 5 号、2015 年 3 月を、修正したものである。） 

 

第 1 節 中国金融改革の原点－資源配分は行政の課題 

中国は建国以来、中央集権的な社会主義国家として経済建設を行ってきている。中国人

民銀行は、中国の建国(1949 年 10 月)以前の 1948 年 12 月に共産党の支配地域に建設され
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ている。党や国家と一体となった銀行が中国人民銀行であり、この性格は今でも変わって

いない。 

中国人民銀行は、現在も中国の最高の行政機関である国務院の指導のもとで政策を立案

している。また、中国人民銀行の独立性も、国務院以外の地方政府などからの独立性であ

り、中央政府から独立しているわけではない。人民銀行総裁の地位も決して高くはなく、

省の長官とほとんど同等である。 

中国は 1949 年 10 月の中華人民共和国の成立で、計画経済体制となり、国家機関が経済

活動や資金配分の決定権を握り、個別企業には経営の決定権はなかった。中国人民銀行の

設立は 1948 年 12 月で、中華人民共和国の成立で国家銀行になった。その後 1960 年代半

ばまで旧国民政府時代の金融機関の接収や、新設された専門銀行や民間銀行を吸収して、

その本支店網が中国の金融システムのすべてを担うようになった。1978 年まで、人民銀行

は通貨発行・金融政策運営などの中央銀行業務、預金、貸付などの商業銀行の業務すべて

の金融業務を独占する単一銀行になった。 

ただし、金融システムが人民銀行に一元化したことは、金融システムの発展にはつなが

らなかった。ここには社会主義の経済思想と金融との深刻な問題がある。 

1950 年代半ばから、中国は高度な中央集権の計画経済を実施した。ソ連型の社会主義建

設が当時の唯一の社会主義建設のモデルであった。社会主義経済は、実物経済と労働配分

とを計画的に配置することで経済を運営することを基本としていた。このため、金融は経

済にとって重要な位置を与えられてはいなかった。 

特に、レーニンは『帝国主義論』(1917 年)において帝国主義を独占資本と金融資本との

融合と捉えていたため、帝国主義との闘いを進めていた共産主義は金融資本を帝国主義の

中心とみなしていた。この影響もあり、文化大革命期までは、銀行などの金融制度は経済

システムの中での正当な評価を受けなかった。これは、社会経済建設の出発点における中

国金融の基本的な考え方であった。 

したがって、社会主義建設の出発点においては、銀行からの貸し出しは実体経済の付属

物であり、商業信用や消費者信用、さらに国の信用さえ不必要なものと考えられていた。

経済建設の基本は、国家が統一に社会資源を分配し、企業の生産も国家が決定することで

あった。 

社会主義にとっての貨幣の役割は、計算貨幣として期待されただけであった。この時の

計算貨幣の意味は、財を図るための共通の単位という意味である。外形的には価格と同じ
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であるが、貨幣が市場経済を背景としたものではないので、価格の持つ調整機能を期待す

ることはできなかった。 

当時の社会主義経済の現状は、日中戦争から国共内戦と続く混乱の中で、国民経済の建

設自体が困難な状況にあった。金融の地位が低かった背景は、実際には、企業には資金は

なく、生産手段の購入にも困難な状況にあった。 

中国経済の混乱は、朝鮮戦争、中ソ対立、アメリカによる中国封じ込め政策、などによ

って長く続き、中国の内部にも大躍進の失敗や文化大革命の混乱など、致命的とも言える

混乱が続いていた。文化大革命後の改革開放によって社会主義経済の下での市場主義化が

図られたが、これが実質的には中国における本格的な国民経済の確立であったといっても

過言ではない。中国経済の出発点は、長い戦争と政治的な混乱の中にある。国際的危機の

中にあって、軍事的な対立に対応するために、経済的に疲弊していたにもかかわらず、重

化学工業優先の経済政策も推し進められていた。 

この混乱の中でのエピソードとして、改革開放の前には、中国の金融業界には、預金は

貨幣かどうかという議論があったことが挙げられるi。預金が貨幣として認められるのは、

先進国でも 1930 年代であったと言われる。預金を貨幣とする認識は、ある程度の貨幣シ

ステムの発達を前提とする。預金が小切手などによって貨幣として活用できるシステムが

一般化してのことである。改革開放前にこうした議論があったということは、一般的には

預金を貨幣とするシステムが広がっていなかったことを意味する。 

中国では、マルクス主義に基づく信用理論として、銀行は毎年個人や企業の預金とさま

ざまな現金収入を貸出の総枠として予測し、厳格な貸出の計画性、企業が持つ財や資本の

信頼性、払い戻しの確実性などを基準に、貸出を行う。しかし、貸出枠は実質的には政府

の権限下にあり、人民銀行の主体性は乏しく、いわば出納係の役割であった。政府による

財政支出が中心であり、金融の役割はほとんどなかった。 

このシステムでは、計画がすべてであり、資源配分や資金の調達、収益の配分など、銀

行の役割は、計画経済の遂行を手助けすることにあった。 

1978 年、改革開放前の中国の金融資産の特徴は、銀行預金、ローンや現金であったが、

銀行預金と融資は次の特徴があった。 

第１に、1966 年以前に、銀行の預金は中国中央政府の財政収入よりわずかに多く、社会

主義計画経済の下で、社会の資金需給システムは、財政資金が支配的な位置を占めていた。

融資の基礎となる預金は、不十分であったと考えられる。 
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図表 2－1：1952-1980 年銀行預金と財政収入（億人民元） 

 

資料：中国統計局 

 

第 2 に、1975 年-76 年の財政預金が若干低下したことを除き、1977 年以前には政府の

財政総預金が常に法人預金より多く、政府が企業収入や税収などの社会的富を支配してい

ることを示したii。 

図表 2－2：1952-1977 年法人預金と財政総預金（億人民元） 

 

資料：員要鋒[2013]、『中国型金融制度』、創土社、16-17 ページ。 

 

第３に、融資先で見ると、物資企業（中国における流通業の一種）や商業企業といった
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運転資金需要の高い流通業企業への貸付金額は工業製造業向け貸付より多かった。中国経

済に占める政府の位置が大きく、また工業部門の立ち遅れが目立っていた。 

図表 2－3：1952-1977 年工業生産企業貸付、流通業企業貸付（億人民元） 

 

資料：員要鋒[2013]、『中国型金融制度』、創土社、16-17 ページ。 

 

第 2 節 改革開放による金融資産と金融企業の変化 

文化大革命の十年は、中国経済が破綻寸前であり、物資が極端に不足で、人々の生活水

準が低下した。文化大革命は貨幣経済に対する反感を顕にしており、中国人民銀行にとっ

ても最も苦難の時期であった。人民銀行の活動は実質的に停止していたと言ってもよい。

混乱の文化大革命の後で、改革開放路線が採択される。 

1978 年中国人民銀行は財政部から独立し、国務院の管理下に置かれた。1984 年に中央

銀行となり、1979 年設立の中国農業銀行や中国人民建設銀行、1983 年設立の中国工商銀

行、そして中国銀行を加えた 4 つの国有銀行に業務を移管する。1986 年以後は多数の商

業銀行が設立され、全国規模の支店網を展開。その他の地方金融機関の設立も続いた。ま

た 1994 年には国家開発銀行や中国輸出入銀行、中国農業発展銀行といった政策銀行も新

設となった。 

 

1．銀行の固定資産への融資 

改革解放後の金融システム上の最大改革は、銀行の固定資産への融資が可能となったこ

とである。 
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1978 年以前には、銀行の担保・保証なしの信用貸出は小規模運転資金及び非製造業向け

貸出に限られていた。中国経済は、国際的な危機と国内的な混乱の中で疲弊しきっていた。

経済構造は合理性を欠き、軍事と重工業優先の政策がとられた。しかし、文化大革命後の

中国経済にとって、政府が直面した最大の課題が食べ物、服、住宅であった。1979 年 10

月、鄧小平は、小さな投資は財政支援ではなく、銀行融資の方法で行うように指示した。

この指導が改革開放後の金融改革の出発点として重要な役割を果たしたiii。 

中国建設銀行(現中国建設銀行)は、固定資本投資に対応した融資の経験がなかったこと

から、1979 年初めから、軽工業、繊維、鉄道、輸送、観光などのセクターで固定資本の導

入や建設に対して、試験的に融資を行い、この融資は、良い結果をもたらした。1980 年に

は、繊維産業に対して、人民元短期貸付金および外貨ローンを許可し、返済の時には税制

上の優遇措置もあった。1981 年から、独立した会計で、返済能力を持つ企業に資金融資を

実施した。銀行による信用貸出によって、中国の軽工業の生産能力は向上し、1988 年に中

国の軽工業の割合は工業生産額の 51.3％に上昇し、重工業に偏った経済構造が金融の力で

改善されたiv。 

他方、与信審査については、この時期はすべてが国有企業と言っていい状態であったた

め、倒産は考える必要はなかった。このため、1979 年 10 月の鄧小平の談話によって、1980

年 1 月 14 日に、中国政府は「関与請批准軽工、紡織工業中短期専項貸款試行弁法的報告」

と「中国人民銀行発放軽工、紡織工業中短期専項貸款試行弁法」という行政命令を発行し、

軽工業と紡織業の会社に対する貸出政策とルールを決めた。 

条件は以下の点である。 

1．  貸出金額が少なく、利益を速やかにあげ、外貨を獲得すること 

2．  材料、設備、設計、施工、原材料、労働力、製品販売などを適切に確保できること 

3．  技術力があること 

4．  経済効果があり、借入金の返済ができること 

5．  環境に良いこと 

である。 

そして、貸出の期限は 1-2 年、長くても 3 年とし、返済については、返済資金は借入金

ではなく、収入で返済すること、途中で経済効果がなく、あるいは返済できない場合には、

企業の全部の固定資産で返済すること、とした。利子率は月に 0.42％であった。 

金融機関の融資が経済活動にとって重要であり、かつ国民経済の適切な発展を導くこと
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ができることが示された。この点で、改革開放後の最も大きな変革は、銀行の固定資本に

対する融資であったと言える。 

 

2．銀行による国有企業の資金の統一的管理 

改革開放後の様々な改革、特に政府の財政改革や国有企業の改革で、国民所得分配のパ

ターンは大きく変化した。 1978 年以前には、国有企業の利潤は、80％以上政府の財政で

管理されていたが、改革開放によって企業の自主権利が拡大すると、1986 年には、財政集

中比率が 40％まで減少したv。 

財政比率の減少と生産の急速な発展により、財政が国有企業の資金ニーズを満たすこと

は困難になった。このため、銀行が政府財政に代わる役割を持つことになった。銀行が国

営企業の流動資金を統括することになったのである。その目的は、企業の資金管理を強化

し、合理的な割合を維持しながら、固定資産投資と運転資本で拡大再生産を行う、という

ことである。国有企業に対する銀行の指導的な役割が、資金の融資の拡大と共に大きくな

ったのである。 

とはいえ、実際には、企業が運転資金を補うために十分なお金がなくて、銀行は国有企

業へ流動性を供給することになった。企業に対する銀行の役割は増大し、中国企業の資産・

負債の比率が急速に増加した。改革開放後、国有企業に対する銀行の役割は急激に増大し

たと言える。 

図表 2－4：1981-1992 年法人預金と銀行貸出（億人民元） 

 

資料：中国統計局 
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3．銀行による郷鎮企業や個人企業の支援 

国有企業を支持するとともに、銀行は郷鎮企業（中国の末端の行政区において農民を中

心として作られた企業）と個人企業にローンを提供した。郷鎮企業や個人企業は、国民生

活と密着した産業に従事することが多く、このことによって、軽工業が急速に発展した。

民間企業の発達や生産の拡大は、国有企業にいい刺激を与えた。 

 

4．改革開放後の変化は、銀行の信用貸出の役割を積極的に認めたことにある。預金を企

業に対する融資の資金として位置づけ、固定資本投資に対応した貸付を認めるなど預金と

貸付構造の理念の変化をもたらした。 

1980 年以降、信用拡大と信用の伸びにより、銀行預金総額は政府の財政収入より多くな

った。国民経済における金融分野は、総収入の増加により、財政経済よりも影響力が徐々

に大きくなりつつある。改革開放の一つの柱が金融の発展にあり、貸し出しに対する理念

の変更が、中国経済に一定の発展をもたらしたと言える。 

図表 2－5：1981-1992 年銀行預金と財政収入（億人民元） 

 

資料：中国統計局 

 

第 3 節 国民所得分配方式の変化による金融資産の多様化 

改革開放による金融システムの変化は明らかである。建国後の中国では、生産資材を国

家が所有するだけではなく、すべての民間金融機関を中国人民銀行に統一した。中央政府

0

5000

10000

15000

20000

25000

財政収入 銀行貯金



59 

 

と党によって国民経済が掌握されていたのである。中央集権による計画経済という当時の

社会主義の考え方によるものであった。 

しかしこの制度の下では、国際的国内的な政治的混乱があったとはいえ、国民経済の建

設も発展も促進されてはいなかった。これに対し文化大革命後の経済改革では、人民公社

の改革など農村経済体制改革から始め、全体的な経済改革に合う金融改革が求められた。

そして、金融規制の緩和や金融機関や資金調達源の多様化など新たな改革が提唱されるよ

うになった。 

 

1．無担保での信用資金供給の多様性 

改革開放路線にとって、企業経営の自律性を拡大し、政策指令を縮小することは改革開

放政策の基本的な方向性となっていた。銀行の信用貸出に強力な計画管理が行われていた

ために、改革開放路線では非銀行系の金融機関の業務解放が先行した。 

 

a 都市信用協同組合と株式商業銀行 

改革開放初期には、政府が銀行に期待した役割は、国家経済を管理する道具としての役

割であった。このため、国有銀行の信用貸出を計画管理していた。 

しかし、商品経済発展のニーズを満たすために、いくつかの都市には、1986 年に都市信

用協同組合が設立された。無担保貸出が人民銀行の監督下で行われ、活動の規模が小さく、

融資対象は民間企業や個人企業中心になっていた。また、銀行システムを活性化させるた

めに、1986 年交通銀行を復活させ、1989 年中信実業銀行（現中信銀行）の設立も承認し

た。 

 

b 信託投資法人 

変動の激しい金融融資ニーズに柔軟に対応するために、信託投資法人が発展してきた。

CITIC（中国中信集団）を始め、地方政府が信託および投資会社を設立していた。1988 年

に、中国人民銀行により承認された信託投資法人が 745 社に達していた。ピーク時にはほ

ぼ 2000 社になった。その後、投資の不効率性や金融リスクの増大により、1981 年から

1998 年まで、政府の整理・吸収合併により 54 社になったvi。 

 

c 財務会社 
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企業の現金管理のニーズにより、財務会社がつくられるようになった。計画経済の下で

は、企業の減価償却費の中の維持用の資金を除き、資金はすべて国家に引き渡さなければ

ならなかった。このため原材料の購入のための資金を除くと企業には資金の余裕はなかっ

た。 

 

企業は減価償却費と拡大再生産のための資金が手元に留めることができるようになっ

たため、法人の預金が急激に増加していた。1987 年 5 月 7 日、東風汽車財務有限公司を

始め、大企業は業務の効率化とコスト削減、資金調達のために企業内で財務会社を設立し

た。ただ、ほとんどの財務会社は同社内の事業範囲内で金融サービスを提供し、顧客や規

模の制限で、発展は遅れていた。 

 

2．金融商品多様化の下での金融改革の新時代 

建国後の中国の金融市場にとって、国債は最も重要な金融商品であった。当時の国債の

特徴は 10 年満期で、非譲渡、保有者が企業の場合は低金利、個人の保有者により高い金利

を支払う点にあった。1958 年から 1978 年までの 20 年間は実質的に中国の国債市場は停

止していた。しかし、改革開放路線による資金不足から、貨幣を増発しインフレーション

を招く。この苦い経験から再び国債が発行されるようになる。 

中国にとっては、インフレとの闘いは最重要事項であり、金融改革もインフレへの反省

から計画的に漸進的に行われている。特に、1984 年の信用貸出の暴走は、企業破綻と経済

の混乱をもたらした。1985 年に、インフレ率が 9.3％になった。それを反省し、人民銀行

は、信用リスク・コントロールを強化しながら、過度の衝撃が発生しないために建設プロ

ジェクトにおける社債の発行を許可した。さらに、1990 年と 1991 年に上海証券取引所と

深圳証券取引所を設立した。 

 

第 4 節 中国金融資産配分の漸進的改革 

80 年代には、銀行からの貸出は基本的に計画された管理であった。1979 年、人民銀行

は貸出基準を標準化した統一企画、貯蓄に対応した貸付を行う貯蓄・貸付リンク、負債の

返済を促す差額自己消化という貸出資金管理政策を実施し、資金の集中配分を行った。 

1993 年に、国家は銀行改革を決め、預金やローンの制度として資産・負債比率を基準と

してローンの規模を規制することになった。この際には、安全性、流動性と収益性 を強調
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した。同時に、不良債権、預金やローン、長期貸付金など基準値を設定した。 

貸付制度の変更により、銀行と企業との関係も変化してきた。計画経済改革の時に、信

用資金をより有効に活用するために、銀行は企業に銀行員を派遣して、経営を監督した。

1996 年、一つの企業が複数の銀行からローンを受けることを防ぐために、企業は一つの銀

行で一つの口座を開設することを決めた。その後、一つの企業が複数の銀行口座を開き、

別の銀行で融資を得ることができることを徐々に解禁していった。 

 

第 5 節 中国における金融改革の中核としての資金調達問題 

中国の金融改革にとって改革開放路線が果たした役割は計り知れない。戦乱と政治的な

混乱のなかで国民経済の再建ができなかった中国が、国民経済確立の途に就くことができ

たのは改革開放以降である。しかし、中国は長く中央集権による計画経済型の社会主義体

制の中にあり、現に今も社会主義の政治システムの中にある。したがって、金融改革も政

治的な均衡に配慮しながら漸進的に行うしかない。社会的な混乱は政治的な対立をもたら

す。 

中国の金融にとって、現実的に最も難しい問題は、資金調達の問題である。中国の現状

は、民間企業、特に中小企業はより高価な融資によって資金を受けなければならない。中

小企業の資金調達は中国の金融問題を代表する問題でもある。 

理論的には、金利は貯蓄と投資の間の関係を反映する。貯蓄と投資額は、金利の関数だ

った。利子率が高ければ、投資額が低く、貯蓄総額が多い。しかし、中国では、貸付金利

の自由化は実施されたが預金金利は実質的に公定制であり、金利は資金の需給関係を反映

していない。 

金利の変動の理論的枠組を考えてみよう。理論的にいえば、中国は貯蓄率が高い国であ

り、したがって、資金は豊富にあるので、企業の金利は高すぎることはないはずである。

しかし、現実には、中国企業の資金調達のコストが高くて、資金調達も難しい。その原因

を立ち入って指摘しておく。これらの問題が、中国の金融改革の遅れとなり経済発展の阻

害要因となっていると考えるからである。 

第 1 に、銀行に支払った利益率が高すぎることである。中国の銀行の金利決定メカニズ

ムは、欧米と異なっている。何よりも中国における各銀行の高い利益率が中国の銀行の融

資の際の利子の高さを反映している。中国の他の産業界と全く対照的で、中国の銀行は、

世界で最も収益性の高い銀行となっているvii。銀行は預金利子の実質的な公定制と自由化
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はされたが高い貸付金利に守られており、既得権益となっている。 

第 2 に、信用リスクプレミアムが上昇している。銀行やその他の金融機関のリスク回避

と銀行改革や社会全体の不景気で、レバレッジ比率（信用取引の倍率）が急激に上昇して

いる。リスクとリスクプレミアムを改善するいくつかの可能性が存在するが、銀行のリス

ク選好が過度に低下した。 

中国では担保制度は以前から存在していたが実際の広がりは今ひとつだった。しかし、

金融改革の中で企業への融資が活発になり無担保貸し付けから担保付の貸付へと変化した。

現在は、企業に貸付を行うときに、銀行側は担保率を低く抑え、他の企業からの担保を強

要することもしばしばである。そうすると、一社の企業が倒産したら、担保する企業もダ

ウンしまうことになる。これは、個々の銀行のリスクを低減したが、銀行システム全体に

システミック・リスクを増加させた。 

リスク意識の強化という点では良いが、直接・間接的に資金調達コストの増加につなが

り、現実の経済発展を阻害した。このため、与信リスクの高い企業が巨額の融資を受ける

場合、銀行ではなく、他の資金調達を利用するようになった。これは、より高いリスクプ

レミアムを支払うこととなった。民間企業も（主に小零細企業）、同様の問題を抱えている。

そのため、資金調達コストを押し上げることとなった。 

第 3 に、不動産とプラットフォームは、多くの資金を集めている。不動産価格が高騰し

続けたために、不動産の価値は、一般的な企業向けの貸出よりリターンがはるかに大きく

なっている。投資者にとって、プラットフォームのリターンは高くはないが、リスクは非

常に低くて投資価値がある。彼らには貸付資金が容易になされ、また彼らには貸付資金に

対する強い需要もある。 

不動産とプラットフォームは大量な銀行融資を占め、民間企業に対してクラウディング

アウト効果を起こした。それにより、一見安全な不動産やプラットフォームに貸付資金が

集中する。これによって利回りの低い他の投資プロジェクトの資金調達のコストを押し上

げるだけではなく、社会全体のコストを押し上げた。 

第 4 に、与信管理と貸出額を預金額の 75％までとする預金貸出管理指標である。一部の

商業銀行は預貸率の目標を達成できたが、信用規模を使い切った。他の商業銀行は信用規

模を使い切っていない状態で、預貸率の目標を達成することはできなかった。そのために、

利益を最大化するためには、商業銀行は、必然的にシャドーバンキング業務における様々

な抜け道を利用することとなった。 
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要するに、政府の規制が続けば、シャドーバンキングによる迂回が必要となるように、

貸付資金の供給チェーンが長くなる。プラットフォームや不動産会社に比べて、規制の制

限を受けている小零細企業は担保条件も厳しく、シャドーバンキングから資金を得る方向

に大きく傾いた。このように、資金の需要と供給のシステムは銀行が規制を回避しようと

することで、結果的に企業の資金調達コストを押し上げることになる。 

第 5 に、対称性がない金融自由化である。中国では、長い間長期金利が均衡レベルより

低く抑えられてきたviii。貸付金利の自由化が達成されたが、預金金利は依然として名目上

規制の対象になっている。貸付資金需要が多くなると、銀行間の預金の奪い合いが展開す

る。ハイリターンの金融商品の販売で、銀行の預金金利が事実上の自由化を実施している。

それによって、預金のコストを押し上げる。 

第 6 に、貸付資金の需要と金利との関係が柔軟性を欠如し、調整システムとして十分に

機能していない。プラットフォームや不動産の資金需要が利率を反映して柔軟に変動する

ことができなくなっており、硬直的になっている。論理的には、本来は貸付資金の需要は、

業務資本の限界効率に依存している。コストが資本企業の限界効率を超えた場合には、企

業は借りない。しかし、中国の現状では、プラットフォームはほとんど地方政府事業のた

め、利益を最大化するようにされていない。資本コストは企業の限界効率を超えているに

もかかわらず、貸付資金のための企業の需要は依然として減少しない。 

第 7 に、実体経済の金融化である。企業は貸付資金を生産に投入し、これが生産と消費

の循環をもたらして実態経済を発展させる。しかし、今の中国では、企業は実際には生産

に投入するよりも、資産の価値を増やすために、金融資産を購入している。資産価格の急

騰が実体経済の金融化につながり資産バブルを加速している。 

 

小 括 

 本稿では、中国の国民経済が社会主義政権の下で建設されてきたという歴史経緯を振り

返りつつ、資金調達システムの形成プロセスを紹介し、現在の中国の資金調達問題の深刻

な課題を現場の実態に即して論じてきた。 

 中国の資金調達問題は、中国の金融改革の中で取り残された問題であるとともに、金融

改革の進展にともなって、形を変えて新たに作り出されてきた問題である。本稿で指摘し

てきた多くの内容は、中国以外の国からはなかなか理解されにくいが、中国の金融の現場

からすれば、いずれもが重要な課題である。 
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 本稿では、問題点の指摘が中心であったが、今後資金調達問題に関する実態調査を深め、

中国の金融改革の進行と中国金融の現状分析を行っていきたい。 
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viii張曙光、「中国的金融抑制到底有多厳重？」、2014年 10月、

http://comments.caijing.com.cn/20141030/3735814.shtml。 
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第 3章 金融の自由化におけるシャドーバンキングの意義 

 

 本章の課題は、中国におけるシャドーバンキング（影子銀行）の役割と問題点を分析す

ることにある。シャドーバンキングが、日本におけるバブルの崩壊や、アメリカにおける

いわゆるリーマンショックの際に、金融危機の大きな混乱要因になったと受け止められて

いる。 

そして今、中国経済も高度成長のバブル的な状況から転換点を迎えつつあり、この局面

で中国のシャドーバンキングが、金融さらには経済全般に対して、破壊的な影響を与える

かどうかが、世界的な関心事となっている。中国におけるシャドーバンキングとは何か、

それは中国経済にとってどのような役割を果たしているのか、またそのリスクはどの程度

に評価すればよいのか、中国の現状に即して分析してゆく。 

結論を先取りすれば、本稿では、中国の金融システムの独自性の故に、中国のシャドー

バンキングは、リスク問題だけではなく、中国の金融システムに対して、合理的な面も持

つと考える。以下、リスクと合理性の二面から中国のシャドーバンキングを考察していき

たい。 

（本章は、「中国シャドーバンキングの現状に関する考察」、『政策科学学会年報』、第

4号、2014年 3月、を修正したものである。） 

 

第 1節 中国におけるシャドーバンキング成立の背景 

シャドーバンキングという概念は、2007 年に米国の債券投資機関 PIMCO の執行委員

マカリー（McCulley）によって、「一連のレバレッジのかかった非銀行融資のルート、媒

体、構造」と定義された。先進国に関して言えば、主に投資銀行、MMF、保険会社など

ノンバンクを指している。中国政府の定義は以下のようである。 

2014年 1月に、中国政府は「シャドーバンキング監督強化に関する通知（107号）」を

発布し、政府の監視・管理の角度からシャドーバンキングの範囲と業務にかんする解釈を

示した。すなわち、中国シャドーバンキングは主に 3つのカテゴリに分類される。すなわ

ち、第 1に、金融機関のライセンスを持たず、管理監督も全くない信用仲介機関で、新型

ネットワーク金融会社、第三者理財機関等を含む。第 2に、金融機関のライセンスを持た

ず、監督管理も不足している信用仲介機関、融資性担保会社、少額ローン会社等を含む。

第 3に、金融機構のライセンスをもっているが、監督管理が不足しているか、監督管理を

http://www.apsj.org/nenpou/04_02_xue.pdf
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免れている業務、金融市場の基金、資産証券化、一部の理財業務等の三つである。 

アメリカの定義では、非銀行融資がシャドーバンキングの特徴になっているが、中国政

府の定義の中には、「正規の銀行システム」以外、という定義になっており、銀行であって

もシャドーバンキングを担うことが含まれて入り、またシャドーバンキングの信用仲介機

能におけるリスクが明記されている。しかし、中国においてシャドーバンキングが拡大し

たのは具体的な背景があってのことである。 

それは 2008年にリーマンショックの対策として実施された 4兆元の景気刺激策である。

これによって中国にはインフラ整備や都市開発が加速し、不動産会社、地方投資プラット

フォーム、鉄鋼会社など過剰投資を引き起こした。しかし、その後、投資効率の低下が顕

在化になった。 

 

 

 

図表 3－1：鉱工業生産と粗鋼生産量と発電量（前年同期比％） 

 

資料：中国統計局、WIND 
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図表 3－2：住宅販売面積と社会融資総額（前年同期比％） 

 

資料：中国統計局、WIND 

 

この時期に、政府は準備率の引き上げなどを通じて金融引き締めに転じた。ところが、

実体経済の側での資金需要は拡大していた。それにもかかわらず金融引き締めが行われた

のである。これによって、資金の需給ギャップが拡大した。このギャップを埋める新たな

資金調達手段として活用されたのが、規制の緩いオフバランスの取引はシャドーバンキン

グである。 

中国シャドーバンキングはほぼ銀行を通して行われたものである。中国でシャドーバン

キングが発展した理由は、銀行側の政府による規制を回避する行動にある。すなわち中国

の金融は、預金金利の上限規制、法定預金準備率の規制と預金貸出比率の規制の下にある。

この規制の中にあっては、資金需給のギャップの中にあって、資金の潜在的な借り手が正

規のルートを通じて資金調達できない状況が生じていた。 

 

 

 

 

図表 3－3：中国シャドーバンキングの規模 



68 

 

  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 

理財商品規模（億元） - 17000 28000 45900 71000 102100 

前年同期比（%）     64.7 63.9 54.6 43.8 

銀信合作（億元） - - 16605 16709 20303 21852 

前年同期比（%）       0.6 21.5 7.6 

銀証合作（億元） - - - 2818 18900 52000 

前年同期比（%）         570.5 175.1 

銀行同業純資産（億元） 43160 53892 78704 94384 128388 150044 

前年同期比（%）   24.8 46.0  19.9  36.0  16.8  

資料：銀行業監督管理委員会、信託業協会、証券業協会、WIND 

 

中国の金融システムは 30 年間の市場改革を経験したにもかかわらず、大半の金融機関

は政府機関であり、基準金利は依然として中国人民銀行が決定し、政府が資金分配に対し

て影響力をもっている。現状では、金利の市場化は遅れている。 

政府によるさまざまな金融規制と金利の自由化の遅れの中で、銀行システムの外で旺盛

な資金需要と供給が生まれていた。とりわけ、正規の銀行システムの金利、中でも実質貸

出金利が抑制されているため、貸出に対する過度の需要が発生していた。 

これによって、銀行貸出の分配に対し、国が影響力を使う余地が生まれる。一般的に、

国有企業、政府傘下の機関（主に地方政府の融資プラットフォーム）、その他の大企業にと

って有利である。小企業や民間企業はリスクが高いため、銀行もこうした融資は回避し、

国有企業や地方プラットフォームに融資する志向である。このことは、国有企業や地方プ

ラットフォームは経営安定的で、融資担保できる優良資産を持っていて、いざとしたら政

府の暗黙的な信用担保があることを意味する。 

これに対し、中小企業は貸出の対象から排除されている。担保できる資産がなくて、リ

スクも高いわけで、銀行の融資対象の外で、民間から高い利子率で融資するケースが多い。 

以上、中国においてシャドーバンキングが拡大した要因は、第 1に、リーマンショック

後の世界的な金融危機に対応する対応するための巨額の景気刺激策とこれにもとづくバブ

ルの発生とバブルを収束されるための金融引締め政策、という政策的な要因がある。第 2

に、金融引締め政策にもにもかかわらず旺盛な資金需要があり、資金の需給ギャップが生

じていたこと、第 3にこうした資金の需給ギャップには制度的な原因、すなわち金融改革
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の立ち遅れ。金利の市場化の遅れであり、具体的には預金金利の上限規制、法定預金準備

率の規制と預金貸出比率の規制であったこと、第四に、貸出需要の過剰な状態は、銀行が

国有企業や政府関連機関に貸し出しを行い、中小企業への貸し出しを避ける事態を生んで

いたこと、である。 

 

第 2節 中国におけるシャド―バンキングの特徴と合理性 

 先進国においては、シャドーバンキングは、バブルの後半に拡大し、バブルの崩壊期に

その引き金の軸の一つになったと言われている。この場合、先進国のシャドーバンキング

の特徴としては、① 銀行以外の金融機関によって支配されること、②証券化業務を中心に

していること、③レバレッジ比率が高いこと、④ホールセール資金調達を中心に依存して

いること、⑤購入者は機関投資家が中心にしていること、が上げられる。 

しかし、中国シャドーバンキングが先進国と違っているのは、中国ではシャドーバンキ

ングが本質的に商業銀行によって支配されていることである。また中国のシャドーバンキ

ングでは、先進国のような複雑な証券化商品および関連製品はないといえる。また低いレ

バレッジ比率も低い。そして先進国のようなホールセールではなく小売チャネルを通じて

（製品を住民や企業に販売する）融資する。また購入するのは主にリテール顧客である。 

他方、中国のシャドーバンキングと先進国のシャドーバンキングとの共通点は：両方が

満期転換と流動性転換を持っていること、つまり、流動性が欠如している長期資産と流動

性がある短期負債を統一したものになっていることである。これによってより規制を受け

ることが少なくなり、強いアービトラージ（裁定取引規制）動機が生まれる。しかし、双

方が預金保険を享受しておらず、最後の貸し手が不足しているため、保護が脆弱でシステ

ミック·リスクにつながる可能性がより高くなる。また、金融商品の分野としてはとしては、

一定の類似性がある。例えば、米国の住宅と同様に、中国の不動産信託商品が発行される

などが挙がられる。 

これまで中国におけるシャドーバンキングの拡大の背景とシャドーバンキングの特徴を

見てきた。中国のシャドーバンキングは、資金の需給ギャッブを解決するという社会的な

背景のもとに拡大してきた。以下、資金需給の問題との関連で、中国シャドーバンキング

の生成と成長の合理性について考察する。 

何よりも第 1に、中国のシャドーバンキングは、中国に行ける金融改革の遅れによるさま

ざまな金融抑制の中で発生した一種の金融イノベーションの行動である。中国の金融シス
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テムの立ち遅れという特殊な状況の中で生じた自生的な金融改革と言える。 

すなわち、シャドーバンキングによって、伝統的な金融サービスの限界を拡張し、政府

よる金融抑圧を緩和し、貯蓄と金融システムの資源配分を効率かさせ、貯蓄から投資への

変換能力を向上させ、投資を増やすのに役立つ。金融商品の収益率が基準利子率より高く

なることで、投資家に新たな選択肢を提供する。 

第 2に、中国は金利の市場化のプロセスを促進することを余儀なくされている。中国の

信用市場の価格は公的規制と市場との 2つトラックシステムがあり、将来的には、利子率

市場化の改革を推進する方向で統一されていくであろう。シャドーバンキングの活動は、

ある意味では、金利の市場化という金融改革を先取りした面もある。また、政府は金融市

場にある市場細分化とねじれた市場全体の流動性と深さを改善し促進するためだけではな

く、独立した監督機関を整理統合しつつある。さらに、資本の供給と需要を達成するため

に、中国金融市場の資金調達構造を改善し、直接金融の比率を向上させる。シャドーバン

キングの役割は、こうした方向性に矛盾するものではない。 

 この間、中国政府はマクロ政策の方向を頻繁に変更してきている。このため、政策の変

更による実体経済の変化を正確に把握しないうちに、シャドーバンキングが企業に必要な

流動性バッファーを提供することになり、この点でシャドーバンキングがある程度の下で

政策ショックを緩和する役割を果たしている。しかしながら、政府のマクロコントロール

にとっては、シャドーバンキングの活動は、大きな課題である。 

以上、中国のシャドーバンキングが銀行の非正規的な活動という特徴を持ちつつも、中

国の金融システムに対する攪乱要因として存在するのではなく、中国の金融改革の中での

一種の金融イノベーションであり、金利の市場化という金融改革の方向性に沿っており、

中国政府の目まぐるしい政策変更を緩和する機能があったことを見てきた。 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3－4：消費者物価と法定 1年期の預金金利（％） 
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資料：中国統計局、WIND 

 

図表 3－5：理財商品収益率（％） 

 

資料：WIND 

 

 

 

第 3節 シャドーバンキングのリスク問題 

 中国のシャドーバンキングの特徴と合理性を考察したが、中国のシャドーバンキングに

リスク問題が存在する。最後に中国のシャドーバンキングのリスク問題を考察する。 

リスク問題で特に重要なのは、満期ミスマッチが流動性リスクを引き起こす、という問題

である。 

 中国シャドーバンキングが直面している主なリスクは、ミスマッチ問題である。基本的

な枠組みは以下のようである。すなわち、負債側には、商業銀行の預金の熾烈な競争や預

金貸出比率の規制が原因で、理財商品は短期化している。資産側は、より高い利子率を得



72 

 

るためには長期的なプロジェクトに投資することが多くなる。 

これが、満期のミスマッチの問題である。高い率のリターンを得て資産サイドの安定性

を確保するためには、シャドーバンキングは、スクロールを発行した短期金融商品に依存

しなければならない。このようにして周期的な流動性圧力に起因とする期間ミスマッチに

対処する。しかし、古い金融商品の有効期限が切れた時に、新しい金融商品を大量に発行

できるとは限らない。銀行側は、緊急の負債に依存することで長期的なプロジェクトに対

し金融商品を販売し対応しなければならない。そのプロセスの中で、シャドーバンキング

システムは大きな損失を被るであろう。 

「資金プール」理財業務はさらに銀行システムのミスマッチを拡大している。「資金プー

ル」というのは、商業銀行がさまざまな異なる満期、異なる種類の投資資金を資産プール

にインポートして、異なるリスク異なる満期の信託スキーム、債券、株式ファンドに投資

することである。 

資金プールは主に SIVに似て、商業銀行のバランスシート外で管理されている。資金プ

ールや SIV は、ブームがあった時に商業銀行にたくさん利益をもたらすことができるが、

期間ミスマッチのリスクに直面している。一旦損すると、投資家または SIVの購買者の自

信が弱くなる。新たな金融商品を発行できなくて、デフォルトを回避するために、銀行側

は長期資産の売却が強制される。それによって、資産プールの販売または SIVが低下する

ことにより、金融サービスを弱体化する。投資家の信頼がより一層悪化し、悪循環に陥れ

る恐れがある。 

もう一つの大きな問題は、クレジット·デフォルト·リスクである。シャドーバンキング

の関連商品は、一般的に収益率が高い。だたし、高い収益率が維持できなければ、クレジ

ット·デフォルトが発生する可能性がある。今のところ、最も集中しているのは一般企業、

インフラ投資、不動産業である。  

 過剰生産は中国企業が直面する共通の問題である。過去 10 年間で、中国の多くの製造

業は、高い投資率で巨大な生産能力を形成した。かつては、輸出により過剰投資を消化す

ることができた。しかし、リーマンショックのために世界的な需要が縮小することにより、

中国の大手企業が輸出に依存し続けることができなくなり、その結果、過剰投資を消化し

にくくなっている。 

 

図表 3－6：固定資産投資とインフラと不動産（前年同期比％） 
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資料：中国統計局、WIND 

 

 

図表 3－7：工業企業利潤（前年同期比％）と工業企業利潤率（％） 

 

資料：中国統計局、WIND 

 

現在中国では、鉄鋼やセメント、アルミなどの伝統産業が設備過剰問題に直面し、さら

には太陽光発電、風力発電やその他の新興産業も過剰設備問題に苦しんでいる。過剰生産

能力を押すことができないことで、必然的に利益率の低下につながる。このことが、場合

によって、デフォルトに関連する商品は債務返済が難しくなる。 

製造業が設備過剰に加え、中国のインフラ業界も今後余剰生産能力問題に直面する可能

性が高い。この分野の関連企業の収益は、貸出金の元本および利息をカバーすることがで

きなくなる。先にも触れたように、リーマンショック後の 4兆元の景気刺激策の背景の下

で、中国ではインフラ投資ラッシュであり、少なくとも一部の地域では、あまりにもはる

か先のインフラのペースでさまざまなプロジェクトが実行された。 
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現在、中国政府は不動産のコントロールを継続している。今後長期にわたって、不動産

のコントロール措置は継続することが予想される。大幅緩和はありません期待できない状

況である。こうした中で多くの中小不動産会社は、資金切れによる倒産、またはフローを

得るために土地や不動産の売却する可能性がある。 

要約すると、中国の経済成長率が潜在的な景気減速で、中国の製造業は過剰生産に直面

し、中国でのインフラの利用率の不足の問題に直面するであろう。中国の不動産市場では、

負債側は、高い利回りが今後ますます困難になり、クレジット·デフォルトに直面するだろ

う。そして、投資家の信頼を損なった場合には、今後、新たな資金調達のサイズを小さく

する可能性があり、このことで満期ミスマッチ問題を深刻化させることにより、さらにマ

イナスの影響を誘発する。 

 以上、中国のシャドーマンキング問題は、満期のミスマッチ問題、実体経済における過

剰設備問題、中国政府の不動産業に対する政策などによるクレジットデフォルト問題を抱

えていると言える。 
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結 語 

本稿の課題は、中国の金融改革を社会主義政権との関係で考察することにある。そして、

結論は、社会主義的な統制の中での金融改革の問題は、資金の供給問題に表れているとい

うことである。また、中国のシャドーバンキング（影子銀行)問題は、社会主義政権下での

金融改革の限界と今後の金融改革へ向けての前向きの試みとの二つの顔を持った試みと言

える。 

社会主義政権下での中国の経済改革の意義については、必ずしも明確になっていない。

今後の中国がどこへ向かうのかは本稿には大きすぎるテーマであり、方向性に関する結論

も得ていない。しかし、この問題を分析するために必要なことは、社会主義政権下での経

済改革であるということである。 

社会主義政権下での市場化の政策は、従来は社会主義市場経済として、扱われてきてい

いる。しかし、それは社会主義の経済運営の一部に市場経済を導入する、ということであ

った。ロシア革命後の混乱期の 1921年、レーニンは）Novaya Ekonomicheskaya Politika

（通称ネップ NEP「新経済政」）を発表する。戦争と革命で荒廃した国民経済を立て直す

ために一定規模の市場経済を認める方針をとったことに始まる。社会主義としては後退で

あるが、この「後退」が国民経済の建設としては必要であると考えられたのである。市場

経済はあくまでも本来の社会主義ではないという理解であった。 

 中国もまた、大躍進や文化大革命において、社会主義的な国民経済の建設が挫折すると、

中央集権的な政府による資源配分よりも、市場の資源配分の合理性を期待するようになる。

社会主義市場経済の採用である。 

しかし、現在の中国の経済改革は、政治は社会主義、経済は資本主義の 2 分化の政策と

して理解されている。現に中国は社会主義国家であるが、巨万の富を得る資本家も多数登

場し、貧しい労働者大衆も存在する。経済は資本主義、というのは現実の中国経済を指し

ていると言って過言ではない。 

しかし、中国の経済改革は、政府が主導しつつ行われている。欧米の資本主義経済は、

重商主義や機械制大工業の発展などによって自生的に形成され、市民革命を経て資本主義

に適合した政治体制を作り出している。 

中国の場合はこれとは異なる。抗日戦線と国共内戦の後で成立した中華人民共和国は、

ソ連型の中央集権的な社会主義国家として形成され、中ソ対立を経て、文化大革命の終了

後の改革開放路線がはじまる。これもまた、社会主義政権による経済の統制を前提とした
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市場経済化であり資本主義かである。 

市場経済化は社会主義政権が主導して行い、市場経済化したとしても常に政府のコン

トロール下にあるものとしての「市場経済化」であり、「資本主義化」である。これが本稿

の基本的な分析視点であった。現在、中国経済の成長が鈍化しつつある中で、先進資本主

義国は、中国に構造改革を求めている。規制を緩和して市場の競争に任せる構造改革が求

められている。これまでの研究もまた中国の金融改革が、先進資本主義国を目指したもの

であるとこを想定している。本稿の視点はこれとは異なる。 

ソ連および東欧社会主義の崩壊は急激な改革が政治体制の崩壊につながるということ

であり、中国は、この教訓を踏まえて、徹底した漸進主義の改革を進めている。改革は遅

いし、政府主導であり、自由主義市場への移行も、政府のコントロールが可能な範囲で行

われている。こうした方向性は、今後も変わらないと思われる。これが本稿の問題関心と

する社会主義的な管理された市場経済化である。 

この方向性は必ずしもマイナスばかりではない。1980年代以降の資本主義における市場

信仰が、自由競争を激化させ、格差問題と金融危機をもたらしたとされている。市場経済

化を図りながら、政府のコントロールの機能を重視する方向性は、選択肢の一つと言える。 

とはいえ、中国の金融改革は、現実には多くの問題を抱えている。金融改革の中心にあ

る人民銀行は、「独立性」は認められているが、国務院以外の機関からの独立性である。国

務院は中央政府の最高の行政機関であり、したがって人民銀行の独立性は現実的には地方

政府からの独立性であり、また常に国務院の指導を仰ぐ立場にある。つまり、人民銀行は

政府の組織であり、人民銀行の政策は政府の政策であり、先進国に見られるような中央銀

行と政府との金融政策をめぐる緊張関係は、中国にはない。 

本稿で見てきたように、中国金融の歪みは、現在は資金調達問題に象徴的に表れている。

資金調達問題は、中国経済のバブルともつながり、中国のバブルは実体経済をゆがめ、危

機を内包したものになっている。 

中国の金融にとって、現実的に最も難しい問題は、資金調達の問題である。中国の現状

は、民間企業、特に中小企業はより高価な融資によって資金を受けなければならない。中

小企業の資金調達は中国の金融問題を代表する問題でもある。 

中国は貯蓄率が高い国であり、したがって、資金は豊富にあるので、本来は企業の金利

は高すぎることはないはずである。しかし、本稿でその原因分析をしたように、現実には、

中国企業の資金調達のコストが高くて、資金調達も難しい。 
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なにより中国では金利の自由化が不十分であり、このことが銀行の既得権益となる。す

なわち銀行の利潤率は非常に高くなっている。これが銀行の利子率の高さに反映している。

また、中国では担保制度の不備から、銀行は貸付の際に担保率を低く抑え、他の企業から

の担保を強要することもしばしばある。これは、企業倒産の連鎖を生む可能性があり、銀

行システムそのもののリスクを増大させている。 

リスク意識が強化すること自体は良いが、このことが直接・間接的に資金調達コストの

増加につながり、現実の経済発展を阻害している。このため、企業は銀行以外からの与信

を求めるようになった。 

一般企業の資金不足は、不動産やほとんどが政府事業であるプラットフォームへの資金

の集中ということからも生じる。このことが民間企業への貸出金利を上昇させる。また、

本稿で論じたように、銀行の預金貸出管理指標の制度などが、銀行自らをシャドーバンキ

ングという抜け道に向かわせることとなった。 

こうした、中国金融の歪みは、金融と実体経済を乖離させ、金融バブルを生んでいる。

現に、今の中国では、企業は実際には生産に投入するよりも、資産の価値を増やすために、

金融資産を購入している。資産価格の急騰が実体経済の金融化につながり資産バブルを加

速している。 

シャドーバンキングは、日本におけるバブルの崩壊や、アメリカにおけるいわゆるリー

マンショックの際に、金融危機の大きな混乱要因になったと受け止められている。とはい

え、本稿で見てきたように、中国の金融システムの独自性の故に、中国のシャドーバンキ

ングは、リスク問題だけではなく、中国の金融システムに対して、合理的な面も持つと考

える。すなわち、多くのリスクを孕みつつも、そのほとんどが銀行によって運営され、中

国の金融システムを補完するものとして機能し、かつ金利の自由化の促進をはじめとする

中国の金融改革を先行する試みとしての意義も持っているのである。 

本稿では、社会主義政府が行う市場主義化や資本主義化を金融の自由化、とりわけ資金

需給問題を中心に分析していた。本稿では、中国では、資本主義的な自由化ことは異なる

社会主義的な統制の中での市場経済化が行われるものと予想しているが、中国の市場改革

と社会主義との関係は明確ではない。今後とも、金融を中心に中国の経済改革の動向を分

析していきたい。 
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